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午前 10時 00 分開会 

○平賀貴幸委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいますから、本日の委員会を開きます。 

 それでは、早速、本日の日程であります一般会

計の歳出のうち、土木費、教育費及びその特定財

源に関する歳入の細部質疑に入ります。 

なお、関連であります議案第15号についてもあ

わせて質疑をいただきます。 

質問者、挙手願います。 

○小田部照委員 おはようございます。早速、質

問に入らせていただきます。 

 まずは、通学路安全対策事業について伺います。 

 通学路安全対策事業のうち、交付金事業による

歩道整備事業7,600万円計上されていますが、こ
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の歩道整備はどのような計画なのか、その進捗も

あわせて今後の対応をお聞かせいただきたいと思

います。 

○立花学都市開発課長 通学路安全対策事業の交

付金事業についての御質問でございますけれども、

交付金事業によります通学路安全対策事業につき

ましては、平成28年度予定しております路線とい

たしましては４路線ございます。 

 平成27年度まで進めてきております継続路線が

１路線、それと平成28年度から新規に進めます新

規路線が３路線を整備する予定となっております。 

 継続路線につきましては、平成25年度から工事

着手をいたしまして、現在のところ平成29年度を

完了年度として整備を進めているところでござい

ます。 

 また、新規路線についてでございますが、昨年

９月に策定されました通学路安全プログラムの中

で対策必要箇所とされた11カ所の路線のうち、３

路線について順次計画的に整備を進める方針でご

ざいます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 次に、同じ通学路安全対策ですが、小学校通学

路整備事業を市単独で3,000万円新設改修に計上

していますが、これは緊急度及び必要度の高いと

ころから事業を進めていると思いますが、この３

カ所の整備で、特に緊急を要する通学路がどの程

度改善、整備されているのか伺います。 

○立花学都市開発課長 小学校通学路整備事業の

整備内容についてでございますけれども、通学路

整備計画に基づきまして、平成28年度におきまし

ては網走小学校、潮見小学校、南小学校の通学路

における歩道の新設、改修工事を行うものでござ

います。 

 整備につきましては、平成24年度からこれまで

７路線、1,238メーターの歩道の整備を行ってお

ります。 

 また、向陽に上る中央通なのですけれども、防

護柵の工事といたしまして757メーターの整備を

行ってきております。 

 平成28年度における３路線につきましては210

メートルの歩道整備を予定しているところでござ

います。 

 今後も通学路整備計画に基づきまして計画的に

整備を進めてまいりたいというふうに計画してい

るところでございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 予算の関係などもあるでしょうが、少しでも早

くこうした整備が進み、子どもたちの安全な通学

が確保されるように期待いたしまして、次の質問

に入ります。 

 次に、ロードヒーティング整備事業について伺

います。 

 道路の冬季対策にかかわる事業についての質問

ですが、網走は山坂の多い地形から、冬季におけ

る車の走行にはロードヒーティングは欠かせない

道路施設整備であります。 

 まずは、これまでに整備されたロードヒーティ

ングの状況についてお聞かせください。 

○立花学都市開発課長 ロードヒーティングの整

備状況についてでございますけれども、これまで

急勾配の箇所を重点的に昭和59年から平成18年ま

でに20路線の整備を行ってきております。  

 車道、歩道合わせて約２万700平米の整備を

行ってきてございます。 

 近年は老朽化によるふぐあいやロードヒーティ

ングの効きが悪くなっている状況が見受けられる

箇所が発生していることもございます。 

 最近、この更新を速やかに進めていかなければ

ならないという状況になってございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今回、計上していますロードヒーティングの更

新事業ですけれども、更新計画はどのような基準

で計画されているのでしょうか。また、今年度は

7,000万円の更新費を予算していますが、全体事

業費は幾らぐらいになるのでしょうか。 

○立花学都市開発課長 網走のロードヒーティン

グにつきましては、電気式によるもので整備を

行ってきてございます。 

 電気式によりますロードヒーティングの耐用年

数につきましては、おおむね15年から20年と言わ

れております。そのほとんどが耐用年数を迎える

路線となっている状況でございます。 

 更新計画についてでございますけれども、幹線

道路であります桂ヶ岡線、台町大通線、つくしヶ

丘本通線、向陽ヶ丘中央線を優先的に計画してい

る状況でございます。 

 基本的には供用年数の多いところから計画して

おりますけれども、特に老朽化やふぐあいの激し

いところを優先的に計画し、更新補助を行ってい

るところでございます。 
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 更新に係る全体事業費でありますけれども、現

在、工事を進めております桂ヶ岡線の全体事業費

で２億円、その他の幹線道路を含めますと７億円

がかかる見込みと計画しているところでございま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 冬季における安全な走行が確保できるように今

後も更新整備を進めていただきたいと思います。 

 それでは次に、教育について伺います。 

 学力向上の一環として新規に農大生による網走

寺子屋事業を開催されるとあります。これこそ生

きた教育として高く評価し、期待しているところ

ですが、予算額を見ると10万円となっております。

ボランティアとはいえ、学習サポートの内容、回

数などいろいろあると思いますが、どんなねらい

で実施を考えているのか、また実施した仮定でさ

らに事業拡大の必要が出てこないのかを所見を伺

います。 

○林幸一管理課長 寺子屋事業につきましては、

確かな学力をつけることができるよう、また低学

年からの学習の習慣づけなどを主な目的とし、東

京農大と連携し小学校１年生から３年生を対象と

し、土曜日の午前中、３時間での補充学習として

年５回開催することで考えております。 

 学習に取り組む意識づけが大切であると考えて

いるところであります。子どもたちが自由に教科

を選択できるシステムづくりを考えるところであ

り、まずは楽しみながら学習に取り組む体制を構

築できればと考えております。 

 また、事業の拡大につきましては、現在、各学

校において放課後学習や長期休養中の補充学習な

どの取り組みを進めておりますことから、その取

り組みとのバランスをとりながら検討してまいり

たいと考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 次に、体力向上に向け新規に子ども体力サポー

ト事業として32万円が予算化されています。事業

内容は、日体大の指導者、学生などによる体力づ

くりのサポートとあります。また、モデル校とし

て小学校２校との説明がありますが、もう少し詳

しく事業の内容を説明いただきたいと思います。 

○林幸一管理課長 網走市の児童生徒におきまし

ては、全国体力運動能力、運動習慣等調査の結果、

50メートル走、立ち幅跳びなどにおいて全国平均

を下回る現状にありました。 

 また、児童生徒の体力や運動習慣、生活習慣な

どを改善するとともに運動力、スポーツの楽しさ

を味わい、達成感の得られる体育授業の工夫改善

が求められているところでもございます。 

 こうしたことから、日体大との連携を図り、小

学校における体育授業の中で日体大指導者、学生

などのサポートによる実演を含めた授業の実施を

考えているところでございます。 

○小田部照委員 わかりました。大いに期待して

おります。 

 次に、学校スケートリンク設置事業について伺

います。 

 この事業の対象学校をまず伺います。 

○林幸一管理課長 小学校でスケートリンクを自

校に持ち、スケート授業を実施している学校は網

走小学校、西小学校、東小学校、白鳥台小学校の

４校であり、これらの学校に対して助成をしてい

るところでございます。 

 なお、第一中学校におきましては、市営スケー

トリンクでの授業を行っているところでございま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 現在、それでは市内の小学校でスケート授業を

実施しているのは全校なのか、それとも一部なの

か説明お願いいたします。 

○林幸一管理課長 小学校におきましてスケート

授業を実施している学校は４校ですが、ほかの小

学校におきましてはスキーの授業となっておりま

す。 

 また、この中には一部の学校におきまして一、

二年生はスキー、３年生以上はスケートの授業に

取り組んでいる学校もございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 今の説明では、スケートの授業を行っている学

校と行っていない学校の生徒が同じ中学校に進み、

スケートの授業を受けるようなケースがあると聞

いております。 

 こういった場合に、明らかにその差、違いが出

るものと思いますが、このことをどのように認識

されているのか伺います。 

○林幸一管理課長 スケート授業、スキー授業の

取り組みにつきましては、学習指導要領に基づい

て各学校における判断となるところでございます

が、委員御指摘のとおり授業での取り組み状況に

よる違いは出てくるものと思いますが、授業の進
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め方としまして技能によって分かれた指導を実施

していると認識しております。 

○小田部照委員 わかりました。できるだけ、ス

ポーツ教育において不平等にならないような配慮

をお願いいたしまして、次の質問に入ります。 

 次に、市営スケート場について、この中で１点

だけ伺いたいと思います。 

 市営スケートリンクはスピードスケートやフィ

ギアスケートの貸し出しもあり利用されています

が、アイスホッケーのスケートでの滑走は許可さ

れていないと聞いていますが、これはなぜ禁止な

のか詳しく説明していただきたいと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 スケートリンクでのア

イスホッケー用の滑走についてですが、トラック

の中に中リンクと呼ばれるスペースにつきまして

は、アイスホッケー用のシューズでも滑走可能と

いうことにしております。 

 周回のトラックにつきましては、アイスホッ

ケーの歯の形状とスピードスケート用の歯の形状

が異なりまして、アイスホッケーからできる溝が

スピードスケートの滑走に支障があるということ

で禁止をしております。 

○小田部照委員 今の答弁いただきましたが、昨

年、北見市などでは立派なスケートリンクができ

ました。スピードスケート、フィギュアスケート、

ホッケー靴の貸し出しも行っており、全面滑走が

できるような状況にあります。 

 近隣市町村でもホッケーシューズを禁止してい

るようなのは網走だけの状況です。これはぜひ、

改善していただくよう要望いたします。 

 では、次にスポーツ振興事業について伺います。 

 網走市スポーツ振興報償金事業110万円、これ

は国際、全国、全道大会に出場する団体や個人に

対して支援するとあります。 

 また、ことしから新規のスポーツ少年団活動を

支援事業として市内スポーツ少年団が全道大会な

どへ参加する際の交通費を助成し、子育て世代の

負担軽減を図る予算として300万円が計上されま

した。私は大変すばらしい事業だと思っています

が、これまではこうしたスポーツ少年団の活動に

どのように対応されてきたのか、また、報償金

110万円の事業とどう違うのか、その説明と今後

も継続される事業であるのか御説明いただきたい

と思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 スポーツ少年団活動支

援事業につきましては、ふるさと寄附金を活用し

ての事業となります。 

 スポーツ少年団等の全道大会、全国大会の出場

に際しまして網走市スポーツ振興報償金で基準を

設け、年に一度支援をしてまいりました。 

 スポーツ少年団の中には、数多く全道大会に出

場する種目あり、遠征費の負担が大変大きくなっ

たところであります。 

 今回の支援事業では、主に交通費につきまして

支援を行い、回数は制限なく支援をいたします。 

 今後の継続につきましては、先ほども申しまし

たようにふるさと寄附金を活用してということで

ありまして、その寄附にもよりますが継続できる

よう検討してまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 わかりました。ぜひ、継続でき

るように努めていただきたいと思います。 

 次に、スポーツ推進委員について伺います。 

 スポーツ基本法第32条市町村の教育委員会、当

該市町村におけるスポーツの推進にかかわる体制

の設備を図るため、社会的人望があり、スポーツ

に関する深い関心と理解を有し及び事項に規定す

る職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の

中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

 また、スポーツ推進委員は、当該市町村におけ

るスポーツの推進のため、教育委員会規定の定め

によるところにより、スポーツの推進のための事

業に実施にかかわる連絡調整並びに住民に対する

スポーツの実技の指導、その他スポーツに関する

指導及び助言を行うものとするとなっていますが、

網走市のスポーツ推進委員の選任はどのような基

準で行われているのか伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 スポーツ推進委員の選

考基準についてでありますが、委員からもありま

したように住民に対するスポーツの実技指導、助

言を行うと、そのほかとなっております。 

 スポーツ団体や学校から適任の方を選考し委嘱

しております。 

○小田部照委員 わかりました。任期は何年に

なっているのでしょうか、また現在の人数、欠員、

補充などがありましたらお聞かせください。 

○岩本博隆スポーツ課長 任期についてでありま

すが２年となっておりまして、再任を妨げないと

いうことになっております。 

 人数につきましては、当初25名以内ということ

で、現在23名の委員を委嘱させていただいており
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ます。 

 ２名の欠員の補充についてですが、適任の方を

探しておりますが、既に各方面で活躍されている

方はこれ以上、活動が難しいなどということで、

なかなか思うように２名の補充ができないのが現

状でありますが、今後も御協力いただける方の選

考について努めてまいりたいと考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは、各委員の活動状況はどのように把握

し、認識しているのか伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 スポーツ推進委員の活

動状況でありますが、シルバー健康体力づくり講

座、それから子どもスポーツチャレンジ、この二

つの事業につきましては１年を通して行う事業で

あります。その立案から指導までかかわっていた

だいております。 

 また、スポーツイベントや各種スポーツ教室に

ついても御指導いただいております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 委員に対しての指導や研修はどのように行われ

てきているのか伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 スポーツ推進委員の研

修についてでありますが、毎月、定例研修会で事

業の反省評価、またこれから行う事業の確認等を

行っております。 

 さらに、全道大会の研修会、管内の研修会にも

出席をしております。 

 また、その内容は先ほど申しました定例研修会

で他の委員にも報告し、中身を皆さんが把握でき

るように努めております。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは、報酬費用弁償など、今後の適正なあ

り方について、その考えを伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 報酬、費用弁償につい

てでありますが、年に一度のスポーツ推進会議に

つきましては出席報酬として１人6,000円を支出

しております。 

 また、スポーツ行事の指導につきましては１回

5,000円、そのほか、かなり短い指導等もありま

して、それにつきましては3,000円の報酬をお出

ししております。  

 この額についての適正さでありますけれども、

他の市町村と比べても大体同様の額となっており

まして、適正な額だというふうに判断しておりま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 スポーツは、私たち市民の健康にとっても大切

であると同時に健康なまちづくりの柱の一つでも

あると思います。 

 スポーツ推進委員会の充実向上と委員の皆様の

活躍に大きな希望と期待を寄せ、私の質問を終わ

ります。 

○平賀貴幸委員長 田島委員。 

○田島央一委員 早速、質問させていただきたい

と思います。 

 まず、防犯灯ＬＥＤ化事業についてお伺いして

いきたいと思います。 

 昨年末から初期不良なのか、各地区でＬＥＤ新

しくしたと思っていたのですが、ちかちかしてい

る現状がありまして、私の家の前もそうでしたし、

卯原内の地域でも聞いたら町内会で結構そういう

事例があるというふうにも聞きました。 

 私も網走の街の中でも青年会議所の会議があ 

って夜遅くちょっと網走高校のところを出たら、

そこの目の前も何かちかちかして、市内全域で結

構こういうのがあるのかなと思っていました。  

 この初期不良について原因は把握されているの

かということと、その対応についてもお伺いした

いと思います。 

○高橋勉土木管理課長 ＬＥＤの初期不良の関係

の御質問でございますが、27年度事業で防犯灯の

ＬＥＤ化を実施したところでありまして、本年１

月25日に防犯灯、予定数のＬＥＤ化を終えており

ます。  

 ただいま御指摘ございましたとおり、昨年の12

月ごろよりＬＥＤ化しました防犯灯の点滅が市内

各所で確認されていたことから、製造メーカーに

原因調査を依頼しておりました。 

 １月末のことなのですが、メーカーより頭部に

雪が付着することによって自動点灯センサーが誤

作動を起こし点滅が起きたものであるということ

の報告がございました。 

 このふぐあいにつきましては、全ての防犯灯に

ついて当月、３月５日までに全額メーカー負担に

より初期不良の対策が講じられておりまして、そ

の後、現在まで点滅の事例等の確認はされており

ませんが、今後も定期的に点灯状況の確認が行わ

れていく予定となっております。 

○田島央一委員 全て対応のほうもされたという

ことで、その部分は安心をしました。 
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 また、費用の部分も相手方のほうで対処したと

いうことなので、その辺も確認させていただきま

した。 

 次に10年契約でリース事業ということなのです

が、節電の効果についてお伺いしたいのですが、

どのような試算をされているのかお伺いしたいと

思います。 

○高橋勉土木管理課長 ＬＥＤ化による電気料金

の節電効果という御質問でございますが、既存の

ナトリウム灯や水銀灯などのものと比較しますと、

おおむね電気料金が３分の１となると、こういう

試算でございます。 

 市と町内会で所有するそれぞれの防犯灯、全体

でＬＥＤ化後は年間においては約800万円、リー

ス期間は10年でございますので、10倍しますと10

年間で約8,000万円の電気料金の負担軽減が図ら

れるものと考えております。 

○田島央一委員 実際、整備が終わってこれから

具体的な金額などは実際の電気料はどれぐらい

だったのかというのがこれから出てくるとは思う

のですけれども、試算はその３分の１ということ

で承知をいたしました。 

 次に、10年間の防犯灯のリース契約となってお

りますが、この計画期間終了後においてはどうい

う扱いになるのか、ちょっと10年後というのは大

分先なのですけれども、現時点でどのように考え

ているのかお伺いしたいと思います。 

○高橋勉土木管理課長 リース期間終了後の取り

扱いの関係でありますが、現時点ではリース機関

終了後の取り扱いについては、未定としておりま

す。 

 一般的にＬＥＤの寿命は15年と言われておりま

して、こういったことを考慮しながら再リースを

含めまして、今後どのように取り扱いを行ってい

くかという部分を検討したいと考えております。 

○田島央一委員 町内会のほうでも、この10年の

契約の後どうなるのだろうということで結構心配

される方もいたので、期間がまだありますから、

いろいろな検討とか、いろいろな選択肢があるの

かなと思っていますが、これからまた明らかに

なっていければいいのかなと思っています。  

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 空き家バンク事業についてお伺いしていきたい

と思います。 

 今回の空き家バンク事業の概要について御説明

願いたいと思います。 

○小原功建築課長 空き家バンク事業についての

事業概要ですが、平成28年度から北海道が道内全

市町村の空き家情報を一元化した空き家情報バン

ク制度を開設する予定でおります。 

 当市では、北海道と連携した空き家バンクを創

設し、人口減少、高齢化に伴い増加する空き家の

有効活用を図るため、移住定住者への空き家情報

の提供や高齢社世帯と子育て世帯の住宅規模のミ

スマッチの解消など、利活用を含めた総合的な空

き家対策を行うものでございます。 

○田島央一委員 今回の予算書の中でたしか書か

れてあったと思うのですけれども、空き家データ

をＧＩＳに入力し、関係団体との情報共有を図る

ということですが、この情報公開の準備をされて

いると思うのですが、このＧＩＳの一般公開とな

るのはいつからと想定されているのか、お伺いし

たいと思います。 

○小原功建築課長 ＧＩＳにつきましては、庁内

で運用しているＧＩＳに登録をすることで考えて

おりますので、今のところ民間にＧＩＳ、データ

として提供することは今のところは考えておりま

せん。 

 28年４月から開始したいと思っております。 

○田島央一委員 私はてっきり一般にも公開され

るものかなと思っていたのですが、ほかの自治体

などではこれは公開とかしているような事例とか

あるのでしょうか。全くこれ全道、道と連携して

やっていく事業なので、網走市だけが出さないと

いう形なのか、ちょっとその辺もお伺いしたいの

ですが。 

○小原功建築課長 空き家バンクとして所有者が

空き家バンクに登録し、それを公開する場合には

当然、全国に発信するということになりますけれ

ども、今回、空き家データのＧＩＳ登録という部

分につきましては、今年度、空き家実態調査を行

いましたことから、そちらのデータを当市の持っ

ているＧＩＳ上に登録し、全庁で共有できたらな

ということで考えておりますので、他の市町村も

空き家バンクに登録されているものは当然、広く

公開されているのでしょうが、それ以外の部分に

してやはり所有者の意向等もございますと考えま

すので、行っていないと考えております。 

 その空き家を全部、ここは空き家ですよと言っ

てしまうようなものにもなるのかなというふうに
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は考えております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 私はそういう、もうちょっと都市計画の情報だ

とかも含めて、その地域でどういう情報があるの

かというのも含めた情報公開なのかなと思ってい

たものですから、そういう形ではないということ

で理解いたしました。 

 また、わからないこと、今の時点では、それで

承知しました。 

 次にちょっとお伺いしたいのは物件の登録につ

いてなのですが、例えば築年数だとか、この空き

家バンクに登録する物件に対して制限などあった

りするのでしょうか。築年数余りにも古いと登録

できないのだとか、そういったことがあるのかど

うか確認したいと思いまして。 

○小原功建築課長 築年数についての、そういっ

た制限はないものと思っております。ありません。 

○田島央一委員 承知しました。 

 次に、物件情報、空き家バンクに掲載するのと

同時に、これ民間の不動産会社にも例えば同じよ

うな物件が載っていたりしても特段問題はないと

いう認識でよろしいでしょうか。 

○小原功建築課長 そのように考えております。 

○田島央一委員 承知しました。私、網走に戻っ

てくる前は、実は道北のほうに住んでいまして、

不動産会社がない町があって、そこで物件を探す

というのは非常に難しくて、一応、役場に行って、

役場に行ったら不動産のアパート名の一覧表と、

そこの所有者の一覧表を渡されて、これ見て当

たってくださいみたいなことを言われて、不動産

会社がないと、なかなかこれは大変だなと思った

のと、そこはあくまで単身者用だとか、そういう

アパートの情報だけは扱っているのですが、戸建

ての情報を扱っているというところが全くなくて、

本当に地域の人に声をかけて、あそこ空いている

よとか、そういう話を拾い集めないとなかなか希

望する物件が見つからないという状況があって、

非常に地域に住んでいると、あそこ空いているよ

といって、では引っ越そうかという、地域の中に

いる人はいいのですけれども、外から探そうとい

う人に対して非常に、これは余り想定されていな

いものだなと思っていまして、実際に今、卯原内

のほうを見ていると若干、似たような状況があっ

て、あそこのお子さんがそろそろ結婚して家を持

ちたいのだけど、この辺空き家空いているところ

はないかという話で、結構、町内会のほうに話が

振られてきたりして、みんなでここどうだ、どう

だという結構されているのが多々ありまして、早

くこういった空き家バンクがスタートして、ス

ムーズに引っ越しができるような環境だとか、地

域外からもこういったところに住みたいというと

ころをちゃんと検索して当たれるような体制とい

うのは早急に整備していくべきだな思っています

ので、その点もちょっと含てお話しをさせていた

だきました。 

 空き家バンクについては、以上とさせていただ

きます。 

 それでは、次に、小学校図書館図書整備事業に

ついてお伺いしていきたいと思います。 

 文部科学省の学校図書館図書標準では、学級数

に蔵書の冊数が定められております。 

 現時点で、網走市内の小学校においては、蔵書

冊数の基準を満たしているのか、その点、ちょっ

とお伺いしたいのですが。 

○林幸一管理課長 学校図書館におけます図書の

整備につきましては、委員のお話のとおり学校図

書館、図書標準が定められておりまして、この図

書標準は学校種ごとに学級数により定めにれてお

り、平成27年度当初におきましては、小学校９校

のうち８校、中学校６校のうち５校が標準冊数を

上回る図書を保有しております。 

○田島央一委員 満たしていないところもあると

いうことで、昨年の網走子ども読書プラン３の22

ページのほうに文科省の基準を満たすべく更新中

ということで、まだ多分、達していないのだろう

なと思いながら見ておりました。 

 実は、私の地元は西が丘小学校などでは、次の

質問に移るのですが、学級数の変動が出やすい小

規模学校などは古い図鑑だとか、図書などを実は

捨てられないでいて、それはその基準を学級数の

変動が出やすいので、実は捨てられないで持って

いて、ふえたときにはこれで補おうみたいな感じ

のことがあって、実はその図書の充実を図るとい

う意味で、数でなくて中身が古いものをそのまま

置かざるを得ない状況があるというふうに聞いて

いるのですが、そこは教育委員会として把握して

いるのか、その点、確認したいのですが。 

○林幸一管理課長 各学校図書館で保有していま

す蔵書につきましては、汚れ、破損など傷みの大

きい図書、内容、資料が古くなっている図書、利
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用頻度が著しく低い図書など、廃棄すべき図書も

残っていると認識しております。 

○田島央一委員 把握はされているということで、

そこで最後にお伺いしたいのですが、これは今回

の予算でもついているのですが、計画的に図書整

備をしていくということが私は必要なのではない

かなと思っているのですが、特に児童数だとかは

しっかり把握できやすいものだと思っていますの

で、そこも含めて今後、計画的にやっていくとい

う考えがあるのか、その辺についてちょっと認識

をお伺いしたいのですが。 

○林幸一管理課長 平成28年度当初におきまして

は、全ての学校で標準冊数を上回る予定となって

おります。 

 委員お話しのとおり、計画的に図書を更新する

必要があると考えているところでありまして、長

期的な視点では、特別支援学級の新設に伴う整備

すべき標準冊数の増加もありますことから、平成

28年度におきまして予算の水準を下げることなく

標準冊数を上回る冊数の中で、できる限り図書の

更新を図ることとしているところでございます。 

○田島央一委員 今回は基準を満たすということ

で一つ安心した部分もあるのですが、中身の部分

でも実際に古い図鑑がまだ置いてあったりという

状況もありますので、ちょっと中身の充実の部分

も含めて、またそういった観点からも見ていただ

くようにしていただきたいなと思います。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○平賀貴幸委員長 川原田委員。 

○川原田英世委員 私のほうからも何点か質問さ

せていただきたいと思います。 

 まず、ロードヒーティングの整備事業について

であります。先ほど、小田部委員のほうからも質

問があったところですが、老朽化ということで耐

久年数が過ぎたものを整備していくということで

ありますけれども、新たに整備されるものについ

てですが、やはり当初、整備されてからかなり  

過ぎたというところで、30年等過ぎているのだろ

うなというところですけれども、30年といえば、

車で考えれば30年前の車と今の車と考えると燃費

もかなり効率化されているというところで、さま

ざまな部分で技術が進んできたというところがあ

るものですから、そこでちょっとお伺いしたいの

ですけれども、今回、新たに整備されるというこ

とで、過去のものよりも耐久年数がふえたり、省

エネ化されているだというような技術的な向上と

いうのはあるのでしょうか。 

○立花学都市開発課長 ロードヒーティングにお

けるいろいろなロードヒーティングの方式がござ

いますけれども、当市におきましては従来から電

気式によるロードヒーティングを採用してござい

ます。 

 そのほかのロードヒーティングといたしまして

はガス式であるとか、灯油式のようなロードヒー

ティングが一般的に使われてございますけれども、

ランニングコスト、イニシャルコスト、トータル

コストといたしましては電気による方式が一番安

いという状況で、整備のほうについては電気式を

採用しているところでございます。 

 20年、30年と経過してきたそのロードヒーティ

ング、技術的なことでございますけれども、なか

なか進歩といたしましては、従来から同様のよう

な電気によるコードを使った配線を溶かすような、

路面を溶かすような構造は変わっておりません。 

 そのコスト的な面につきましては、遠隔操作で

あるとか、電気の入り切りの頻度を下げるである

とかというランニングコストの軽減については従

来よりも軽減は図られてきている状況でございま

すけれども、根本的な技術的にイニシャルコスト

が下がるであるとか、それにかわる新たな方式に

ついては、現在のところは私たちの知る限りは聞

いていない状況でございます。 

○川原田英世委員 電気を利用しているというこ

とで、なかなか技術的に進む、そういうものでは

ないということで理解いたしました。 

 ただ、やはり耐久年数等、これからやはり研究

していっていただきたいですし、そういうところ

がふえていけばいろいろな企業、検討していって

いただきたいなと思うところです。 

 次に、管理事業についてなのですけれども、こ

の管理、ロードヒーティング、管理事業、この中

身について伺いたいと思います。 

○高橋勉土木管理課長 ロードヒーティング管理

事業の内容でございますが、平成28年度予算、予

算総額9,296万円を予定しておりまして、その大

部分がロードヒーティングの電気料金でございま

して、そのほかではロードヒーティングの管理に

係る委託料、あるいは温度センサーやヒーターユ

ニットの修繕費、それから遠隔操作にかかる通信

費などとなってございます。 
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○川原田英世委員 大部分が電気料金ということ

で理解させていただきました。 

 東日本大震災の後、原発事故の後はそういった

理由でロードヒーティングは都市部では停止した

ということもあったのかなというふうに思ってい

るところですけれども、省エネ技術の向上がなか

なかないということでしたので、この電気料金が

9,296万円、これはなかなか下げることは難しい

と、今後もかかってくる費用だというふうに認識

させていただきますが、電力小売全面自由化とい

うことで新しい制度も始まってくるということで

ありますので、こういった新たな参入してくる事

業への変更等は検討されているのでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 電力自由化への検討とい

うことでございますが、現在の電力会社との契約

の内容については融雪用電力Ｂホットタイム22と

いう契約の内容で、この内容は最低、冬期間に３

カ月間使用することや、電力消費の多い16時から

21時の時間帯のうち、合計で２時間通電が遮断さ

れるなどのデメリットがあるものの、電気料金は

基本料金と電力料料金の合計10％が割引きになる

メリットがございます。 

 電力自由化への検討でございますが、現時点で

どのような事業者が参入されるのか、あるいはど

ういった契約が可能なのか不明確な部分が多々ご

ざいます。 

 今後につきましては、参入事業者の料金設定の

調査を行うとともに、他自治体の動向等踏まえな

がら検討してまいりたいと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 機械がそれぞれ１個１個あって、それぞれに多

分料金がかかってくるというか、建物１戸でどん

という形ではなくて、いろいろと条件もあるのだ

と思いますので、それぞれ参入してくる業者の情

報をしっかりと得て、下がるとなればすぐにでも

変更できるという体制でいっていただきたいなと

要望するところであります。 

 次に、ページ進みまして82ページの緑地整備事

業についてちょっとお伺いしたいのですが、この

整備の対象場所をまずお伺いいたします。 

○清杉利明港湾課長 現在、進めております緑地

整備事業の場所についての御質問でございますが、

網走川左岸のモヨロ貝塚館がある前の河川敷と

なってございます。 

○川原田英世委員 モヨロ貝塚のところ、川のこ

ちら側から見て緑地化。徐々に何かされていって

いるなと思うところなのですけれども、僕も見に

行ったところ、去年見に行ってちょっと緑地化さ

れているところ行ってきたのですが、緑地化とな

ると毎年管理、整備、草が伸びてくるとか、そう

いう面もあって、かかってくるのではないかなと

いうふうに思うのですけれども、そこら辺どうい

うふうになっているのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 整備の状況についてでござ

いますけれども、この事業につきましては平成21

年度から実施している事業でございまして、調査

設計に始まりまして、整備としましては平成23年

度から行っているものでございます。 

 これまでに駐車場、それからトイレ、商工施設、

エレベーター、横断歩道橋、緑地整備の半分程度

が終了しているものでございまして、その管理に

つきましては整備終了後のものにつきましては適

時点検を含めまして管理をしております。 

○川原田英世委員 今、もうすでに整備されてい

るところ行くと、ちょっと道があって緑地の中を

歩けるようになっているのかなと思いますので、

多くの市民が川の緑地のそばでということが目的

なのかなと思うのですけれども、緑地化進んでい

くにつれて市民に対して、市民が使うのか、どの

ような利用をというか、目的とされているのか伺

いたいのですが。 

○清杉利明港湾課長 この整備の目的でございま

すけれども、網走川の両右岸、左岸を含めまして、

そのあたりをみなとオアシスエリアになっており

まして、にぎわいづくりを目的としまして憩える

場所ということで、主に緑地整備化につきまして

は散策等、楽しんでいただければというふうに

思っております。 

○川原田英世委員 代表質問の中でもちょっと入

れさせていただきましたが、川沿いの整備という

ことで、やはり川沿いに町があって、そこに文化

があるという町、これはすごく魅力があるのだな

と思いますし、北海道開発局でも開発局全体なの

ですしょうけれども、川辺リングといっていろい

ろな運動を始めているということですので、そう

いうことこれとリンクして、ぜひ有効活用を図っ

ていただきたいなと思います。 

 そして、現地に捕鯨船、休まりがあって、全国

クジラフォーラムのときに参加された方々が見学

されていましたので、網走の捕鯨の歴史を伝える
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非常に重要な産業遺産でもあると考えますので、

有効活用を私から要望させていただきたいなと思

います。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 次のページ、84ページの公園整備事業、天都山

公園整備事業なのですが、新規の予算として

6,000万円がついているというところで、旧流氷

館の跡地をというところなのですが、まず、これ

はどういった施設目標とされているのか、ちょっ

とお伺いしたいのですが。 

○立花学都市開発課長 天都山整備、公園整備に

ついての御質問でございますけれども、現在進め

ております公園整備の位置づけといたしましては、

旧流氷館跡地を予定しているところでございます。 

 整備の目的といたしましては、市民や観光客、

流氷館入館者の憩いの場となるような自然を生か

した公園整備を目的として、より一層、現在天都

山エリアがいろいろな施設もできてございますの

で、一体となるような整備をしていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○川原田英世委員 市民が自然環境を楽しめるよ

うな、確かに景色はすばらしいですし、場所とし

てはすごくいいなと思うのですけれども、きのう

の観光課との質問のやりとりの中で、冬の間の利

用、あったかで使うのかというような話がありま

したが、そういうことにも、冬の間も利用できる

ような施設を目指しているということでよかった

でしょうか。 

○立花学都市開発課長 今、委員からお話しが

あったように、冬期間、滑り台のような空間整備

を利用して有効的に活用されているというのは、

観光課と連携してお話は聞いておりまして、今回、

公園整備を行う場所については、大きな遊具等に

つきましては、隣接される道立オホーツク公園が

非常に大きな遊具施設等もできましたので、そこ

と色を変えたような形で、特に大きな遊具等を置

く計画ではございません。 

 景観が非常によろしいということなものですか

ら、ベンチ等を置いた中で植栽であるとか、そう

いった整備を基本的には考えているところでござ

いますので、冬期間にさらにそういった形のイベ

ントのスペースとしては十分確保できるかなとい

うふうには考えているところです。 

○川原田英世委員 春になると桜が少し見えて、

また夏の間はすばらしい景観もあるというふうに

思います。 

 基本的な整備の内容としては、今おっしゃった

ようにベンチを置く、それだけだというふうに考

えていいのでしょうか。 

○立花学都市開発課長 具体的な整備内容につき

ましては、構造物といたしましてはそういうベン

チを置くのですけれども、そこの空間に動線整備

といたしましては園路の整備を行います。 

 また、若干、旧流氷館跡地景観としてもう少し

盛り土が必要な状況なものですから、ある程度、

２メーター程度の盛り土を行った上でバリアフ

リー的に園路がバリアフリー化するような勾配を

確保しつつ整備をしたいと。 

 それに伴って階段であるとか、柵であるとか、

そういったものは一部設置されるのですけれども、

基本的には植栽をメインに園路、それとロケー

ションを見ることができるベンチを置くようなこ

とでの整備を考えているところでございます。 

○川原田英世委員 全体的なビジョンについては

若干把握させていただきました。 

 隣に主に観光客をターゲットとした施設があっ

て、その隣に市民を対象にした公園があるという

ことで、ちょっと対象者が違うところは一つの場

所にというところなものですから、そこはうまく

相互にかかわりあって、しっかりと天都山の魅力

を発信していけるようにこれからも工夫を続けて

いっていただきたいなというふうに思います。 

 次なのですが、教育のほうに移らせていただき

ます。88ページなのですけれども、学級経営支援

事業について、その中のまず上段、学級集団状況

把握事業、これについて事業の内容についてまず

お伺いしたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 学級集団状況把握事

業についてでございますが、学校生活意欲と学級

満足度をはかる、教育心理検査ＱＵ検査の実施に

当たり、補助する事業となります。 

 ＱＵ検査についてでございますが、友人との関

係、学習意欲、教師との関係など、児童一人一人

について理解を深めるとともに、学級集団の状態

と今後の学級経営の方針について把握することが

できる検査となっております。 

 平成27年度におきましては、小学校で４校、中

学校で３校実施しております。 

○川原田英世委員 子供たちから学校の状況だと

かをアンケートとるというか、情報を集めるとい
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うことなのかなと思うのですけれども、このとら

れたアンケートの活用法について伺いたいのです

が。 

○伊井俊明学校教育部次長 現在、網走市では、

児童生徒理解を進める検査としまして、今、御説

明しましたＱＵ検査のほかにも学校環境適用間尺

度、アセスというもの、また児童生徒理解支援

ツール、ホットというものを使いまして、全ての

学校で実施をしていただいております。 

 活用している検査が学校によって異なりますこ

とから、検査結果を教育委員会に提出してもらう

ということについては行っていないところであり

ますが、各学校においては検査結果を学年団で交

流したり、また校内の生徒指導の交流会議で交流

するなど、今後の学級経営の方策を検討するなど

して活用が図られていると報告を受けているとこ

ろでございます。 

○川原田英世委員 子供の学校の中での状況とい

うのはなかなか見えてこないですし、子供もなか

なか表だって口に出せるようなものではないです

から、そこを把握するということでも必要だと思

いますけれども、もちろん子供のプライバシーも

大きくかかわってきますので、これからも続けて

いただきたいとともに、取り扱いには十分注意し

ていただきたいなというふうに思うところです。 

 次、その下段のいじめ対策事業についてですけ

れども、28万円と予算が計上されていますが、こ

の事業の内容について伺います。 

○伊井俊明学校教育部次長 いじめ対策事業につ

いてでございますが、事業内容としましてはいじ

め未然防止看板の作成、いじめ相談カードの作成

をしております。 

 このほかにも、いじめ未然防止の取り組みとし

ましては、網走市子ども会議の開催、またいじめ

アンケートの実施、教職員に対するいじめ未然防

止研修会などをいじめ未然防止の取り組みを行っ

ているところでございます。 

○川原田英世委員 啓発する、そういった実際に

ものと中身の部分ということで把握させていただ

きました。 

 国のほうでいじめ防止対策推進法の改正が議論

されているというところでありますが、この推進

を町としてもしっかりとマニュアル等をつくって

進めていかなくてはならないと、そのように考え

ているのですが、今後、どのように取り組んでい

くお考えでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 いじめ防止対策推進

法によりまして、各学校におきましては、いじめ

防止の基本方針の作成、またいじめ防止等の対策

の組織の設置が義務化され、学校に対しては作成

と設置を呼びかけてきたところでございます。 

 網走市としましても、今後、市としてのいじめ

防止基本方針の策定に向けて検討してまいりたい

と考えております。 

○川原田英世委員 いじめ対策について、さまざ

まな対策が各自治体でそれぞれ取り組まれ、国内

外でも多く対策が検討されてきているのだなとい

うふうに思います。 

 子ども会議等も非常に有効だなと僕も思って見

させていただきました。一つちょっと例として挙

げさせていただきたいのですが、イギリスだとい

じめの対策として低学年の子どもたちで一つのグ

ループをつくって、それに対して高学年の生徒が

それについて面倒を見るというか、指導を行うと

いうか、そこで上の学級の子たちから下の学級の

子たちへと道徳というか、いろいろな考え方を教

えていく中、見守るというところも含めてやって

いるというようなことをイギリスでは行って、物

すごいこれは効果があって、いじめ防止につな

がったということであります。 

 子ども会議も多分、同じような趣旨で人と人と

のかかわりをというところなのだと思うのですけ

れども、やはり今のよく言われる問題として社会

の希薄化というか、人と人とのつながりの希薄化、

こういったところもいじめの大きな一つの要因に

なると思いますので、いろいろな例を検討してい

ただいて、実行していっていただきたいというふ

うに思いますが、そこら辺についてちょっとお考

え、そういった例を取り入れていくお考えちょっ

とお伺いしたいのですけれども。 

○伊井俊明学校教育部次長 いじめ未然防止のた

めには豊かな人間関係づくりが重要であると考え

ております。 

 市内の中学校におきましては、仲間を支え合う

ピュアサポートの取り組み、また児童会、生徒会

員によります挨拶運動や異学年の交流も現在進め

られておりまして、豊かな人間関係づくりの取り

組みが行われるところでございます。 

 網走市教育委員会としましても、今後、教職員

向けの研修会ですとか、網走市子ども会議の開催
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などにより、引き続き豊かな人間関係づくりを推

進してまいりたいと考えております。 

○川原田英世委員 さらに進めていただきたいと

思います。 

 次に、学力向上対策事業なのですが、この学力

向上対策事業費、この218万5,000円の中身につい

て伺いたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 これまで学力の状況

を把握するのは小学校６年生、中学校３年生を対

象としました全国学力学習状況調査のみだったた

め、一つの学年しか把握できない状況にございま

した。 

 そのため、網走市全ての学年において全体の学

力の状況を把握することを目的としまして、小学

校２年生から６年生、中学校の全学年で標準学力

検査を実施します。この補助事業ということにな

ります。 

 教科については、全ての学年において国語と算

数、中学校は数学、また中学校の２年生、３年生

においては英語を実施する予定でございます。 

○平賀貴幸委員長 川原田委員の質疑の途中であ

りますが、ここで暫時休憩いたします。 

午前11時01分休憩 

───────────────────────── 

午前11時12分再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 川原田委員の質疑を続行いたします。 

○川原田英世委員 学力検査ということで、各学

年に対して行っていくということなのですけれど

も、このテストの結果をどのように利用されてい

くのか伺います。 

○伊井俊明学校教育部次長 検査結果についてで

ございますが、網走市全体の結果と学校全体の結

果、また個人の結果については各学校に提供しま

して検査結果を分析し、指導に役立てていただく

ということで考えております。 

○川原田英世委員 創生総合戦略のＫＰＩにも

載っている部分でありますし、これを把握して活

用していくということで理解させていただきまし

た。 

 次に、その下、先ほど小田部委員のほうからも

質問があったところですが、新しい事業として上

がっている寺子屋の部分なのですけれども、ここ、

やっていくということに当たって、農大との連携

というのがやはり不可欠なのだなというふうに認

識させていただいているところなのですけれども、

そこの連携の部分、どのように行っていくのか伺

います。 

○林幸一管理課長 農大学生のボランティアにつ

きましては、教育課程専攻の学生が中心となり、

サポートしていただくこととしておりますけれど

も、教育課程の教員が窓口となり対応していただ

くということで進めております。 

○川原田英世委員 教育課程の方たちに参加いた

だくということですけれども、皆さん、学生の皆

さんもそれぞれ課外、学校外での活動ということ

になってくるということで、いろいろと条件もあ

るのかなというふうに思います。 

 そこら辺、連携うまくいくようによく話し合い

をした上で進めていただきたいと思うのですが、

開催回数は初年度ということもあってだとは思う

のですが、５回ということでかなり限られている

のだなというふうに受けとめさせていただいたの

ですけれども、その理由についてどのようにお考

えなのか聞かせてください。 

○林幸一管理課長 年５回の開催につきましては、

学校におきまして先ほどもちょっとお話しさせて

いただきましたけれども放課後学習授業、それか

ら土曜の補習授業とか長期休業中の補習授業も開

催しておりますので、そちらとのバランスを見な

がらということになります。 

 今、学校のほうでそういった取り組みが定着し

つつありますので、そこはバランスをとりながら

年５回の開催でということで考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それと、子どもたちに参加を呼びかけながらそ

ういった自分たちも今やっているところのバラン

スを持っていただくというのももちろんなのです

けれども、農大の学生、もちろん信頼あるところ

ですけれども、親に対してこういう活動を理解し

ていただくということも不可欠だと思うのです。

そこら辺、子どもたちに対する呼びかけと親への

理解という部分、どのように進めていくお考えか

伺います。 

○林幸一管理課長 周知等に関しましては、最初

に学校を通じて児童を通じてになりますけれども、

事業内容等を掲載した寺子屋開催についての案内

を周知し、その後、開催に当たっての募集を行う

ということで考えております。 
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○川原田英世委員 保護者の方に対してもしっか

り理解していただくように、紙面で多分されると

思うのですが、そういったところで取り組みを進

めていただきたいと思います。 

 実施初年度ということですので、今回の実施の

内容をしっかり検証して、今後、さらに回数をふ

やしていっていただきたいと思いますし、農大の

学生たちと連携したまちづくりを進めていくと、

特に教育の部分、人と人とのかかわりという部分、

非常に重要だと思いますので、今後とも進めて

いっていただきたい事業だというふうに思います。 

 次、ページ飛びまして96ページ、どの事業とい

うよりは、この準要保護児童扶助費という部分に

ついて質問させていただきたいなと思うのですが、

代表質問の際に子供の貧困について質問させてい

ただきました。その質問に対して、御回答いただ

いた中で、貧困の現状、要保護、準要保護世帯を

合わせた就学援助を受けている児童の生徒の推移、

平成24年で24.7％、平成26年で24.8％と回答いた

だきました。約25％ということで、４人に１人の

お子さんなのかなというふうに、生徒の方だとい

うふうに思います。 

 正直言うと対象者が多いのだなということに驚

いたところでありますが、この要保護、準要保護

の基準は国のほうの定めているところによります

と生活保護の基準に一定の係数を掛けたものとい

うことが用いられておりまして、市町村によって

その係数が異なると、そこの採用市町村にあると

いうことで認識していますが、網走市の係数掛け

る係数はどのようになっているのでしょうか。 

○林幸一管理課長 当市におけます準要保護世帯

の収入認定基準につきましては、生活困窮者の

セーフティーネットという観点から、生活保護基

準の1.3倍未満の世帯としているところでありま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 1.1倍だとかから、1.5倍、1.6倍とそれぞれの

自治体でさまざまな取り組みをしているというと

ころで、文部科学省のデータを見ると網走市のよ

うな1.3倍が一番多くて、31.9％と、次になると

1.2倍、1.1倍というふうに、やはり下がってきて

いる。網走は全国的に見ると少し手厚い制度に

なっているのかなというふうに把握させていただ

くところですけれども、平均というか、一番多く

の自治体が採用しているラインであるというとこ

ろだというふうに認識させていただきました。 

 とはいえ、文部科学省の全国データによります

と、この保護率、年々上昇傾向にあるようです。

ちょっと一時下がったときもあるようですけれど

も、年々上昇傾向にある中で、全国のデータでい

くと平成25年で15.42％ということで、網走はか

なりこの高さが際だっているのだなというふうに

驚いたところですが、この原因をどのようにお考

えでしょうか。 

○林幸一管理課長 要保護、準要保護児童生徒の

就学援助率ですが、平成 25年度の全国平均は

15.42％、北海道の平均は23.06％であり、網走市

が23.14％となっており、全道平均とほぼ同じ状

況でありました。 

 詳しい分析は行っておりませんが、北海道地域

における景気回復が全国の中でもおくれていたこ

と、また、ひとり親世帯家庭が多いという状況が

当市でも同様であると考えているところです。 

○川原田英世委員 全道的にこれはかなり高いの

だということで認識させていただきました。 

 また、今の御回答にあったように、景気回復は

北海道はなかなかおくれているというか、ずっと

続いているというところの背景があるのだという

ふうに理解させていただきました。 

 やはり、これは非常に僕も大きい問題と考えて

いまして、子供の状況をしっかりと把握して、場

合によってはそういった原因の一つに景気が上が

らず生活に困られている方がいるという背景があ

るのであれば、場合によっては保護者の方たちに

生活の民生のほうにありました生活困窮者自立促

進支援など、そういった支援につなげていくよう

なことをしていかなくてはならないのだなという

ふうに考えるところですけれども、現状の取り組

み何かされていましたら伺います。 

○林幸一管理課長 ケースによりましては、学校

からの情報を福祉部と共有することとしておりま

すけれども、教育委員会として生活困窮者に対す

る対応は特別行っておりません。 

○川原田英世委員 代表質問で質問させていただ

いたときの回答の中に、この要保護、準要保護の

中身の部分については今までのところからクラブ

活動あって、ＰＴＡ活動、生徒会費と、こういう

ように拡大しているということで御答弁いただき

ましたので、これについては私も非常に評価した

いというふうに思うところですが、しかしながら
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保護を受けているという子供が多いという実態を

しっかりと受けとめなくてはいけないなというふ

うに考えます。 

 全道平均としても高いというところであります

から、そこの認識もしっかりしなくてはならない

というふうに思いますが、そしてこういった子供

の貧困、今はそういうふうに言われているところ

ですけれども、そういった問題については網走に

おいては担当課がどこなの、非常に難しい問題な

のだなということを今、改めて思わせていただい

たところです。 

 先ほどの質問のように親の収入によって生じる

問題と、そういうふうに考えれば民生の部分に

なってくるのかなというふうに思いますけれども、

現状のように数字として現在把握されているのは

こちら、教育の部分になってくるのかなというふ

うに思うところですので、こういった状況では子

供の置かれている状況を把握して、それに対して

対策を打っていくということが難しいのではない

のかなというふうに私は受けとめさせていただい

たところです。 

 私としましては、今回のことで新たになった、

これ以外にもさまざまな部分あるとは思いますけ

れども、やはり網走でも代表質問、これも言わせ

ていただいた子供の権利条約のような子供の権利

を守るといった条例を制定して、子供に関するこ

ういった貧困ですとか、もちろんいじめ、学校教

育の問題だけではない、さまざまな部分に対して

一体的に取り組んでいくことができる、子供に対

しての担当課というのを設立して進めていく必要

があるのではないのかなというふうに強く思うと

ころであります。 

 条例については、私たち議会議員としてもしっ

かり研究して取り組んでまいりたいなというふう

に考えるところであるのですけれども、この一体

的に取り組む体制についてお考えを伺いたいと思

います。 

○三島正昭学校教育部長 子供の貧困についてで

ございますけれども、子供の将来がその生まれ

育った環境によって左右されるということがない

ようにしていかなければならないというふうに考

えております。 

 国においては貧困の状況にある子供が健やかに

育成される環境の整備、また教育の機会均等を図

るために子供の貧困対策を総合的に推進していく

ことを目的として、平成26年に子どもの貧困対策

の推進に関する法律、また道内８月には子供の貧

困対策を総合的に推進するための子どもの貧困対

策に関する大綱が作成をされているところでもご

ざいます。 

 この大綱では、子供の貧困対策に関する当面の

重点施策としまして、教育の支援、生活の支援、

保護者への就労支援、経済的支援など教育、福祉、

経済など多岐にわたる分野において施策は掲げら

れておりまして、子供の将来がその生まれ育った

環境によって左右されることのない社会実現のた

めに関係機関が相互に連携して、総合的な取り組

みとして推進していくこととなっているところで

ございます。 

 当市におきましても、実態を把握するというこ

とはなかなか難しい状況ではあります。先ほど課

長から説明させていただいておりますけれども、

また、代表質問でもお答えしておりますけれども、

要保護、準要保護世帯の認定率からしか今のとこ

ろその実態をつかむことができないという状況に

ございますけれども、いずれにいたしましても、

国、北海道が今、子供の貧困に対する施策を徐々

に打ち出してきておりますことから、当市としま

しても関係部署が連携をして、情報を共有しなが

ら連携した取り組みを行っていかなければならな

いというふうに考えているところでございます。 

 また、委員からお話しのありました子供の権利

条例につきましては、関係する部署と今後、意見

交換をしていきたいというふうに考えております。 

○川原田英世委員 やはり、いろいろなところで

この問題クローズアップされてきているというこ

とだというふうに思います。 

 特段、北海道が高い、さらには網走やはり高い

ということがあるのだということがこのデータか

ら出てきました。 

 しかしながら、この一つの基準だけでは実態を

明確に把握することはできないわけでありますの

で、今のこの出された網走の数字というものを

しっかりと受けとめてこれからさらに、網走独自

にでも取り組みを進めいただきたいと。 

 もちろん道としても、国としても、そういった

認識であることは間違いないということで理解は

させていただくところですけれども、当市の状況

をしっかりと受けとめて、これは教育の部分だけ

ではないのですけれども、あらゆる機関と情報を
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共有できるように進めていただきたいと思います。 

 私の質問を終わります。 

○平賀貴幸委員長 金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは、土木費関係で１点お

伺いしたいというふうに思います。 

 まず、道路賠償責任保険加入事業というのが78

ページにございますけれども、これは道路で何か

あったときに使用される保険への加入ということ

なのかなというふうに思いますけれども、内容と

その適用範囲についてお伺いしたいというふうに

思います。 

○高橋勉土木管理課長 道路賠償責任保険加入事

業の関係でございますが、こちらの部分、道路本

体、付属物を合わせました道路という位置づけの

中の事故に関する道路管理者の責任分の保険の部

分でございます。 

 内容につきましては、道路延長掛ける単価を掛

けた部分が今回、88万7,000円というふうに予算

を計上させていただいておりますが、補償の内容

についてでございますけれども身体賠償、１名に

つき１億円、１事故つき10億円が限度、あるいは

財物の賠償については、１事故につき2,000万円

がこの有事、事故があった際に道路管理者の責任

分として保険会社より支払われる部分の保険料と

なっております。 

○金兵智則委員 というのも、今、これをなぜお

伺いしたかといいますと、昨年、札幌で飲食店の

看板が落下し、女性が重体となる事故がありまし

た。皆様も記憶にあるのかと思いますけれども、

この道路に設置される看板というのは大きさが10

平方メートル以上のものについては設置に許可が

必要で、点検の必要があるということで網走市と

しては道路条例を参考にしながら進められている

というふうに思いますが、小型の物には許可が必

要ないのかなということで私自身認識していると

ころでありますが、網走市には許可が必要な大き

な看板、それほど多くはないというふうに思いま

すけれども、現状どのようになっているのかお伺

いしたいというふうに思います。 

○高橋勉土木管理課長 まず、委員おっしゃられ

ました10平米以上のものの広告物の部分でござい

ますが、こちらは北海道の屋外広告物条例に基づ

く届け出の必要な看板類が10平米以上という、そ

ういう流れになっております。 

 通常の道路の専用物ということで、道路管理者

に申請を行って、道路管理者の許可を得て設置で

きるものについては、この10平米以下のものも

多々ございます。小さなものから10平米以上につ

いては北海道の条例に基づくものと、それからそ

れ以下の看板等の設置物については、それぞれの

道路管理者に申請し、許可を得るものという内容

でございます。 

○金兵智則委員 大きなものに関しては北海道条

例と、小さなものでも道路管理者に申請をきちっ

と必要だということで理解をさせていただいてい

ると思いますけれども、あの事故があってから網

走市にある看板、点検をされたというようなこと

も伺ってはいたのですけれども、どのような状況

だったのかお伺いしたいというふうに思います。 

○高橋勉土木管理課長 御指摘のございましたす

看板落下事故を受けまして、国の通達に基づきま

して当市では平成27年度当初より看板などの道路

占用物件について占用者による日常の点検、ある

いは確認の徹底を指導してきております。 

 具体的には、占用物件の更新、これは５年ごと

がおおむね５年ごとの更新になりますが、それご

とに点検、確認の状況を書面で提出していただい

ております。 

 これとあわせまして、道路管理者としましても

通常の道路パトロールのときにおきまして随時、

状況等について確認を行っているところでござい

ます。 

○金兵智則委員 パトロールなどをしながら状況

確認しているということでしたけれども、では網

走では落下しそうな看板という言い方はおかしい

かもしれませんけれども、ちょっと危険だと思わ

れるような物や、古いあの看板、見た感じ古いな

というようなものもあるのかと思いますけれども、

その辺の把握というのはどうでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 そういったものの把握に

ついて十分かと言われれば、確かに市民からの通

報によりそういったものを発見する際もございま

す。 

 ですが、なかなかやはり道路を占用物件という

ことで、あくまでも個人の所有物と、それを道路

を許可して占用させているという部分なので、や

はり我々のパトロールの部分も当然のことながら、

やはり設置者、占用者がやはりこういった事故を

未然に防ぐという取り組みを、ああいった事故を

受けまして市のほうからもそういった連絡を密に
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取り合うですとか、いろいろな周知の仕方がござ

いますので、そういった部分で対応してまいりた

いと考えております。 

○金兵智則委員 あの事故があってから看板につ

いていろいろ取り上げられました。今、課長が

おっしゃられたとおり、個人所有物ですので何か

簡単に手を出せるものではないということもあり

まして、行政的には点検や補習の必要性というの

を啓発していくしかないと、今後そのように対応

していくということで、大変、難しいのかなとい

うふうに思いますけれども、今後の取り組みをき

ちっとやっていただきたいというふうに思います。  

 次に、教育についてお伺いしたいというふうに

思います。 

 来年度の公立小中学校の教員定数が決定しまし

て、全国的ではございますが学級数に基づく基礎

定数は4,000人減、学校現場の課題に応じて配置

する加配定数は525人減ということで新聞記事に

ございましたけれども、網走市ではどのような状

況なのかお伺いしたいというふうに思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 平成28年度北海道教

育委員会配置によります加配教員の状況でござい

ますが、削減された事業もございますが、今年度

よりも多い状況となる予定になっております。 

○金兵智則委員 今現在、現場の先生方、大変忙

しくて手が足りてないということで削減がなく多

くなるというような状況は安心するなというとこ

ろでございますけれども、それではこれまで教員

定数が進んできた中で、中学校において音楽、美

術、技術、家庭科、保健体育と言われる５教科の

教員がいなくなったために、免許外申請により免

許のない教科を掛け持ちで行っているという状況

が網走市にはあるかどうかお伺いしたいというふ

うに思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 免許外指導教員の実

態でございますが、平成27年度網走市内中学校に

おきましては、国語、数学、社会、理科、英語の

５教科での免許外指導は行われておりませんが、

美術、技術家庭科、保健体育の３教科におきまし

ては、市内５校において免許外指導が行われてお

ります。 

 学級数により教職員定数が決まっておりますこ

とから、国語や数学など５教科に教職員を配置す

ることによりまして、美術や技術家庭科、体育な

どにおいて教員が不足している実態となっており

ます。 

 網走市では現在、美術科において市内３校を巡

回する非常勤教員が配置され、免外指導の解消が

一部図られております。 

○金兵智則委員 人数的にはふえたということも

ありますけれども、中身について特別教科とでも

言うのでしょうか、の部分について足りない部分

もあるということで、美術についてはそのような

対応をとられているということを今、お伺いしま

したけれども、来年度になりますか、函館市でこ

の５教科の免許を持つ退職職員などを臨時職員と

して30名だったと思います、雇用することにしま

した。これは発想の転換といいますか、すごい考

え方だなというふうに私自身思ったのですけれど

も、学力の向上のために教員が本来の教科に指導

を集中する環境を整えるという面、それと掛け持

ちによる多忙化を少しでも改善するといった面、

二つの側面に対して効果がある方法だというふう

に私自身感じました。 

 網走市としても、今、掛け持ちがあるという状

況をお伺いしましたので、このような対応を今後

検討していくべきというふうに思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○伊井俊明学校教育部次長 網走市におきまして

は、全国学力学習状況調査の結果から、算数、数

学科において課題が見られるということから、数

学における習熟度別学習、少人数指導によるきめ

細かい指導をねらいとしまして、今年度より学習

支援員を配置しておりました。 

 現在のところ、函館市のような免許外指導教諭

の配置については考えていないところではござい

ますが、今後も算数、数学科における指導の充実

を図るということを目的としまして、学習支援員

については網走市スタイルということで推進して

まいりたいと考えております。 

 なお、中学校におけます免許外指導につきまし

ても教員の負担がふえるということにもつながり

ますので、免許外指導の解消につきまして加配教

員の配置も含めて引き続き学校の要望を酌み取り

ながら、北海道教育委員会に対し要望してまいり

たいと考えております。 

○金兵智則委員 網走市としては支援員を増加し

ながらということで、取り組みを行っているとい

うことでありましたけれども、このような取り組

み方、さまざまな角度があります。子供の学力向
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上という点に全てつながっていくのかなというふ

うに思いますので、さまざまな可能性は検討して

いただきたいというふうに思います。  

 続いて、子供の防災教育についてお伺いいたし

ます。 

 まず、予算書88ページにありました、子供安全

対策事業についてどのような内容なのかお伺いし

たいというふうに思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 子供の安全対策事業

にかかわります内容になりますが、子供の安全確

保に係る連絡会議の開催、こども110番の家のの

ぼりの作成、スクールガードリーダーの配置など、

地域や関係団体と連携した子供の安全確保の取り

組みを推進することを主な事業内容としておりま

す。 

○金兵智則委員 地域連携、大変重要なことだな

というふうに思います。 

 子供の防災教育というと、私自身、最初に思い

浮かんだのが避難訓練ということでした。 

 今現在の避難訓練、私のころとそんなに大きく

変わっていないのかなというふうに思いますけれ

ども、私のころは一番多かったのは給食室から火

事があって、校庭や体育館にみんなで逃げましょ

うというような避難訓練だったというふうに思い

ますけれども、今もそんなに変わりないのかなと

いうふうに思いますけれども、現在はどのように

なっているのかお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○伊井俊明学校教育部次長 火災による避難訓練

につきましては、委員お話しのとおり、現在、全

ての小中学校で実施しているところでございます。 

 また、全ての小中学校におきまして地震を想定

した避難訓練を実施しているところでありまして、

西小学校、東小学校、白鳥台小学校、第四中学校、

第五中学校の５校におきましては津波を想定した

避難訓練も実施をしております。 

 各学校におきましては、地震や津波、火災など

を想定しまして危機管理マニュアルを作成してお

ります。  

 また、不審者に対応することを目的とした防犯

教室を行っているという学校もございます。 

○金兵智則委員 さまざまな取り組みが行われて

いるのだなというふうに思います。時代の流れ、

東日本大震災ということもあったのかというふう

に思いますけれども、いろいろな取り組みが多く

行われているということはわかりました。 

 火災の避難訓練は全ての学校で行われていると

いうことだったと思いますけれども、避難訓練は

先生の指示を守り、勝手な行動をしないといった

ことからも、それはそれで僕は必要なのだという

ふうに思います。 

 しかしながら、災害というのはいつ起こるかわ

からないというものでもあります。 

 例えば、登下校時間や、放課後時間など、大人

がそばにいない時期、時間帯というのも結構ある

というふうに思います。 

 例えば、登下校のときに地震があったら、ブ

ロック塀や自動販売機のそばにいると倒れてくる

可能性もあります。電柱や看板が襲ってくるとい

うこともあるかもしれません。 

 もし、知識があれば危険な場所から離れるなど

の対応を子供たちができるというふうに思います。

そのためには、防災教育というものがより必要だ

というふうに思っておりますが、いかがでしょう

か。 

○伊井俊明学校教育部次長 市内の小中学校にお

きましては、避難訓練のほかにも特別活動の時間

において北海道教育委員会が作成した資料、防災

啓発資料の「学んＤＥ防災」という資料がござい

ます。また、安全教育実践事例集というものが活

用されて、みずからの命を守るための安全教育が

行われていると認識しております。 

 ただ、学校によってそれらの活用に差が見られ

ますことから、引き続き安全教育の充実につきま

しては、指導してまいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 やはり防災教育というのは知識

をふやしてくる、学習していくしか子供たち経験、

防災の経験をさせるということはできませんので、

学習させていくということしかないのかなという

ふうに思いますので、積極的な対応をお願いした

いというふうに思います。 

 続きまして、子供の健康管理についてお伺いし

たいというふうに思います。 

 先日の新聞報道で、2015年度、道内で肥満傾向

の子供の割合が５歳から17歳の全ての年齢で全国

平均を上回ったという記事が掲載されておりまし

た。 

 全年齢が全国平均を超えたのは２年連続とのこ

とでありましたが、高どまりとなっていた道内男

子の肥満傾向は改善が進んだようということも書
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いてありました。 

 それを踏まえまして、網走市の状況把握されて

いる範囲で教えていただきたいというふうに思い

ます。 

○伊井俊明学校教育部次長 今年度実施しました

全国体力運動能力運動習慣等調査の結果から、小

学校５年生の男女、中学校２年生の男女について

把握をしております。 

 網走市の子供たちにつきましては、身長、体重

とも全国を上回りまして、体格がよいといいます。

しかし、全国に比べて肥満傾向が高いという部分

につきましては、北海道と同様な結果というふう

に押さえております。 

○金兵智則委員 網走も北海道のデータとは余り

大きくは変わらないということだというふうに理

解をします。 

 北海道は、冬に雪が降るために、冬に運動、ス

ポーツをする機会が減るというようなことも言わ

れて肥満になりやすいといったようなことも言わ

れますけれども、今後、これの改善に向けた取り

組みについてどのようなお考えがあるかお伺いし

たいというふうに思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 子供たちの肥満解消、

また健康管理にかかわりましては、代表質問のと

きにも御説明いたしました生活リズムチェック

シートの活用など、家庭との連携を図ること、朝

ご飯をしっかり食べてくる習慣をつけること、適

度な睡眠の確保など、規則正しい生活が送られる

よう家庭に啓発をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、各学校におきましては、１日の運動時間

をふやすということを目的にしました、１校１実

践の取り組みの充実を図ってまいりたいと考えて

おります。 

○金兵智則委員 学校で全てができるわけではな

いので、やはり家庭との連携というのは十分必要

だというふうに思いますので、取り組み進めてい

ただきたいというふうに思います。 

 もう１点、その新聞記事の中で視力の低下も進

んでいるということがありました。幼稚園から高

校生まで、裸眼視力が1.0未満の子供は増加傾向

で、特に小学生の場合は30.97％、３割の小学生

が1.0未満だと、過去最悪となったことが学校保

健統計調査でわかったそうであります。 

 現代は、パソコンやスマートフォン、テレビ

ゲームなど、近くを見る機会がふえたことが関係

しているというふうに言われておりますが、市の

現状と対策についてお伺いしたいというふうに思

います。 

○伊井俊明学校教育部次長 網走市の子供たちの

視力の低下の状況については現在、把握をしてい

ないところでございますが、全国学力学習状況調

査結果、また全国体力運動能力調査結果から網走

市の子供たちのテレビの視聴時間、またゲームを

する時間が全国に比べて長い傾向にあります。 

 今後、保護者の協力を得ながら、先ほど御説明

しました生活リズムチェックシートの活用により、

ゲームの時間、またテレビの時間を減らすこと、

またノーゲームデーの設定などをお願いしながら、

視力も含めて健康管理についてお願いしてまいり

たいと考えております。 

○金兵智則委員 学力、体力の向上に向けても必

要なことだというふうに思いますし、ノーゲーム

デーというのも、家庭の協力があってこそなのだ

というふうに思いますので、私自身もノーゲーム

デー早速やってみたいというふうに思います。 

 最後に、スポーツ振興事業の中から幾つかの事

業について伺いたいというふうに思います。 

 初めに、スポーツ少年団活動支援事業について

お伺いします。 

 先ほども質問がありましたので、重複しない部

分で質問したいというふうに思いますけれども、

予算額300万円というふうになっておりますが、

この予算の根拠、回数など、もし想定があると思

いますので、御説明いただきたいというふうに思

います。 

○岩本博隆スポーツ課長 今回、スポーツ少年団

活動支援事業300万円を計上させていただいてお

ります。 

 この数字の根拠でありますが、主なスポーツ少

年団加盟団体に聞き取りを行いまして、過去３年

間の全道大会の交通費を調査いたしました。 

 そこで、算出した金額が300万円ということで

すが、件数というふうにおっしゃられましたが、

平成24年度では９件、これ件数だけではなく人数

によってはかなり金額が違いますので、一概には

件数イコール金額が高いということは言えないの

ですが、平成25年度は８件、平成26年度も８件と

いう形になっておりまして、多少これに漏れもあ

るだろうということで、そこのプラスアルファー
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考えて300万円ということで計上させていただい

ております。 

○金兵智則委員 過去３年間のデータから300万

ということで設定されたということだというふう

に思います。 

 私の友人でもサッカーをさせている親御さんが

いまして、毎週のようにどこか、ここか、大会で

はないにせよ遠征、練習試合のためと言いながら

全道各地回られて大変だということになります。 

 また、この予算額300万円となっておりますけ

れども、もしこれがオーバーした場合というのは

少年団のスポーツが大変優秀な成績を収めたとい

うこともありますので、予算額をオーバーした場

合には、それなりの対応をとっていただきたいと

いうふうに思いますけれども、それについて今の

段階から質問するのはどうかと思いますけれども、

補正を組んでいてもやっていただきたいというふ

うに思いますので、それは要望という形にさせて

いただきたいというふうに思います。 

 次に、市民駅伝開催補助金についてお伺いいた

します。 

 予算額160万円ということで、これも私自身、

初めて予算書への記載があったというふうに思う

のですけれども、現状、そのような認識で間違い

がなかったかお伺いしたいというふうに思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 従来、補助金というこ

とで80万円を支出しております。 

○金兵智則委員 昨年度まで多分、これ明記はな

かったと思うので、何かの事業の中で行われてい

たのかというふうに理解させていただきますけれ

ども、これ80万円から160万円に増額になった理

由というのをお示しいただければと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 市民駅伝につきまして

は、網走市体育協会等が主催をして、長い間やっ

ている大会であります。 

 先ほども申し上げましたとおり、従来80万円の

補助金を支出しておりましたが、参加チームが倍

以上になったこと、さらにバス代がおととしから

高騰したこと、それに伴いまして今回、さらに80

万円かかりました160万円を大会運営費として支

援してまいりたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 毎年チーム数がふえていってい

るという状況は、私も議員になってから毎年参加

させていただいておりますので、理解はさせてい

ただきたいというふうに思います。  

 次に、スポーツ合宿についてお伺いさせていた

だきます。  

 代表質問でも川原田委員のほうにしていただき

ましたけれども、せっかく合宿に来ていだたける

のですから、子供たちとの交流を図り、部活など

へつなげていくような取り組みがあってもいいの

ではないかという趣旨の質問でしたけれども、答

弁ではチームは強化を目的に来ているので、負担

がかからないように心がけているということと、

申し出があった場合は受け入れているという内容

だったというふうに理解をさせていただきます。 

 交流の取り組みというのは、チーム関係者の協

力があってのことなので、もちろん無理にとは言

えないというということは私自身も理解をさせて

いただいておりますけれども、ラグビーに関して

言えば、昨年のワールドカップから一種のブーム

といったような状況となりました。 

 これを機に、管内にあるラグビー少年団では入

団希望者が増加したということだということであ

ります。 

 網走市もタグラグビーらに興味を持つ子供がふ

えているという話も伺っております。 

 私自身は、本当に今がチャンスなのではないか

なというふうに思っております。女子サッカーの

なでしこジャパンがブームになったとき、選手た

ちはブームをブームで終わらせるのではなく、文

化として根づかせたいというようなこともおっ

しゃっておりました。 

 この機会を逃すことなく、少しでも競技人口や

興味関心をふやすために合宿に来ていただけてい

るチームの方々と相談した上で、何か交流の取り

組みを少しでもふやすことができないかというこ

とで取り組んでいただきたいというふうに思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 ラグビーが昨年のワー

ルドカップで３勝を上げてということで、非常に

注目を集めております。 

 当市といたしましては、2003年から網走ラグ

ビーフェスティバルを開催し、トップチームの試

合を間近で見られるということで、毎年多くの観

客に来ていただいております。 

 さらに、トップチーム、２チームの御協力によ

りまして、このラグビーフェスティバルの前にタ

グラグビー教室を開催して、非常に好評を得てお

ります。 
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 今、委員からありましたように、非常にタグラ

グビーが盛んだということで、そこはチームのほ

うも大変喜んでおりますし、受講された子供さん

も非常に喜んでいるという状況にあります。 

 今年度のラグビーフェスティバルにつきまして

は、加速化交付金を活用しまして、オホーツクラ

グビーフェスティバルとして７月30日に開催予定

をしております。 

 トップチームの強化やレフリーの技術向上はも

とより、ＰＲの充実、来場者へのサービス等も考

えておりますので、より充実したイベントとして

まいりたいと考えております。 

○金兵智則委員 何か一つずつでも構いません。

やはりこの交流というのをふやしていくというこ

とがラグビーのブームでなく、継続的な人気を押

上げいくのかなと、それに網走市も合宿を受け入

れている市町村、自治体として取り組んでいって

はいいのではないかなというふうに思います。 

 今まで行われてきたラグビー合宿の成果が評価

されたのだと思いますけれども、リオデジャネイ

ロオリンピックに出場する７人制ラグビーの男子

日本代表が来年度、網走で合宿することが決定し

たという、大変喜ばしいニュースがありましたし、

新聞記事の中には練習の公開も前向きに検討中と

いうことだったので、今から楽しみにしている

ファンも多いのかなというふうに思います。 

 １点、お伺いしたいというふうに思いますが、

先日決まったばかりでしたので、もちろん来年度

予算にはそのための予算と計上されていないとい

うふうに思うのですが、その他必要となる経費な

どは発生しないのかお伺いしたいというふうに思

います。 

○岩本博隆スポーツ課長 ７人制ラグビー男子日

本代表は、昨年11月にリオデジャネイロのオリン

ピックの出場権を獲得し、その後、当市も合宿に

ついて誘致をしてまいりました。 

 先日、正式に当市の合宿を６月初旬にいただけ

るということで決定したところであります。 

 決定したばかりということで、今後、詳細につ

いては協議してまいります。予算面につきまして

も、今後の協議となることから、場合によっては

補正も視野に入れて受け入れを万全に行いたいと

いうふうに考えております。 

○金兵智則委員 予算もかかることですので、ど

んどんやってくださいとはちょっと申し上げられ

ませんけれども、その先もあります。先につなげ

るためにも対応はしっかりしていただきたいとい

うふうに思います。 

 また、その先の話でありますけれども、2019年

のラグビーワールドカップの合宿についてはまだ

交渉ができない状況というのは代表質問の答弁で

理解をさせていただいたところですが、2020年東

京オリンピック、パラリンピックの誘致に関して

は、ホストタウン構想の１次登録に決定するなど

順調に進んでいると私自身も思っていたところな

のですが、先日、テレビを拝見していたところ、

横浜市と川崎市がイギリス代表と、東京都世田谷

区ではアメリカ代表と、そのほかにもスウェーデ

ン、スリランカ、モンゴルなどが各自治体とキャ

ンプ地と合意しているというニュースを拝見させ

ていただきました。 

 これは一体どういうことなのかなという疑問が

湧いたのもちろん、網走市はきちっと進めている

ということを理解した上で、大丈夫なのだろうか

という心配も、不安も出てまいりました。現状、

どのようになっているのかお伺いしたいというふ

うに思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 東京オリンピック、パ

ラリンピックの合宿誘致についてですが、今おっ

しゃられたとおり報道等で既に決定している自治

体があるということは把握しております。 

 過去に、その自治体で合宿の経験があり、その

町と強いつながりがある自治体が既に決定してい

るようです。 

 先日の代表質問で教育長より答弁しております

が、東京オリンピック、パラリンピックにつきま

しては、リオデジャネイロオリンピック終了後に、

その各競技団体の強化委員会が新たに編成され、

そこが東京オリンピック、パラリンピックの合宿

地を決定することになっております。 

 新体制後、誘致活動を進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○金兵智則委員 その答弁も理解させていただい

た上で、ちょっと質問させていただいているつも

りでおりました。 

 決しておくれているというわけではないという

ことでよかったでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 繰り返しになりますが、

リオのオリンピックがまだ終わっていないと、さ

らに東京オリンピックの出場決定というところも
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仮に東京オリンピックへの出場権を得たら、その

町で合宿をするというふうに把握をしております。 

 かなり先に進んでいるというところは、ちょっ

と私たちもプレッシャーがかかるところでありま

すが、今までの経験なり、人脈を生かして、出お

くれないように頑張っていきたいというふうに考

えております。 

○金兵智則委員 ぜひとも頑張っていただきたい

というふうに思います。 

 最後にもう１点、大きな国際大会の一つに知的

障がい者によるスペシャルオリンピックスという

ものがあります。 

 夏季大会でありますけれども、前回は2015年に

アメリカロサンゼルスで行われ、次回、2019年に

向けて東京が立候補申請をしたということがこの

間、ニュースで流れておりました。網走市も日体

大特別支援高校が再来年度には開校し、スペシャ

ルオリンピックスを目指す生徒が出てくるという

ことになると思います。 

 網走市としても、スペシャルオリンピックスに

対して、何らかの取り組みを行っていくのかなと

いう認識でおりますけれども、現在、どのような

情報収集を行っていて、どのような方向性で進ん

でいくのかお示しいただきたいというふうに思い

ます。 

○岩本博隆スポーツ課長 スペシャルオリンピッ

クスにつきましては、障がいを持たれている方の

スポーツ大会だというふうに把握しております。 

 平成26年、福岡市で全国大会が開催されまして、

スポーツ課からも視察に伺ったところであります。 

 開催につきましては、スポーツ施設の規模がか

なり大きいということ、さらにボランティアの方

がほぼマンツーマンに等しい形で選手についてい

るということがありまして、その辺のサポートが

非常に重要ですよというふうに伺っております。 

 今後、開催に向けてでありますけれども、福祉

部、今おっしゃられました日体大支援学校、協議

をしながら開催について研究してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○金兵智則委員 終わります。 

○平賀貴幸委員長 ここで、昼食のため休憩いた

します。 

 再開は、午後１時といたします。 

午後０時03分休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。 

古都委員。 

○古都宣裕委員 早速、質問に入らせていただき

ます。 

 予算書80ページ、河川管理事業についてお伺い

いたします。 

 まず、この中の樋門管理事業についてお伺いい

たします。 

 この樋門管理なのですけれども、各所に網走湖

などあると思うのですけれども、誰がどのように

管理していて、そのルール運用等はどうなってい

るのか、まず質問いたします。 

○高橋勉土木管理課長 樋門管理事業の関係でご

ざいますが、現在、北海道の管理している２級河

川の42基の樋門樋管管理を当市が受託しておりま

す。ちなみに、２級河川の河川数は４河川でござ

います。  

 この42基の樋門樋管につきましては、北海道の

承諾を得まして19名の地域に居住する個人に網走

市から再委託しているところでございます。 

 管理受託している内容につきましては、取水時

の門扉の開閉、あるいは障害物の除去、草刈り等

が主なものでございまして、４月及び７月から10

月の毎月１回、計５回の定期報告を行う内容と

なってございます。 

○古都宣裕委員 その際においてルール等、何か

決められたことというのはないでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 樋門管理のルールといい

ますと、管理の規定みたいなものはございますが、

とりわけ本来的には北海道の管理する２級河川に

付属している樋門でございますので、管理を行う

上での指針といいますか、こういう管理をしてく

ださいというような手引きみたいなものがござい

ますが、とりわけ運用のルールというものは特別

存在していないと認識しているところでございま

す。 

○古都宣裕委員 昨年のように仮に大雨等が来た

場合、樋門の管理等も大変になってくる場合もあ

るだろうと想定されます。 

 とりわけ、今のところ事故等はないとは認識し

ているのですけれども、何かあったときに樋門の

管理、開け閉めもでき得ないような状態、また個
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人自体が避難しなければいけない状態になった場

合、そのようなときはどのような対応をされるの

でしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 御質問の中身ですが、北

海道より管理受託者の網走市、あるいは再委託先

の個人に対して樋門樋管の管理に関する要領、こ

れに基づいて管理を行ってくださいというものが

北海道において作成され、網走市、あるいは個人

に配付されておりますが、その中でとりわけ今、

委員御指摘の大雨、あるいは想定されます部分で

は津波の関係などもございますが、そういった危

険が想定されるような場合については樋門操作等

をしている場合でも、まず避難することを優先し

てくださいといような部分が、この樋門樋管の管

理に関する要領の中には記載されております。 

○古都宣裕委員 理解いたしました。 

 まず、樋門の開け閉めの部分も重要なのですけ

れども、やはり管理している個人たちの安全の優

先ということが優先されていることで認識いたし

ました。  

 その中で、河川管理事業ということで、平成27

年度より約1,000万円ほど増額しているのですけ

れども、この整備の内容、増額内容として昨年、

物すごい大雨の中で河川のへりといいますか、各

所で倒木等もあった中で、これ以上またことしも

同じような大雨があったりした場合、倒木がつ

まってしまったりという部分の予測もされる中な

のですけれども、そういった処理に充てられる費

用なのか、もしくはまた、そういった処理に充て

られるのであれば、全部行けるような予算なのか、

それとも順次行っていくような予算でどこが今回

は対象箇所になっているかという部分までお答え

いただきたいと思います。 

○高橋勉土木管理課長 河川整備事業の御質問で

ございますが、28年度のこの事業におきましては、

実施予定の河川は年次的に実施してきております

オビオショップ川、第２小沢川、ピットカリ川の

河川改修、これと河川内に堆積した土砂等のしゅ

んせつを行うことが主なものとなっております。 

 近年、御指摘のとおり大雨等により河川に隣接

する土地などから流出した土砂などが河川内に堆

積し、あるいは御指摘の流木などが河川に堆積し

ているというような状況がございますが、こう

いったものが河川断面を小さくすることによって、

河川の氾濫が危惧されているところで、本年度に

つきましては御指摘の1,000万円程度の増額につ

いては、この土砂しゅんせつに充てる部分、予算

を拡充し対応を予定しているところでございます。 

 28年度の予定箇所という部分での御指摘でござ

いますが、土砂あるいは流木の除去につきまして

は、現在のところ能取、卯原内地区などの河川を

予定してございますが、今後の融雪期の状況、あ

るいは夏場の大雨の状況から、優先度あるいは危

険度など考慮しながら柔軟に地域の住民生活に支

障のないように対応してまいりたいと考えている

ところです。 

○古都宣裕委員 事業内容等、理解させていただ

きます。 

 また、やはり市内でも住宅地隣接しているよう

なところにもあったり、またその上流のほう見た

ら倒木がひどいところもあったりするものですか

ら、そういった部分も考慮しながら、またことし

の状況も見ながら進めていっていただきたいと思

います。 

 次に入ります。次、１ページめくりまして82

ページの港湾管理運営事業についてお伺いいたし

ます。 

 まず、この中のみなと観光交流センター管理運

営事業なのですけれども、これは昨年と同様の予

算なのですけれども、昨年が増額されていまして、

それが修繕ということで増額していたと認識して

いるのですけれども、昨年と同様に予算がついて

いるということは修繕が何年間かかかるというこ

とだと思うのですけれども、それが何年計画で、

どんな修繕を今後行っていくのかという部分を御

説明いただきたいと思います。 

○清杉利明港湾課長 みなと観光交流センターの

修繕計画についての御質問かと思いますけれども、

具体的な計画というのは策定しておりませんけれ

ども、現在、照明のＬＥＤ化のほうを進めており

まして、その修繕費として計画的に予算を計上し

ているところでございますけれども、期間としま

しては５年程度を見込んでおります。 

 また、そのほかにも平成27年度におきましては

駐車場や歩道部分のラインの引き直し等を行って

おります。 

 今後も指定管理者やテナントのほうから要望を

把握しながら、優先度の高いものから計画的に修

繕をしていきたいというふうに考えております。 

○古都宣裕委員 具体的にはないという、今おっ
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しゃる形だったのですけれども、平成27年度から

５年程度だという話だと思うのですけれども、こ

としについてはＬＥＤ化、今後、何か予定とかや

るような箇所というのは何か、現時点では決まっ

ていないということでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 具体的には毎年、指定管理

者及びテナントのほうから要望等を情報収集しま

して、その中で予算の範囲内で修繕をしている状

況でございまして、ＬＥＤ化のほうにつきまして

も５年程度かけて部分的に修繕をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○古都宣裕委員 ＬＥＤ化も５年かかって、分割

して部分的にやっていくのだということで理解さ

せていだきました。 

 いろいろな観光客が集う地域で情報発信基地で

もあると思うので、その辺の整備もしっかりしな

がら管理体制もしっかりとっていただきたいなと

思います。 

 また、その下の客船誘致受け入れ事業とあるの

ですけれども、これに関連してポートセールスに

ついてちょっと伺いたいなと思います。 

 いろいろな新聞等でもあると思うのですけれど

も、昨年の網走の出入港数９隻ということで、予

算というか、貿易額にしては４億6,800万円とい

うことだったのですけれども、関税法から見ると

港としての維持が年5,000万円以上、出入港隻数

は11隻以上とあるものですから、貿易額は大幅に

コークスの受け入れ等があったため４億800万円

上乗せされて6,000万円だったのが大きく上乗せ

できてよかったなと思うのですけれども、出入港

数については９隻で、それから見るともしコーク

ス等がロシア、インドネシアのコークス、石炭の

やつがなかったらちょっと金額的にも危なかった

のかなと思います。 

 そこから考えるとポートセールスが今後、重要

になってくると思うのですけれども、代表質問等

でもポートセールスの中での、ポートセールスを

充実していくというような答弁があったと思うの

ですけれども、客船受け入れということでその部

分わかるのですけれども、貨物のほうの受け入れ

等に対してのポートセールスの状況がよくわから

ないので、客船とあわせて御答弁いただきたいと

思います。 

○清杉利明港湾課長 ポートセールスの状況につ

いてでございますけれども、このポートセールス

につきましては、網走港の利用促進のために実施

しているものでございまして、客船会社及び貨物

取り扱い会社等に訪問している状況でございます

けれども、客船会社等につきましては、商談会へ

の参加を含めまして10社程度、平成27年度におき

まして訪問しているほか、貨物関連会社等につき

ましても船舶代理店等からの情報収集含めまして、

貨物取り扱い会社や貿易商社などを訪問している

状況でございます。 

 貿易額につきましては、外国、特にロシアの情

勢等なども影響することから、即効的な対策とい

うのはなかなか難しい面がございますけれども、

今後も引き続き、物流関係者からの情報収集や利

用促進にかかわる部分でポートセールスに努める

とともに、観光につながる客船の誘致につきまし

ても積極的に取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

○古都宣裕委員 もともとロシアからのカニの積

み卸し等で物すごい需用があったと思うのですけ

れども、御存じのとおり情勢の変化によってロシ

アのカニ船が来なくなったりということがだんだ

ん減っている、そして昨年はなくなってしまった

という部分も含めて、大変私は危機感を抱いてお

ります。 

 飛鳥などの豪華客船等が来て、網走をにぎわす

こともあって、それは観光にもつながって大変い

いことだと思うのですけれども、それ以上にこの

観光云々以前に港の機能としての維持がもし法律

上できなくなってしまったら、そういったことも

できないという部分もあるので、しっかりとその

ポートセールスの方向性というのを示していただ

きたいのですけれども、何か今後、また見通し含

めてありましたらお示しください。 

○清杉利明港湾課長 なかなか新規の貨物取り扱

いにつきましては、なかなか難しい面はございま

すけれども、引き続き情報収集に努めまして、何

らかの可能性があるところが出てきましたときに

は、積極的にポートセールスに努めてまいりたい

というふうに考えております。 

○古都宣裕委員 この中でも本当に重要になって

くると思うのですけれども、この港機能の維持が

できなくなる状況になりつつあるということは大

変、非常に危機感を抱くのですけれども、今後、

もしこれの税関法を維持できなくなった場合、網

走として港の機能というのは当市でどのように
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なっていくのか、もしくはすぐだめになってしま

うのか、何年間かは様子見られる期間があるとい

う猶予期間もあるのか含めてお願いいたします。 

○清杉利明港湾課長 まず、開港条件なのですけ

れども、一応、関税法によりますと開港の条件と

しましては年、外国、貿易、貨物額が5,000万円、

それから入出港の回数でございますけれども、入

出港で11隻超ですね。ですので、実質12回です。

入港と出港でカウントしますので、実質的には６

隻の入出港があればダブルカウントしますので12

隻となりますことから、その部分は維持するよう

に努めてまいりたいというふうに考えております

けれども、石炭の輸入につきましては今後も製糖

会社のほうから長期的に使用するというふうには

聞いておりますので、その部分におきましては継

続的に貿易額としてはカウントされるのかなとい

うふうには考えております。 

 ことしの実績でございますけれども、貿易貨物

船の入港としましては９隻でございまして、入出

港におきましては18隻というふうになっておりま

す。 

 また、貿易額につきましては４億6,812万9,000

円となっているところでございます。 

○古都宣裕委員 状況と見通しについては理解い

たしました。  

 しかしながら、その製糖工場にしてもＴＰＰ等

を勘案すると決して楽観視できる状況ではないと

思います。 

 そういったことも注視しながら、しっかりと港

湾の維持に努めていただきたいと思います。 

 次に、90ページ、小学校特別支援学級タブレッ

トパソコン整備事業についてお伺いいたします。 

 今後、小学校の特別支援学校にタブレットパソ

コンを入れるという部分に当たって、特別支援学

級の先生たちからの要望という話もいろいろ聞い

ているのですけれども、何台をどのように整備し

ていくのか、細かいところについてお伺いいたし

ます。 

○林幸一管理課長 タブレットパソコンの導入台

数につきましては、各学校特別支援学級の最大児

童数分プラス教師分１台を整備することとし、整

備する台数は40台となります。 

 また、アプリによる授業支援、インターネット

を利用した調べ学習はメインとなりますことから、

特別支援学級26教室の無線ＬＡＮを整備するとと

もに、パソコンの保管庫を整備いたします。 

○古都宣裕委員 この40台に対して、先生と生徒

が使うものが一緒の大きさのものなのか、また小

学校ということで、これが遊び道具になってしま

わないかという危惧の声も聞かれるところなので

すけれども、また、タブレットパソコンによって

発達障がいの方によく見られる兆候ということで

視覚的優位性と聴覚的優位性という部分で、視覚

的優位性には物すごくよく働くのではないだろう

かと言われている部分なのですけれども、それに

対してどのような管理を行うのかという部分につ

いてお伺いいたします。 

○林幸一管理課長 特別支援におけますタブレッ

トの有効性といたしまして、アプリによる機能拡

張が容易なため、特別な指導が必要な児童たちの

実態に合った端末、教材としてカスタマアイズし

て使用が可能であること、また、児童が関心を持

ちやすく、授業への集中力の時間が長くなるなど

の効果が期待できるということで意見をいただい

ているところであります。 

 コミュニケーションに困難がある児童に対する

ソーシャルスキルトレーニングとしてカメラや

ムービー機能を使って実際の場面を撮り、自分の

姿を画面で見ることで客観的に捉え、考えさせる

ことができる、また、読み書きが困難な児童に対

して指で書く、触れるという簡単な操作で視覚的

にもわかりやすく、児童の発達段階に応じて学ば

せることができるなどの効果が期待できると考え

ているところでありまして、タブレットパソコン

管理につきましては担当の教職員が保管庫で管理

をするということになります。 

○古都宣裕委員 内容について理解させていただ

きます。 

 また、今後、もし生徒が増加傾向にあることか

らも、そういった児童がふえるときにはこちらも

拡充するような形で、追加でふやすような考えで

いらっしゃるのでしょうか。 

○林幸一管理課長 タブレットパソコンの整備に

つきましては、学級数の最大人数ということで考

えておりまして、学級がふえるということになれ

ば拡充を考えていくということになろうかと思い

ます。 

○古都宣裕委員 児童数に合った形でしっかりと

整備していっていただきたいなと思います。 

 次に入ります。次は、94ページ、オホーツク文



 

－ 175 － 

化交流センター活動振興事業の中のオホーツク文

化交流センター芸術文化事業についてお伺いしま

す。 

 この中はもう、詳細の中で市民選定によるとい

う部分があったのですけれども、その中でもし事

業内容が詳しく決まっているものがあれば、また

具体的に上がっているものがあればどういったも

のになっていっているのか、どういった話の方向

で進んでいるのかということについてお伺いいた

します。 

○吉村学社会教育課長 オホーツク文化交流セン

ター芸術文化事業の市民企画提案等事業について

の御質問でございますけれども、オホーツク文化

交流センターの芸術文化事業につきましては、よ

りすぐれた芸術文化の鑑賞機会の提供や芸術文化

の拠点づくりに寄与するとともに、子供たちが芸

術文化のすばらしさに触れ、夢を持って生きるこ

との大切さを学ぶ機会を創出する目的で事業を行

うこととしております。 

 大きく分けて市民企画と提案事業と沢則行氏の

オホーツク文化を題材とした創作人形劇公演の中

学生無料招待事業、ふるさと網走子ども夢育事業

の二つになっております。 

 そのうち、市民企画提案等事業につきましては、

市民に公募を行いまして、応募団体は文化連盟等

の有識者によります選考委員会において企画提案

内容の説明をしていただき、有識者の選考委員会

の中でその企画提案についての評価、意見をいた

だきまして、最終的に市のほうで予算やジャンル

のバランスなどを勘案して、最終的に選定をする

ような運びとなっております。 

 27年度の募集内容、つまり28年度に事業を行う

部分の選考につきましては、２件の企画提案が１

月までに市民の団体からいただいたものでござい

ます。 

 ジャンルはジャズと伝統芸能ということで、こ

れまでに２回にわたりまして選考委員会が開催さ

れて、協議を行い、市のほうにその評価と意見が

届いているところでございます。 

 この後、３月中に選考委員会の評価、意見を踏

まえて市のほうで予算、ジャンルなど検討しなが

らこの２件について最終的に芸術文化事業として

選定するかを決定していく運びとなっているとこ

ろでございます。 

○古都宣裕委員 今、伝統芸能とジャズで２件上

がっているという話だったのですけれども、これ

２件ともやる可能性もあるし、もしかしたらどち

らか１件になる可能性もあるということの理解で

よろしいですか。 

○吉村学社会教育課長 選考委員会の評価等もご

ざいますので、２件とも実行できるかどうかは今

のところ未定ということで、御理解いただきたい

と思います。 

○古都宣裕委員 いろいろな文化に触れることは

大変いいと思いますので、ただ、２件の中でどう

なるかという予算配分もあるでしょうし、また今

後、それに続いて来年以降もどうなっていくのか

という部分もあると思うので、しっかりと注視し

ていきたいということで、次の質問のほうに移り

ます。 

 美術館振興事業についてお伺いいたします。 

 ことしはピカソの誘致という部分もありまして、

また信金さんの助成もあった上で無料でというこ

とで、大変にぎわいを見せている美術館ではあり

ますけれども、以前より私はトリックアートを呼

んではどうかという話をしては、北見に先行され

てしまったりという部分もありながら、やはりそ

ういったネームバリューがあるものがあれば人が

来るというのが今回、目に見えてわかったと思う

のですけれども、今後、そういった企画展示の中

でそういったネームバリュー、もしくは見せ方の

工夫によって人を集める、また児童、子供たちに

興味を持ってもらうような工夫というのはどのよ

うに考えていらっしゃるのでしょうか。 

○古道谷朝生美術館長 ここの美術館の企画展示

でございますけれども、予算の範囲内ではござい

ますが一般の鑑賞者にアピールできるメジャーな

作家の企画展も視野に入れるように努めてまいり

ます。 

 また、親子で楽しめ、同時にすぐれた作品を体

感できる企画も模索してまいります。 

○古都宣裕委員 網走の美術館で持っている収蔵

品を見ていただくことも大変、大切なのですけれ

ども、それにつながるように平時からいろいろな

方に足を運んでいただけるように、また美術館の

存在をもっとアピールできるように今後も、今回

のピカソのような、そういった企画展示を頑張っ

ていただきたいなと、また美術品の移送というの

も大変難しいのも存じておりますので、そういっ

た部分も勘案しながら、せめて毎年できなくても
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何か節目にはやってみたりといった部分で考えて

いただきたいなと思います。 

 次に、最後なのですけれども、98ページ、ス

キー場管理運営事業についてお伺いいたします。 

 まず、毎年伺っているのですけれども、今回の

利用状況についてお伺いいたします。総利用人数、

今のところの利用人数と、またその中でのスノー

ボードの利用人数を大まかで構いませんのでお示

しください。 

○岩本博隆スポーツ課長 スキー場におけるスノ

ボの利用率でありますが、昨年度、スキー場のリ

フトの利用者数は13万7,450人であります。例年

より少ない利用数となっております。 

 例年ですと16万人ほど利用しておりますが、昨

年、土曜日曜続けて荒れた天候になったというこ

とが少ない要因となっております。 

 スノーボードの利用率でありますが、全体の

35.2％、４万8,400人ほどの利用をいただいたと

ころでございます。 

○古都宣裕委員 ４万8,000人ということで、た

しか昨年も16万人ほどの中で４万人ぐらいだった

と記憶しているのですけれども、その中でやはり

スノーボードの利用者というのがだんだん若者に

人気があることからも増加傾向にある、また近隣

の東京農大の学生さんも内地から来て、頻繁にレ

ジャーの一つとして取り組んで遊んでいるという

部分もあることからも、だんだん利用率が上がっ

ていることが目に見えてわかるのですけれども、

ことしレークビュースキー場のほうでキッカー、

いわゆるジャンプ台が設置されたと伺っているの

ですけれども、その中でやはりスポーツというの

はどうしてもけがとかつきもので、その前提の上

で安全に遊ぶというのが大前提だと思うのですけ

れども、それで大変人気を博しているという部分

もあるのですけれども、今後、そういった部分を

拡充していく、そういった要望も届いている聞い

ていることからも、どのようにスキー場の決めら

れたコースの中で遊びの部分をふやしていくか、

また利用率を上げていくかということが大切に

なってくると思うのですけれども、何かお考え等

があればお示しください。 

○岩本博隆スポーツ課長 スノーボードのキッ

カー、ジャンプ台の設置でありますが、今年度、

愛好者からジャンプ台の設置につきまして要望が

ございました。 

 指定管理者との協議をし、安全面等考慮すると

いうことを条件に、愛好者がジャンプ台をつくり、

御利用をいただいたところであります。 

 今後も安全面、一般の利用者のことも考慮し、

愛好者からのニーズには対応していきたいという

ふうに考えております。 

○古都宣裕委員 最後になりますけれども、ス

キー場も冬季スポーツの一つの重要な要素であり

ます。上にもスポーツ少年団活動支援事業という

ふうにありますけれども、ことしは特に雪が少な

くて、網走にもスキーやスノーボードの活発な少

年少女たちが活動していると思いますけれども、

なかなか練習できないと、親御さんたちの声から

も練習行くためだけに結構、遠方まで遠征しなけ

ればいけない、そういった声もあります。 

 なかなか予算上、降雪機等も難しいかもしれま

せんが、やはりスポーツに取り組む網走市として

オリンピック等に出られるような選手を出すのが、

ある意味一つの夢であると思いますから、今後も

そういった声も注視しながら、いかに長くスキー

場を開けられるか、早目に開けて、長くやって練

習環境を確保できるかという部分も大切になって

くると思うので、その辺もお願いいたします。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○平賀貴幸委員長 永本委員。 

○永本浩子委員 それではまず、82ページの、先

ほど古都委員のほうからも少し質問がありました

けれども、客船の誘致受け入れ事業についてお聞

きしたいと思います。 

 まず、ことしの入港状況はどのようになってお

りますでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 平成28年度の客船入港予定

でございますけれども、国内の客船会社運行の２

隻、回数としては合計で３回の予定でございまし

て、飛鳥Ⅱが６月と７月、それからぱしふぃっく

びーなすのほうが９月に入港する予定でございま

す。 

 いずれの客船につきましても、平成24年度以来、

４年ぶりの入港となるものでございます。 

○永本浩子委員 ことしの入港状況は確認させて

いただきました。  

 昨年は、過去最大のクルーズ客船ダイヤモンド

プリンセスが入港しまして、去年は１回だけだっ

たと思うのですけれども、かなりの大型客船だっ

たということで、その経済効果はどれぐらいあっ
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たのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 平成27年度におきましては、

外国客船のダイヤモンドプリンセスのほうが６月

に１回入港しておりますけれども、そのときの乗

船客数につきましては約2,600名でございました。 

 また、その経済効果につきましては直接効果で

ございますけれども、約700万円と推計している

ところでございます。 

○永本浩子委員 ことしは飛鳥Ⅱが２回とぱし

ふぃっくびーなすが１回ということで、予定され

ておりますけれども、28年度においてはどれぐら

いの経済効果を見込んでいらっしゃるのでしょう

か。 

○清杉利明港湾課長 平成28年度の３回の入港に

おきましては、まだ定員どれだけ達するかという

こともございますけれども、約2,000名程度の乗

船客になるものと考えておりまして、経済効果に

つきましても昨年度同様ぐらいの直接効果はある

ものと見込んでおります。 

○永本浩子委員 少し人数は減っても同じぐらい

の効果を見込んでいるということで、やはり船か

らおりたときにどこに行こうかということが乗っ

ているお客さんにとって、そこが明確になってい

るとやはり経済効果も上がってくると思うのです

けれども、市内商店街や道の駅、また観光に関す

るそういった誘客の工夫というのはどういったこ

とをされておりますでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 平成27年度におきます集客

策といたしましては、市内のガイドマップを作成

し、配付をしたり、岸壁場に観光案内窓口を設置

するなどして街中への集客を図っているほか、道

の駅と港の間にシャトルバスを運行して、道の駅

のほうにも集客を図っております。 

 実際におきましては、道の駅での入館者数しか

把握しておりませんけれども、客船が入港した日

の道の駅の入館者数は3,777人となっておりまし

て、その月の６月の日平均の入館者数が1,500名

程度というふうになっておりますので、それと比

較しても約2.5倍となっておりまして、集客効果

はあったものというふうに考えております。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。 

 着実に集客の効果が上がっているということで、

ことしは日本人の方が多分、多いのではないかと

思いますので、またそれに見合わせた工夫なども

お願いしたいと思います。 

 そしてまた、過去のデータを見ますとにっぽん

丸やサン・プリンセスが年に何回も入港していた

状況があるのですけれども、最近は来なくなって

しまった要因というのは何か考えられますでしょ

うか。 

○清杉利明港湾課長 客船会社のほうからいろい

ろと情報収集もさせていただいているところでは

ございますけれども、今までの実績としましては、

平成18年度から平成24年度までにおきましては、

国内客船のみでございましたが、４回から６回の

入港実績となっております。 

 また、平成25年度と平成27年度につきましては

１回、平成26年度におきましては外国客船で12回

の入港実績となってございますけれども、地理的

な条件ですとか、網走港に寄港するとなると、北

方領土を迂回して太平洋側を回ってくるか、稚内

のほうを通って日本海側を通って網走港まで寄港

していただくことになるのですが、距離的な問題

もあるということで、なかなか毎年という形での

定着化は図れないような状況もございます。 

 しかしながら、また、平成26年度からは外国客

船のほうの日本へのクルーズも多くなってきまし

て、その中で北海道のほうにも寄港する回数がふ

えておりますけれども、そういう影響もあって国

内客船のほうも北海道のほうに寄港する回数が

減っているというふうに聞いております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 また、見学会というのが行われていて、結構そ

れを楽しみにしてらっしゃる市民の方もいらっ

しゃいますけれども、ことしもこの見学会という

のは、やる予定になっているのでしょうか。 

○清杉利明港湾課長 現在、二つの客船会社のほ

うに平成28年度も寄港の際に市民見学会のほう、

開いていただきたいということで要望しておりま

すけれども、まだ正式な決定のほうはいただいて

おりませんけれども、実施できる方向で検討した

いというふうな回答はいただいております。 

○永本浩子委員 ぜひ、実施できるように頑張っ

ていただきたいと思います。 

 また、28年度の取り組みとしてはもう決まって

いるこの２隻、３回の入港の運営と、それともう

29年度に向けて既に多分取り組みは始まっている

のではないかと思うのですけれども、29年度の誘

致に向けて新規開拓の取り組みとか、今後の方向

性とかありましたら教えていただきたいと思いま
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す。 

○清杉利明港湾課長 平成29年度におきます入港

の見込みでございますけれども、まだ網走港のほ

うに寄港していただけるというふうに決定されて

いる客船はない状況でございます。 

 ただ、外国客船からの、１回でございますけれ

ども、岸壁のほうの仮予約はいただいているよう

な状況でございます。 

 今年度も特に外国客船の場合につきましては、

１年以上前に寄港地が決定されるということで、

既に平成29年度、それから平成30年度に向けての

外国客船のほうへのポートセールスも進めている

ところでございますけれども、なかなか新規開拓

というところまで至ってはいないという状況でご

ざいます。 

○永本浩子委員 口で言うほど、本当にやるとな

ると大変なことだと思うのですけれども、けさの

テレビでもインバウンドの方がふえて、国内のホ

テルがなかなかとれないということで、この客船

を利用した旅行というか、それがかなり今、ふえ

てきているという報道もされておりましたので、

ぜひまた今後も多くの方に網走に訪れていただけ

るように力を尽くしていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。

84ページの空き家バンクに関してなのですけれど

も、先ほども何名かの方が質問されておりました

けれども、代表質問のときの市長の答弁もいただ

いておりますけれども、市長の答弁の中で一応、

北海道がつくる空き家情報バンク制度にも登録を

し、また市独自の空き家バンクも活用して、市民

の皆さんのニーズに応えていきたいというお答え

をいただいたところなのですけれども、二本立て

でやるということで、多分、移住とかの可能性も

見込みながら、こういった方向性にもなったのか

なと思ったのですけれども、この二本立てにした

理由というのは何かあったのでしょうか。 

○小原功建築課長 北海道が道内全市町村の既存

にお持ちになられている空き家バンクを一元化す

るということで、登録につきましては北海道へお

願いする形に、当市についてもなりますけれども、

ここで私どもが考えておりました空き家バンク制

度というのは、今後、詳細を詰めていくのですけ

れども、空き家の登録をして情報を発信する、独

自に二本立てでやるものではなくて、住みかえの

方だとか、あと子育て世代と高齢者世帯への住み

かえの方策だとか、そういった制度をこの中で立

ち上げるというもので考えております。 

○永本浩子委員 今のお答えですと、市民のニー

ズに応えていくということで市長からの市独自の

空き家バンクも活用してということでお話しが

あったのですけれども、市民の皆さんに一般公開

するような、そういう空き家バンクではないとい

うことでしょうか。 

○小原功建築課長 今後、制度を検討していく中

で、道へ登録されている空き家も含めまして、市

民の居住ニーズに対応した、その住みかえを促進

できるような制度設計を運用していく中で、情報

を得たものにつきましても、当市としてその情報

を公開していこうと考えているところでございま

す。 

○石川裕将建設部長 ちょっと補足させていただ

きますけれども、代表質問の中でお答えをしまし

た市独自の空き家バンクという表現になっており

ますけれども、これは道と別々で同じことを市の

空き家バンクでもやるということではなくて、道

のほうもまだ詳細ははっきりしていないので、

はっきりは申し上げられませんけれども、登録は

道の空き家バンクにという形になってくるかと思

います。 

 ただ、道の窓口というと市民の方に対してきめ

細かなサービスというのは恐らくとれないだろう

というふうに想定をしておりまして、その部分に

ついては市の空き家バンクを使って道と連携する、

もちろん連携するのですけれども、市の空き家バ

ンクを使ってきめ細やかなサービスをしていきた

いなと。 

 ただ、先ほど申し上げましたけれども、北海道

のほうの内容がまだ、詳細わかっておりませんの

で、それは明らかになった時点で市の空き家バン

クの役割といいますか、そこら辺を詰めていきた

いなと考えています。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 市民のために、よりわかりやすく、またきめ細

やかな対応ができるためということで、この取り

組み自体がまだまだこれから、始まったばかりで

手探りのところもあるかと思いますので、これか

ら具体的なことが詰められていくかと思うのです

けれども、市民の皆さんは結構期待しておりまし

て、いつごろからその空き家バンクというのが見

られるようになるのだろうかというような声もよ



 

－ 179 － 

く聞くのですけれども、今後、この利活用に向け

てスケジュール感的にはどれぐらいでそういった

ことができるようになると見込まれていらっしゃ

いますでしょうか、その辺、もし計画ありました

ら教えてください。 

○石川裕将建設部長 もう３月のこの時期なので、

４月から運用したいと、申し上げたいところなの

ですけれども、いかんせん北海道のほうも先ほど

申し上げましたとおり詳細が明らかになっていな

いものですから、これは北海道のそちらのほうが

はっきりし次第、早急に運用開始できるようにし

たいというふうに考えておりますけれども、北海

道の対応待ちというところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 それで、次にですけれども、この高齢者世帯と

子育て世帯との住みかえということが、やはり除

雪の問題等もあって結構、希望が多くなっている

と思うのですけれども、現段階ではやはり公営住

宅には持ち家を所有されている方の入居は無理と

いうことで、市長のお答えの中でもこれから住み

かえを促進できるような制度運用を検討していく

ということと、また、高齢者用の公営住宅の整備

を行う中で、そういった促進にもつながるのでは

ないかというお答えをいただいたところなのです

けれども、このことに関してもこれから具体的に

いろいろと詰めていかなければいけない点が多い

かと思いますけれども、これもやはりいつぐらい

からというのは、まだまだめどが立たないという

状態なのでしょうか。 

○石川裕将建設部長 そうですね、スケジュール

的なものですけれども、先ほどの繰り返しになり

ますけれども、まず空き家バンクの運用を基本と

しまして、その中で例えば移住ですとか、住みか

えですとか、あるいは高齢者、子育て世帯の対策

という、リフォーム資金等もありますけれども、

そういうのをいろいろ組み合わせた中で、それぞ

れのニーズに合った使い勝手のいいシステムをつ

くりたいと思っているところなのですけれども、

何回も申し上げますが、ちょっと北海道のほうが

はっきりしていないものですから、そちらが確認

をしますけれども、できるだけ北海道のほうと歩

調をとりまして、そっちのほうがはっきりすれば

すぐにでも組み立てをして、運用を少しでも早く

できるようにはしたいというふうには考えており

ます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 それでは次に86ページの市営住宅の管理事業に

ついてお聞きしたいと思います。  

 先日、市営住宅にお住まいの方の御相談に乗っ

たときに、非常口や共用部分に荷物を置いている

人がいて、ちょっとそれが困るという話が出たの

ですけれども、こういったところの管理体制はど

うなっているのか教えていただきたいと思います。 

○小原功建築課長 共有スペースの荷物を置いて

おられる方等の管理につきましてですけれども、

廊下、階段等の共用スペースは災害時などの避難

動線にもなりますことから、燃えやすいものがあ

ればまた放火等の恐れも出てきます。 

 共用玄関等への掲示などで荷物等を置かないよ

うにお願いしているところでございます。 

 それでも見回りの中で荷物などを見つけたり、

住民から苦情が寄せられることがありますけれど

も、所有者が確認できる場合には直接お会いして

置かないようにお願いし、確認できない場合につ

きましては、その階の住戸や、あるいはその団地

全戸へ文書でのお願いと、置いてはいけない旨の

周知を再度行っているところでございます。 

○永本浩子委員 この市営住宅の管理というのは、

基本的に管理を委託されている会社がやることに

なっているのでしょうか。 

○小原功建築課長 委託している会社等はござい

ませんで、自治会という、町内会組織をお願いし

ているものですから、そちらの住宅管理人さんに

見つけたら置かないように注意してあげてくださ

いというようなことでお願いをしております。 

 また、我々私どもも修繕等で定期的にではない

ですけれども、その団地へ伺ったときに発見した

場合には、私どものほうで置かないようにという

ことでのお願いをしているところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 また、その同じ方だったのですけれども、１階

にお住まいの方で、排気口が下にあって、ちょっ

とことしの冬に吹きだまりになってふぐあいが起

きて連絡をして、やっと上につくり、移設をして

もらったという話が出まして、私としては１階に

お住まいの方も既にそういった上部への排気口の

移設というのは済んでいるのかと思っていたので

すけれども、まだそれがされていないということ

で、申告制なのかどうかわかりませんけれども、

やはり命にかかわることだと思いますので、事故
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が起きてからではなく、市としても早目に計画的

にこの１階にお住まいの方の排気口の移設という

のはやっていったほうがいいのではないかと思い

ますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○小原功建築課長 近年の暴風雪などによりベラ

ンダが吹きだまりになりまして、ストーブの排気

筒が埋まりそうだといった相談がここ二、三年の

間に寄せられております。 

 その都度、除雪や上部への排気筒移動などの対

策を行ってきておりまして、つくしヶ丘３丁目、

恐らくこちらのお方だと思われますけれども、そ

こにつきましては今年度、ベランダの上部に排気

筒を移動する工事を、全てではないのですけれど

も行ったところでございます。 

 今後についてでございますけれども、風向きや

雪の量などによって吹きだまる量も変化いたしま

すので、排気筒周りの除雪のお願いとあわせまし

て、他の団地の状況も調査いたしまして、必要な

部分につきましては計画的な維持修繕を行う中で

上部への移動工事等を行ってまいりたいと考えて

おります。 

○永本浩子委員 ぜひ、何か事故が起きてからと

いうよりは、早目早目の対処でお願いしたいと思

います。 

 それと、また市営住宅に伺ったときに、来客用

の駐車スペースがどこにとめていいのかが、毎回

私も本当に悩んでしまうのですけれども、こう

いったところに対する対応策というのは何かあり

ませんでしょうか。 

○小原功建築課長 団地の整備時に当たりまして、

補助金の関係で整備戸数と同数の区画を整備して

きたところでございます。 

 来客者のスペースにつきましては、町内会での

住宅管理人さんが空いている駐車場へ案内したり

等、来客用のコーンなどを置いてここが空いてい

ますというようなお示しをしておりますけれども、

今後、統一したものといたしまして、例えば共同

住宅の玄関、入り口のところに駐車区画図を張り、

そこに来客用スペースの表記を行うなど、駐車場

管理人さんとともに検討してまいりたいと思って

おります。 

○永本浩子委員 ぜひ、それを実現していただき

たいと思います。 

 コーンとかだと、やはり風が吹いたり、雪が

降ったりするとわからなくなったりとか、空いて

いるお部屋もやはりどんどん変化していくと思い

ますので、そういったところを管理人さんとよく

相談しながら明確にしていただけると本当に来る

方も悩まずに、またほかの方に御迷惑かけない駐

車ができるかと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは次に、88ページの、先ほども出ました

いじめ対策についてなのですけれども、今回の予

算は未然防止のための看板やカードの作成費とい

うことで、実質的ないじめ対策はいろいろやって

くださっているという話がありましたけれども、

網走のいじめの実態調査というのはどうなってい

るのか、ちょっとお聞かせいただけますでしょう

か。 

○伊井俊明学校教育部次長 網走市におきますい

じめの実態調査になりますが、北海道教育委員会

によるいじめアンケートを年２回実施しておりま

して、いじめられたことはないか、いじめを見た

ことはないかという内容でいじめの把握に努めて

おります。 

 ４月から12月現在までのいじめの認知件数でご

ざいますが、小学校で４件、中学校で６件の計10

件となっております。 

 なお、この10件につきましては、全て各学校に

おきまして指導を終えて、いじめが解消している

ということで報告を承っております。 

○永本浩子委員 今、合計10件のいじめがこのア

ンケートによってわかったということで、その全

て解決というお答えでしたけれども、その対応の

仕方というのがもしわかれば教えていただきたい

のですけれども。 

○伊井俊明学校教育部次長 いじめの指導への対

応になりますが、いじめの児童が存在する学級担

任だけではなく、生徒指導部、教頭先生、校長先

生などが組織的に対応して、保護者、子供たち、

話を聞きながら解決に努めているということで

承っております。 

○永本浩子委員 チームをつくって対処していく

ということで、大事な取り組みだと思います。 

 また、そういう対応とともに子ども会議を年に

１回開催しているということで、私はとてもいい

取り組みだと思っております。 

 やはり、子供たち自身の中からいじめをなくし

ていこうという、そういう思いがやはり定着して

根づいてくる、それがまた行動にあらわれてくる
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というのがとても大事なことだと思いますので、

この子ども会議を開催してきている中で、そう

いった効果というか、子供たちの中でそういう動

きが出ているとか、何かそういったことがあった

ら教えていただきたいと思います。 

○伊井俊明学校教育部次長 網走市子ども会議に

おけます成果の部分になりますが、平成20年から

網走市子ども会議を開催しておりまして、今年度

まで実施してきたところでございますが、毎年、

子供たちにアンケートを配付しまして、交流した

内容について、○○学校の取り組みがよかったの

で、ぜひ自分の学校でやってみたいなど、参加し

た結果、成果として各学校で実施しようという取

り組みが進んでいるというふうに感じております。 

○永本浩子委員 大変いいことだと思いますので、

これからも継続して取り組んでいただきたいと思

います。 

 また、今後の課題といいますか、網走市、

ちょっと北見市と比べるとまだちょっとおくれて

いるところがあるかと思いますけれども、網走市

の課題ということありましたらお願いいたします。 

○伊井俊明学校教育部次長 現在、いじめ防止基

本方針について、北見市のほうでは既に策定が行

われ、網走市については今後、策定に向けて検討

してまいりたいと考えております。 

 学校に対しましては、いじめは絶対に許されな

いことであるということを子供に教えていくこと、

また、学校においては組織としていじめ未然の防

止を進めていくこと、また、いじめの早期発見に

取り組んでいただくこと、という部分につきまし

て重ねて指導してまいります。 

○永本浩子委員 それとまた、いじめに直接とい

うわけではないのですけれども、東京から網走に

帰ってきて、すごいなと思ったことが、ただすれ

違っただけで子供たちのほうから、おはようござ

いますとか、こんにちはとかとすごく元気に大き

な声で挨拶をされることが、網走に帰ってきて何

回もありまして、網走の子供たちすごいなと私、

感動したのですけれども、こういった挨拶運動、

多分、市として取り組んできたことなのでしょう

か。 

○伊井俊明学校教育部次長 子供たちの挨拶につ

いてでございますが、私もよくいろいろな方面か

ら子供たちがすばらしい挨拶という話を伺ってお

ります。  

 網走市子ども会議の中で、市内小中学校の取り

組みの交流が行われたのですが、全ての児童会、

生徒会で挨拶運動が取り組まれているということ

がわかりました。 

 また、昭和62年から続いております網走市独自

の取り組みになりますが、豊かな心を育てる活動

推進会議という会議がございまして、この中でも

挨拶運動が行われております。 

 これらの取り組みの継続の成果であると考えて

おります。 

○永本浩子委員 すばらしい、児童会からのとい

うことも、その点もすばらしいかと思いますので、

これからもぜひ続けていっていただきたいと思い

ます。 

 最近は本当に子供さんの自殺、自殺の原因がつ

い最近は教師の、先生側の万引きしていない子供

がしていたという評価があったりとか、本当に考

えられないような形で、子供たちが自殺に追い込

まれたりということが報道されておりますので、

いじめにしても、やはり友達同士のつながり、ま

た先生と子供との人間関係がきちんとつながって

いる、親子も同じだと思いますので、そういった

ところ、教育委員会だけでない問題ですけれども、

市全体としてつながり、絆という部分を取り組ん

でいければと思っております。  

 次に、この90ページの教職員の研修事業なので

すけれども、昨年20万円だった予算が今回40万円

アップいたしまして60万円にふえましたけれども、

この教職員の研修事業の内容についてちょっとお

聞きいたしたいと思います。 

○林幸一管理課長 今年度は学力向上推進委員会

委員による先進地視察研修旅費として20万円を予

算計上しているところでございますが、28年度に

おきましては、初任段階教員研修、主幹教諭研修、

またＩＣＴ機器活用の研修などの各研修、あわせ

まして学力向上フォーラムにかかわる経費40万円

を拡充しているところでございます。 

○永本浩子委員 そういった研修を組んでいただ

く中で、市の職員の方の研修のときもお聞きした

のですけれども、学校の先生みずからこういった

研修を受けたいというような、先生の側からの要

望に応える形の研修内容というのはあるのでしょ

うか。 

○林幸一管理課長 直接、先生方から研修の要望

を聞く機会はございませんけれども、校長会、教
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頭会において研修についての要望など、情報交換

を行いながら、そういった研修のことについては

進めてまいれれば、いければというふうに考えて

おります。 

○永本浩子委員 ぜひ進めていっていただければ

と思います。 

 新任の教師の方が難しいお子さんを担当して、

すごく悩んでいたり、どのように接していったら

いいのかわからないという話を聞いたこともあり

ますので、そういったところの問題が少しで解決

するために、どういったところで教師の方たちが

悩んでいて、そこのスキルアップをするための研

修をどういったことを望んでいるのかということ

も聞き取りしながら進めていっていただければよ

りよい研修になるかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 そして、先ほども特別支援学級に配付されます

タブレットパソコンのことについての御質問があ

りましたけれども、小学校のＩＣＴ教育環境整備

事業も今回、ふるさと寄附のおかげでかなり充実

するということで、このタブレットにしても、Ｉ

ＣＴにしても、こういった内容を取り入れるとい

うことで、どのような教育効果が望まれるのか、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○林幸一管理課長 小学校の特別支援学級におけ

ますタブレットパソコンの整備につきましては、

先ほど古都委員の御質問にもお答えしましたけれ

ども、コミュニケーションに困難がある児童に対

するソーシャルスキルトレーニングとしての効果

や、また指で書く、触れる、読み書きが困難な児

童に対して指で書く、触れるという簡単な操作で

視覚的にわかりやすく、児童の発達段階に応じて

学ばせることができる、そういった効果が期待で

きると考えているところです。 

 また、ＩＣＴの導入に関しましては、実物を大

きく写し出すということにより、視覚的理解が深

まり、指示や説明が伝わりやすくなり、授業の円

滑な運営が図られ、今まで以上の授業時間の確保

につながるものと考えております。 

 また、児童が自分でノートにまとめたものをク

ラス全体に見せることにも活用できますことから、

自分の考えを説明、発表するなど、授業の質的向

上が図られることが期待できるところでございま

す。 

○永本浩子委員 本当にこういった形で子供さん

たちが楽しみながら、また集中もしやすく授業が

運営できるということは、私としてはすばらしい

ことだと思います。 

 こういったことが、ふるさと寄附のおかげで充

実できたということで、本当に子供たちが喜んで

いるということなども、今後、ふるさと寄附をし

てくださった方たちにもお礼の意味も込めて情報、

そういった内容を介していっていただければいい

のではないかなと思っております。 

 次に、94ページの芸術文化合宿誘致事業の補助

金についてなのですけれども、スポーツ合宿が今、

網走としては非常に進んでいる状態の中で、こう

いう芸術文化の合宿の誘致も大事な視点だと私は

思います。 

 今までの実績を教えていただければと思います。 

○吉村学社会教育課長 芸術文化合宿誘致事業に

関する過去の取り組み実績という御質問でござい

ますが、25年に初めて始まった取り組みでござい

ますけれども、まず25年に東京網走会の協力をい

ただきまして、書道合宿のモデル事業を行いまし

た。 

 その際は、東京網走会の会員の方御一行、15名

を受け入れいたしまして、市内の書道団体や子供

たちと交流を行ったところでございます。 

 26年度につきましては、広報活動といたしまし

て、ホームページによる周知及び合宿パンフレッ

トの作成を行いまして、道内外の芸術系の学校等

に配付を行い、ＰＲを行いました。 

 また、受け入れといたしましては、道内の大学、

高校吹奏楽、大学美術系学科などの合計４団体

177名を受け入れしたところでございます。 

 27年度におきましては、これまで書道団体や吹

奏楽など、３団体140人を受け入れしているとこ

ろでございます。 

○平賀貴幸委員長 永本委員の質疑の途中ですが、

ここで暫時休憩いたします。 

午後２時06分休憩 

───────────────────────── 

午後２時17分再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 永本委員の質疑を続行いたします。 

○永本浩子委員 先ほど、今までの実績というこ

とで書道の関係の方とか、あと美術関係、吹奏楽

といったところの今まで誘致ができているという
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お答えだったのですけれども、例えば市民や子ど

もたちとの交流とか、書道とか、絵画ですと、作

品展など企画していけると、またこういった取り

組みも広く市民の方々に知っていただきながら普

及してくるのではないかと思いますけれども、そ

ういったところはいかがでしょうか。 

○吉村学社会教育課長 市民との交流についての

御質問でございますけれども、これまで網走に合

宿をしていただいた中には、美術館における展示

等も行われておりましたし、吹奏楽につきまして

は市内の吹奏楽顧問の方がこの合宿誘致事業につ

いての御理解を大変していただいておりまして、

その方々のつながりのある学校へ声をおかけして、

網走演奏旅行が実現をしているというようなこと

も背景にございます。 

 そのため、市内の中学校、高校の吹奏楽との合

同演奏会なども開催されまして、市民、子供たち

との交流も積極的に図られているところでござい

ます。 

 また、ことし合宿を予定しております美術系の

学科の大学につきましては、網走を拠点にして写

生会を行う際に、市内の中学、高校生などを一緒

に社会教育課のほうで募集するなどして、大学生

と同じ写生会に参加して交流を図るなど、そう

いったことも顧問の方と検討を進めているところ

でございまして、芸術文化団体が網走に集いなが

ら市民と交流するというような機会を積極的に働

きかけているところでございます。 

○永本浩子委員 既にしっかりと取り組んでくだ

さっているということで、それで今後の方向性と

いうことなのですけれども、どういった方向でま

た進めていこうというお考えがありますでしょう

か。 

○吉村学社会教育課長 今後の方向性ということ

でございますけれども、スポーツ合宿の盛んな当

市におきまして、芸術文化においても多くの団体

が網走に集っていただいて、市民と交流しながら

芸術文化活動を行ってもらうというような趣旨で

25年からスタートさせていただきました。 

 吹奏楽では、道内高校の演奏旅行がふえ、市内

団体との合同演奏会なども実現しております。美

術系大学の写生会などでも美術館で展示をするな

ど、道内の団体では一定の成果は出ていているも

のと認識がございます。 

 これら、網走に来ていただいた団体のつながり

を大事にしながらも、美術館など、社会教育施設

を始め、商工、観光団体、東京網走会とも連携し

て、関東などの一般向け合宿ツアーなども研究し

ていき、受け入れの拡大に結びつけたいというふ

うに考えているところでございます。 

○永本浩子委員 ぜひ、力を入れてやっていただ

きたいと思います。 

 先日も網走市、これぐらいの人口規模の都市に

しては美術館、立派な美術館があるということで、

その美術館があるからということでわざわざ定年

になった後、網走に移住してきたという方のお話

を聞いたりもしましたので、こういった角度でも

またいろいろな人脈が広がり、交流が盛んになる

ことによって、網走市に移住してくださる方もふ

えてくるかもしれませんし、子供たちのためにも

大変によいことだと思いますので、ぜひよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、94ページのブックスタート事業な

のですけども、始まって５年ということで、この

間の利用状況はどういう状況だったのでしょうか。 

○笹尾誠図書館長 ブックスタート事業の実施状

況でございますが、平成23年度以降、ブックス

タート事業により、本と渡した赤ちゃんの人数で

ございますが、開始時の23年度には306人、24年

度は295人、25年度が274人、26年度209人、そし

て今年度、27年度234人となっておりまして、５

年間合計で1,353人の赤ちゃんに対して事業を実

施したといところでございます。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。 

 今、この本をいただいた方たちの反応というの

は何か、わかっている範囲でよろしくお願いしま

す。 

○笹尾誠図書館長 ブックスタート事業は保健セ

ンターで行う４カ月健診のときに保護者さんと赤

ちゃんが一緒に来られる、その場でお渡ししてお

ります。 

 それで、１人目のお子さんの保護者へは、ブッ

クスタートの事業の説明を兼ねて職員が絵本の紹

介を兼ねて読み聞かせを少し実践しますと、その

お子さんが大変喜んでいただいたり、あるいは子

供さんの反応を見る保護者の方が驚いたり、喜ん

だりということで、保護者の方も自分で読み聞か

せをやってみようという意識をその場で持ってい

ただいているようです。 

 また、事業開始後、５年を経過いたしましたの
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で、中には２人目、３人目という方の保護者もい

らっしゃいまして、そのような方からはブックス

タートでお渡しした絵本を子供が大変喜んで見て

いましたという感想も寄せられておりますので、

事業５年で少しずつ理解されてきているのかなと

考えております。 

○永本浩子委員 今、大変喜ばれているという声

を聞いて安心いたしました。 

 子育て支援ということで、こういった角度から

の支援もとても大事になってくるかと思いますの

で、一応、ことし５年ということで大変喜ばれて

いるような状況なのですけれども、図書館側とし

て見直すべき点とか、こういったところを改善し

ていきたいとかという点がもしありましたら教え

ていただきたいと思います。 

○笹尾誠図書館長 ブックスタートの関係の今後

の見通しでございますが、平成26年度に第３次網

走市子ども読書活動推進計画というのを策定する

ためにアンケートを実施いたしました。 

 その段階で、就学前の児童の保護者さんからこ

のブックスタートで市からいただいている絵本は

いまだに子供のお気に入りですとか、ブックス

タートで絵本をいただいたのをきっかに本を購入

するようになりました。この活動をぜひ続けてく

ださいなどの意見もいただいております。  

 このことからも本事業は効果のある事業と考え

ておりますので、引き続きという考えであります。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員 ぜひ、推進をよろしくお願いい

たします。 

 最後にオリンピック関係なのですけれども、何

度も質問させていただいて申しわけありません。 

 本当に、リオデジャネイロのオリンピックに向

けて７人制ラグビーの合宿誘致がきまり、また、 

ホストタウンも決まりということで、網走市に

とっては本当に嬉しいニュースが続いている状況

ですけれど、いよいよリオデジャネイロ、ピョン

チャン、東京オリンピックというところが近づい

てきているというところで、現段階でわかる範囲

で、進捗状況教えていただければと思います。 

○岩本博隆スポーツ課長 それぞれのオリンピッ

ク、パラリンピックの誘致の進捗状況であります

が、今、委員からもございましたとおり、リオデ

ジャネイロのオリンピックにつきましては、男子

ラグビー７人制の合宿が６月初旬に決定をいただ

いたところでございます。 

 また、今後、陸上競技のマラソンや長距離ト

ラックの競技の代表が決定されます。その方々に

つきましても誘致を図っていきたいというふうに

思っております。 

 また、パラリンピックの陸上競技につきまして

も、昨年、ブラインドの方、またレーサーの車椅

子の方の合宿もいただいておりまして、この方々

の中から代表が出るだろうと思っておりますので、

そこの団体につきましても誘致を図ってまいりた

いというふうに考えております。 

 次に、ピョンチャンオリンピック、パラリン

ピックにつきましては、毎年、網走で合宿をいた

だいておりますバイアスロン、パラリンピックの

バイアスロン競技につきまして誘致を働きかけて

おります。 

 かなり前向きな意見をいただいておりますので、

さらに誘致を図っていきたいと思っております。  

 次に、東京オリンピック、パラリンピックにつ

きましては、先ほど金兵委員からの質問にもお答

えしましたとおり、リオ五輪終了後、新たにつく

られます強化委員会のほうに誘致活動してまいり

たいといふうに考えております。 

○永本浩子委員 ことし本当は１月に予定されて

いたパラリンピックのスタッフの方による講演会

だったと思うのですけれども、悪天候で中止に

なってしまって、私としては本当に残念だったの

ですけれども、こういった講演会等の開催予定と

いうのはあるのでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 吹雪で、今おっしゃっ

たようにパラリンピックのスタッフ、選手による

講演会を社会福祉協議会が中心となりまして開催

予定でありました。 

 私の記憶では過去に２回実施しているという記

憶がございます。ちょっと合宿とは一歩離れた部

分で、他の団体の企画でもありますが、私どもも

合宿等でかかわっておりますので、その辺につき

ましては積極的に働きかけていきたいというふう

に思います。 

○永本浩子委員 ちょっと管轄が違うということ

だったのですけれども、迎え入れる市民の私たち

もそういったことに対するいろいろな造形を深め

るというか、知識を持って、また迎えていける体

制をつくっていきたいと思いますので、ぜひ力を

入れていっていただきたいと思います。 
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 そしてまた、ホストタウンに冬季オリンピック、

オリパラのオーストラリアのホストタウンにも決

まっておりますけれども、この2020年までのスケ

ジュール間といいますか、市としてもこういった

ことも構想しているというようなものがありまし

たら教えてください。 

○岩本博隆スポーツ課長 ホストタウン構想につ

きましては、ことし１月に1次登録をされました。 

 構想の内容といたしましては、オーストラリア

のレーサー競技、車椅子ですね、陸上トラック競

技の誘致を図る内容となっております。 

 2020年までのスケジュールでありますが、2016

年、ことしにつきましてはオーストラリアのレー

サーチームのスタッフを網走にお呼びして、当市

の環境を実際に見ていただいて、誘致につなげて

いきたいというふうに考えております。 

 また、2017年から19年につきましては、ラグ

ビー合宿で来網されるトップチーム所属のオース

トラリア出身の選手、またスタッフに協力をいた

だきまして、実技や講話などお願いして、オース

トラリアの文化、スポーツを2020年までに学べる

ような計画を持っております。 

 また、このラグビーの選手を協力いただくこと

によりまして2019年のワールドカップ、さらには

2020年の東京オリンピックの７人制のラグビーの

オーストラリアの代表の誘致につなげていければ

というふうに思っております。 

 また、2020年東京オリンピック、パラリンピッ

ク開催年には、選手、スタッフとも交流事業、こ

れは今回のこのホストタウン構想の条件になって

おりますので、これについては交流を図ると、さ

らに競技開始、競技の日にはパブリックビューイ

ング等で応援をするとなどという計画になってお

ります。 

 以上でございます。 

○永本浩子委員 今お聞きしただけでも、本当に

夢が広がるというか、これからの網走が本当に楽

しみになってくるという内容をお聞きしまして、

ぜひ、本当に網走の市民の皆様がこういった流れ

をほこりとしてもらえるように市民の皆さんにも

よく周知できることが大切かと思います。 

 私も議員研修で東京に行ったとき、このホスト

タウンのことですとか、今、７人制ラグビーの合

宿の聖地にということも言われながら力ら入れて

いることなどを皆さんの前でお話ししたときに、

会場の全国から来ている議員の皆さんから、お

おってすごい反応がありまして、本当にやはり全

国の中でもこういったことを真剣に取り組んでい

るということは、網走に住んでいる皆さんも本当

に市民として誇りに思ってもらえるように、これ

からもしていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上で、私の質問は終わらせていただきます。 

○平賀貴幸委員長 井戸委員。 

○井戸達也委員 私のほうから土木の関係につい

てお尋ねをいたします。  

 公園緑地管理事業としてですけれども、まず実

際の網走市の公園の数、これをちょっと確認した

いと思います。 

○立花学都市開発課長 市内にございます公園の

数でございますけれども、市の公園条例に基づく

公園数でございますが、89カ所ございます。その

内訳といたしましては、都市公園が64カ所、その

他の公園が25カ所となってございます。 

○井戸達也委員 公園によっては、昔整備された、

その辺に子供がいないというような形で、実際、

見ていると余り使われていないという、そして遊

具だけが残っているというような公園も今、存在

しているわけで、その後にですね、新興住宅地、

こういった部分に徐々に公園も整備していかなけ

ればならないといういうふうに考えるところです

けれども、その辺の計画についてお聞かせくださ

い。 

○立花学都市開発課長 公園整備についての御質

問でございますけれども、現在の市内にございま

す公園は、昭和50年代に多く建設されている公園

でございます。 

 その後、高齢化や現在の人口減少が進んできて

いる中で、現在の公園の利用ニーズが変化してき

ている状況を認識している状況でございます。 

 平成25年から公園施設の長寿命化計画、点検、

長寿命化の策定に向けて計画を25年から動き出し

ているのですけれども、それとあわせて新興住宅

地、また高齢化社会に高齢者が使えるような公園

のニーズ、そういうものの調査をした上で、公園

の再編を今後、検討していきたいというふうに

思っております。 

 現在、小学校の各市内の小学生３年生から６年

生まで、実際に公園の利用ニーズ調査、３月に実

施いたしまして、実際に日々利用されている公園
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であるとか、利用している遊具がどんなものか、

など調査を現在実施して、そういったアンケート

調査等を踏まえた中で、今後、統合を廃止、新設

等の方向性を検討していきたいという段階にあり

ます。 

○井戸達也委員 時代によって、その公園の必要

性というものが変わってくるのかなというふうに

思っております。  

 今、小学校の３年生から６年生まで対象にして

調査をしているということですけれども、当時は

遊具をたくさんつくった時代がございまして、い

ろいろとその後に事故が起きたり、点検整備がい

ろいろと掛かるという部分がございます。 

 これからは公園についてそういった遊具が充実

させていくのが必要なのかどうかという部分もご

ざいますけれども、当市としての遊具の管理とか

整備についての、その辺の考え方というのをお聞

かせください。 

○立花学都市開発課長 遊具の管理についての御

質問ですけれども、管理につきましては雪解け、

融雪後に全ての公園を一斉に点検を実施してござ

います。 

 実際にシーズン入りまして、運用が始まります

と毎月一度、定期点検を行ってございます。 

 その際に、点検結果の状況から補修が必要な遊

具等が発見された場合には、補修が可能な遊具に

つきましては適宜、補修は行うのですけれども、

補修が困難な状態なものにつきましては、危険が

ないように使用されないような措置を行っている

という状況でございます。 

 新たにその遊具の新設であるとか、改築につき

ましては、公園施設の長寿命化計画の中でも、遊

具の長寿命化の計画を立てているものですから、

先ほど御説明したように利用ニーズとあわせて、

全体的な再編も含めた中でそういった遊具も含め

た統合であるとか、廃止、新設を考えていきたい

というふうに考えています。 

○井戸達也委員 公園としての機能ということで、

遊具の充実という部分も考えられる部分ではあり

ますけれども、実は公園の利用という部分で地域

のラジオ体操とかといった部分で公園をよく利用

されるというような部分がございます。 

 私の経験でもう８年近く前になりますけれども、

実は公園のないところでラジオ体操を始めようと

いうことで、ＰＴＡのほうから実は管理している、

それは道が管理している施設だったのですけれど

も、駐車場をぜひラジオ体操で使わせてほしいと

言って申し出たところ、何かあったときに責任が

とれないということで断られたという経緯がござ

いました。非常に残念な話でありまして、現在、

網走も市の管理している駐車場をかりてそこでラ

ジオ体操を行っているといった現状なのですけれ

ども、いろいろなところでそういった子供たちの

ためにラジオ体操を開催しようという動きがあち

らこちらで出てきているわけで、特に新興住宅地

についてもそういった動きがございます。 

 公園がないということで、本当にそこら辺の空

き地でやっているという部分もございます。公園

のいろいろな用途の目的というのがございますけ

れども、いろいろな利用の目的に沿った形で公園

が整備されていくという必要性があるというふう

に考えますけれども、その辺の考えについてお聞

きいたします。 

○立花学都市開発課長 公園の今後の必要性につ

いての御質問かと思いますけれども、公園は多く

の人々に利用しやすく親しまれる憩いの場でござ

います。 

 また、子どもたちが安全に健康的に遊べる場で

もございますので、必要な施設だということは認

識しているところでございます。 

 先ほどもお話ししましたけれども、その利用の

ニーズに合った使われ方がやはり公園の施設のあ

り方かなということは重々わかっておりますので、

今後、そういった新興住宅の新設が必要な箇所も

含めて、先ほどお話しした公園施設長寿命化計画

であるとか、公園再建等をあわせて今後、検討し

ていきたいというふうに思っております。 

○井戸達也委員 柔軟に今後、対応していってい

ただいて、地域にとって必要されるというか、も

のであるというふうに認識しておりますので、そ

ういった計画を進めていただきたいというふうに

思います。 

 次に移ります。教育に関して若干、お聞きをい

たします。 

 学校図書館司書配置事業ですけれども、現在、

学校の司書教諭のいない学校に３名配置している

ということで、ことしの28年度の計画についてお

聞きいたします。 

○林幸一管理課長 新年度の図書司書の配置につ

きましては、今年度と同様、３名の任用を予定し
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ているところであり、平成28年度の計画につきま

しては普通学級、特別支援学級をあわせ12学級を

下回る学校への配置で考えております。 

 図書司書１人当たり３カ月ごとに、３校を巡回

しての勤務となりますが、週３日は主たる学校で、

残りの２日、ほかの学校を巡回することとしてお

り、西小学校、呼人小中学校、白鳥台小学校、東

小学校、西が丘小学校、第一中学校、第二中学校、

第四中学校、第五中学校の９校への配置で考えて

おります。 

○井戸達也委員 ３名をいろいろな学校で回して

いくというようなお話であります。 

 人にやはり、配置に限りがあって３名、ここま

で非常にこういった配置に御理解いただいて進め

てきたことに、非常に感謝するところであります。 

 今後も子供たちにとってこの学校司書がいると

いうところが生きてくるものにつながっていくと

いうことを非常に期待するところですけれども、

例えば学校に大規模校がなかなか該当にならない

という部分で、今回は１中、２中、こういった部

分にも行っていただけるということで、子供たち

がどうしてもいろいろ学校のアンケートの中でも

どうしても学校図書館に足が向かいないだとか、

本を読む機会がないだとか、少ないだとかという

話がございます。 

 実は、その学校司書、図書館司書の役割として

本の楽しさを伝えるということをお仕事としてお

りますので、例えばポイント、ポイント、例えば

木曜日だけ図書館司書さんが来てくれるようだと

かというような回し方をしていただければ、学校

の子供たちもそこでわずかなそういった本と親し

むチャンスが生まれるというか、機会が生まれる

というか、そういったことも考えられるのかなと

いうふうに私は思うところでありますけれども、

その辺の予定についてお聞かせをいただきたいと

思います。 

○林幸一管理課長 現在、12学級を超える学校に

つきましては、図書館司書、教諭免許を有する教

員に図書司書をおまかせして対応しているところ

でありますので、教育委員会が配置する大規模校

への派遣は考えていないところでありますが、今

後の課題として捉えてまいりたいと思います。 

○井戸達也委員 おっしゃるとおり、司書教諭が

いるということで、これがなかなか忙しくて、司

書教諭が図書のほうに回れないといった実態もご

ざいます。 

 徐々にそういったことも理解していただきなが

ら工夫をしていっていただければいいのかなとい

うふうに現状といろいろと現状を考えた上でそう

いった動きもしていっていただければなというふ

うに思います。 

 そこは、なかなか難しい部分もございますので、

少しずつ考えを進めていただきたいなというとこ

ろでございます。 

 学力向上と図書の関係というかは、非常に深い

かかわりを持っていると言われておりますけれど

も、この辺の学力向上との関連をどういうふうに

考えているか、ちょっとお聞かせをいただきたい

と思います。 

○林幸一管理課長 図書司書と学力向上との関連

につきましては、授業における調べ活動の充実、

読み聞かせや、その子に向いた本を薦めてくれる

ことにより、読書の楽しみを感じ、読書への興味、

感心が高まることが期待されます。 

 より多くの本と接する機会もふえますことから、

読む力や書く力など、学力の向上にもつながるも

のと考えているところです。 

○井戸達也委員 深いかかわりもございますので、

いろいろな形で関連づけていっていただきたいな

というふうに思います。 

 続きまして、学力向上対策事業についてお聞き

をいたします。 

 学力向上に関しては非常に前向きな取り組みで、

学力向上フォーラムも含めた中でいろいろな取り

組みがなされているということを認識しておりま

す。 

 この成果について、学力向上の成果について、

教育委員会としての考え方をお聞きいたします。 

○伊井俊明学校教育部次長 学力向上に関する成

果についてでございますが、網走市教育委員会と

しましては、これまで教員の授業力向上のために

市内全ての学校において公開研究会の開催、また、

各種研修会への参加の奨励、学力向上フォーラム

の開催などを行ってまいりました。  

 また、各学校には学習支援員の配置、家庭学習

の手引きをもとにした家庭学習の充実、網走市読

書感想文コンクールへの参加など、学力向上の取

り組みを推進してまいりました。 

 中でも、学力向上フォーラムにつきましては、

これまで３回実施してきまして、教員だけではな
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く保護者や地域の方にも参加をいただき、昨年は

旭山動物園の板東園長公演講師としてお招きし、

300人近い方に参加をいただいたところでござい

ます。 

 こうした取り組みの成果もあり、全国学力学習

状況調査の結果に見られます網走市の子供たちの

学力は、全国平均を超える教科も出てくるなど、

確実に向上しつつあるものと認識しとおります。 

○井戸達也委員 学力向上フォーラムも３回目と

いうことで、実はその学力向上フォーラムにもＰ

ＴＡも深くかかわっていこうということで、今、

動きも出てきておりまして、ことしについては部

会を設けてというか、学力フォーラムにかかわっ

ていくという動きもございます。非常に成果が出

てきているのかなというふうに考えております。 

 この学力向上の中で、一つの考え方ということ

でアクティブラーニング、これはもともと大学の

授業で使われている用語でありまして、中央教育

審議会、俗に言う中教審と言われているところで

すけれども、生涯にわたって学び続ける力、主体

的に考える力を持った人材は受動的な教育では育

成することはできないとして、小中高では課題の

発見と解決に向けて主体的、共同的に学ぶ学習、

いわゆる発見学習だとか、問題解決学習、体験学

習、調査学習、要するに子供たちがいろいろな課

題にそれぞれ主体的に取り組んでいくという姿勢

でありますけれども、このアクティブラーニング

への考え方を当市としてはどのように考えている

かということをお聞きいたします。 

○伊井俊明学校教育部次長 子供たちがみずから

課題を持ち、主体的、共同的に学ぶ学習形態であ

るアクティブラーニングは、これからの子供たち

の生きる力の育成に重要であると認識していると

ころでありまして、次期、学習指導要領におきま

しても非常に注目されているところであります。 

 来年度、網走市内の中学校におきましては、ア

クティブラーニングをテーマとして研修を進めて

いく学校があると伺っております。 

 来年度、市内全ての小学校で導入をします実物

投映機についてもアクティブラーニングの推進に

有効的なＩＣＴ機器でございます。 

 今後、アクティブラーニングにつきましては、

市教委としても研修のテーマとするなど、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。 

○井戸達也委員 この形は生きる力という部分で

は非常に強く結びつく重要なものであるというふ

うに私も考えておりますので、非常に期待できる

ものと、来年から中学校からも開始していくとい

うことで、効果が私は期待しているところでござ

います。 

 こういった取り組みを積極的に行っていただく

ことを期待いたします。 

 続いて、学力向上についての一つの策としてピ

アサポートという、先ほど次長のほうからもお話

がありましたけれども、この取り組みについては

1970年にカナダで導入されたということで、ピア、

仲間をサポート、援助するというような取り組み

を言うのですけれども、国内では2002年にスター

トして2009年にこのオホーツクでピアサポート研

究会が発足されまして、当市では2010年に授業に

ピアサポートを導入しております。 

 これは、第二中学校で行っているのですけれど

も、相手の気持ちを読み取るという訓練で仲間を

理解し助けるという意味で非常に団体生活におい

て大切なものだなというふうに思っております。 

 例えば、授業でわかる子がわからない子を教え

るというようなペア学習というのに取り組んでお

りまして、実はそういったところでも教えている

側を教えられていた側が抜かすというような、こ

んなおもしろいような結果も出ています。 

 教えていた子が教えられていた子に抜かされる

ということですので、教えていた子にしてみれば、

私の教え方がよかったのだとか、また自信にもつ

ながりますし、教えることによって自分自身も成

長するし、先生に聞くよりも友達から聞くほうが

いろいろなことが聞きやすいといった、そういっ

た部分もございますので、このピアサポート、非

常に効果が大きいのではないかというふうに私も

高く評価しているところですけれども、当市とし

ての考え方をお聞きいたします。 

○伊井俊明学校教育部次長 アメリカ国立教育研

究所によりますラーニングピラミッドという考え

方がございますが、講義型の学びでは平均学習定

着率が５％程度であるということに対しまして、

ほかの人に教える、また教えられることによって

学習が定着する割合は90％になるという結果が実

証されております。 

 学力の土台としまして、豊かな人間関係を育成

することは大変重要であると考えておりますこと

から、仲間を支え合うピアサポートという考え方



 

－ 189 － 

は非常に重要であると認識しております。 

 ピアサポートにつきましては、現在、第二中学

校を、全校で取り組まれておりまして、学力向上

だけはなくていじめ未然防止にも有効であるとい

うふうに伺っておりますことから、市教委としま

しては研修の機会を設けるなど、推進を図ってま

いりたいと考えております。 

○井戸達也委員 学力向上、いじめ防止、こう

いったものに全てにつながっていくものだという

ふうに私も考えております。 

 こうした取り組みには、学校全体の意識が当然、

意識の向上というものが必要になってくるわけで

すけれども、その辺の考え方についてお聞きをい

たします。 

○木目澤一三教育長 ただいま井戸委員のほうか

ら御質問がございまして、次長のほうからお答え

をしたところでありますけれども、学び続ける者

のみ教える資格ありという言葉がございますが、

各学校におきましては、学校が一つのチームとし

て包括的な学校改善を推進していくことが学び続

ける学校のモデルというようなことも言われると

ころであります。 

 そういった中では、学校全体の教職員の意識の

高揚、あるいは学校経営の参画意識というような

ことは重要でありまして、これにつきましては井

戸委員のお話と同じというふうに認識してござい

ます。 

 そういった中にありまして、北海道教育委員会

では平成25年度から学校力向上に関する総合実践

事業という指定研究がございまして、当市におき

ましても、その指定を受けている学校、さらに周

辺では連携校ということで３校ほどありますが、

その成果が徐々に出てきているということから、

教育委員会といたしましてはそれらの先進事例、

優良事例を貫流すること、さらには主幹教諭、教

務主任などがおりますので、その職務を機能させ

て組織を充実させていくこと、こういったことが

大変、重要になるというふうに考えているところ

であります。 

 そういった中で、学校全体の意識の向上並びに

学校力の向上ということを図るとともに、家庭と

学校、地域が連携を図っていきながら、一層、学

校全体としての教育の質、あるいは学校力の質が

高まるように教育に対しては支援と指導を続けて

まいりたいと、このように考えているところであ

ります。 

○井戸達也委員 教育全体の部分でございますけ

れども、教師が学校経営をする上でその指針だと

か、学級への思い、こういった考えを強く持つこ

とで保護者との信頼関係も深まり有効になるとい

うふうに考えます。 

 指導する上ではやってみて、言って聞かせ、さ

せてみて、そして褒めてやらねば人は動かじとい

う言葉がございますけれども、そういった部分で

関係の質が重要であるというふうに考えます。 

 こうした志を持って当市の教育は前に進んでい

ただきたいなというふうに期待を込めまして、私

の質問を終わります。 

○平賀貴幸委員長 立崎委員。 

○立崎聡一委員 それでは、私のほうからは重複

した質問がございましたので、そこは割愛したい

のですけれども一言だけつけ加えさせていただき

たいと思います。 

 ＬＥＤ照明の関係なのですけれども、よかった

なというお話しをいただきました。何がよかった

のと、明るくなったからよかったという単純な答

えだったのですけれども、だけどもその中に実は

街灯には実は虫が寄ってくるというのがありまし

て、子どもたちが夏場に昆虫採取に来るというの

がありまして、そういった意味でも明るいＬＥＤ

だから寄ってくるかどうかというのはわからない

のですけれども、そういうのって何かほんわかし

ていていいなと思いましたし、ぜひともこの場を

かりてお礼を言いたいなというふうに思います。 

 それでは早速、次の質問に移りたいと思います。

予算書82ページ、港湾ＢＣＰ策定についてお尋ね

します。まず、事業内容をお尋ねします。 

○清杉利明港湾課長 港湾ＢＣＰの概要について

の御質問でございますけれども、港湾ＢＣＰとは

港湾の事業継続計画というものでございまして、

策定の目的につきましては大規模な事故や大地震

等の災害が発生しましても港湾の重要機能が最低

限維持できるよう、また被災となりましても早期

に機能復旧できるようにするために策定するもの

でございまして、内容としましては災害発生後に

行う対応計画と平常時に行うマネジメント計画を

規定するものでございます。 

 対応計画の内容としましては初動対応、代替策、

復旧策などを定めるものでございまして、マネジ

メント計画におきましては事前の対策、それから
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教育訓練などについて定めるものでございます。 

 また、策定の理由といたしましては、国におき

まして国土強靱化アクションプラン2014におきま

して、14港湾以上の大きな港湾におきまして計画

策定率を平成28年度までに100％にするというふ

うに掲げられておりまして、国からのほうも策定

するように指導されているところでございます。 

 なお、この計画につきましては港湾管理者が関

係者の合意に基づきまして策定をする自主的な計

画でございますので、単独事業にて平成28年度中

に策定するものでございます。 

○立崎聡一委員 大災害時における対応上の課題

ですとか、それからマネジメントを計画するとい

うことで、すごく大きい事業だなというふうに思

います。北海道では、道央圏の港湾地区で進めら

れているというふうにお聞きしております。 

 それで、今後のスケジューリングなのですけれ

ども、スケジューリングと策定方法、今、一部お

話があったのですけれどもお聞きしたいと思いま

す。 

○清杉利明港湾課長 計画策定のスケジュールと

策定方法についてでございますけれども、５月ご

ろに港湾管理者及び港湾関係者から構成されます

協議会のほうを立ち上げまして、計画案の検討を

進めて港湾関係者の合意に基づきまして、平成28

年度中に計画を策定するものでございます。 

 なお、協議会の運営や計画書の作成などにつき

ましては、コンサルの業者のほうに業務委託をす

る予定でございまして、詳細のスケジュールにつ

きましては委託先業者と協議の上、決定されるも

のでございます。 

○立崎聡一委員 ５月ごろから計画案ということ

で、一通りの流れは聞かせていただきました。  

今回、この策定については網走港も重要港湾とい

うことですので、水産業の基地でもありますし、

先ほど古都委員のほうからお話ありましたとおり

重要な拠点であります網走経済の屋台骨の一つで

もあります水産業をしっかり対応していく上でも、

この事業についてしっかり進めていただきたいと

いうふうに思いまして、次の質問に移りたいと思

います。 

 予算書94ページ、青年講座開設事業についてお

尋ねします。この事業の概要をまずお聞きします。 

○吉村学社会教育課長 成人講座についての内容

ということでございますが、成人講座として開設

している事業につきましては、網走の魅力を再発

見する体験講座でございますあばしり学を初め、

生活や地域課題に基づいた内容のマナビスト講座、

市民が講師となり、市民の学習成果を生かすてづ

くりすと講座、そのほか、家庭教育関連講座や子

育て理解関連講座など、市民の学習ニーズや地域

の課題解決などの契機となるような講座を開設し

ているところでございます。 

○立崎聡一委員 あばしり学マナビスト講座など、

たくさんの講座を開いているかというふうに思い

ます。  

 そんな中で、この事業の目的と成果をお尋ねし

たいと思います。 

○吉村学社会教育課長 成人講座全体につきまし

ては、成人といいますか、多様な世代の市民の方

がみずから学ぶ講座、もしくは課題となっている

地域の課題などに接して学んでいただいて、新し

く誰かに伝えていただくというような学びの循環

がこの講座の中で展開されているというふうに考

えております。 

○立崎聡一委員 学びの循環ということで、循環、

学びもそうですけれども、何でも循環というのは

大切なのだろうなというふうに思います。  

 その中で、私個人的にはＵ35で氷雪像をつくり

に来ていたのですけれども、その中見ていますと、

本当にいろいろな業種の方がそれぞれ楽しみなが

ら学んでいくというのですか、そういうのを見て

いていい集まりなのだなということで、これもた

しかこの青年講座の事業の一つだというふうに思

います。 

 そのことしか僕見ていないので何とも言えない

のですけれども、今後の方向性というのですか、

どういうふうに持っていきたいのかというお考え

があればお示し願いたいと思います。 

○吉村学社会教育課長 青年講座につきましてで

すが、あばしり学の中に青年講座といたしまして

平成25年度から参加対象をおおむね20歳から35歳

のいわゆる青年層に特化いたしまして、そして網

走の魅力を体験しながら同世代の仲間と交流をし

ていただくということで、アンダー35で雪像づく

り講座ということを継続しているところでござい

ます。 

 流氷祭りでの雪像出店を活動の中心といたしま

して、延べ10日前後の活動から先ほどお話しまし

た仲間の交流を含めて達成感を味わっていただい
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ているのかと思います。 

 また、この25年から参加していただいている方

の中には、社会教育事業の行っております子ども

キャンプや子ども大会、あばしり学び塾フェス

ティバルなどの各種社会教育事業にボランティア

や参加者として参画していただいておりまして、

平成27年度につきましては成人式のスタッフとし

てもかかわっていただいている方も出てきている

ところでございます。 

 今後の取り組みといたしましては、ことしの３

月に青年講座ということで、アンダー35でお菓子

づくりという講座を行いました。こちらは、今ま

で雪像のみで限定しておりました青年活動の多様

な講座の展開というようなことで実施していたこ

とでございますが、16名の新しい参加者が受講さ

れて、まさに青年層の拡大が進められる一歩に

なったのではないかというふうに考えております。 

 これまで、参加していただいた青年の方もつな

いでいきながら、また新しい青年層の拡大に努め

ていきたいというふうに考えています。 

 また、今まで青年講座に参加していただいてい

る中から、このような講座をやりたいのだという

ような企画アイデアが私どものほうに届いており

ます。 

 今までとりあえず単発で参加して、青年活動

やっていただいておりましたが、これらのアイデ

アを社会教育事業の講座に反映することで、将来

的に青年が主体となって活動していっていただく

スタートになればいいというふうな形で期待をし

ているところでございます。 

○立崎聡一委員 アンダー35の説明もいただきま

した。 

 ことしから社会教育活動の参加ですとか、成人

式のスタッフというのはちょっと驚いたのですけ

れども、何にしてもお菓子づくりの話もありまし

た。初めの一歩だと思います。でき得るのであれ

ば、もっと大きい夢を抱いてほしいところなので

すけれども、自分の子供たちを見ていてもなかな

かみずから手を挙げてというのがなかなか少ない

と思います。積極性が少ないのか、自分もそうだ

と思うのですけれども、ただ、そういう意識づけ

をさせるためのこの講座というのはすごく大切な

ものであって、すごく必要なものだと思います。 

 どの世代でも教育というのは必要でしょうし、

学ぶ意識というのは大切なことであって、それは

すごく必要なことだと思います。まちづくりのた

めには欠かせない要素の一つだというふうに思い

ます。 

 今後、主体的にこの活動がきっかけで、どんど

ん大きくなっていくことを願いたいなというふう

に思います。 

 以上で終わります。 

○平賀貴幸委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後３時09分休憩 

───────────────────────── 

午後３時20分再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。松浦委員。 

○松浦敏司委員 何項目か質問いたします。 

 まず、１項目めは鱒浦４丁目の住宅地の路面崩

壊の対策についてであります。 

 この問題取り上げて丸２年が過ぎようとしてお

りますが、この間、業者との話し合いなどもあっ

たとは思うのですが、そして調査もしたように感

じておりますが、進捗状況について伺います。 

○立花学都市開発課長 これまで委員からお話が

ございます鱒浦４丁目ののり面崩壊箇所について

の、その後の経過でございますけれども、昨年、

定例会終わってすぐに６月から電話による指導を

行っております。 

 その後、９月に宅地造成事業者と直接面会いた

しまして、直接、早急に改善するよう強く指導を

してきています。  

 その面会の中で事業者側のほうの認識としてで

すけれども、このまま放置することについては近

隣住宅への被害が及ぶ可能性が高いということに

ついて認識をしている状況で、改善する必要性は

理解をしているというのが確認をしているところ

でございます。 

 市といたしましても、具体的な復旧方法につき

まして、市内の業者からその復旧にかかわる見積

もりを参考にいただきまして、それを事業者のほ

うに説明を行っています。 

 現在の段階におきましては、その事業者のほう

で実際に復旧に向けて業者の選定を今行っている

という状況でございます。 

○松浦敏司委員 いろいろな方法でのり面が崩壊

を最小限に防ぐといいますか、未然に防ぐといい

ますか、方法はあるのだろうというふうに思うの
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ですが、今、考えている方法というのは、とりあ

えずはどんな形なのか、当面そういう形なのか、

それによって今後もしつかりと対応できるという

形の改修なのか、その辺、もしわかれば伺いたい

と思います。 

○立花学都市開発課長 具体的な復旧方法につい

てでございますけれども、現在、切り立ったのり

面の上部には道路がございます。切り立ったのり

面をそのままの形状のまま植木等で防護すること

については、技術的に可能なのですけれども、や

はり金額が非常に高くなるということもございま

すので、その上部にある道路を半分にするような

形でのり面を寝かすような形の対策が一番安価に

安全性も高く復旧できるということで、どのよう

な形の復旧方法を利用者側のほうに話をしている

状況でございます。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 現地のここものり面にかかわっている住宅地と

いうのは１件だけではありませんで、一定程度の

住宅地が対象になるのだというふうに思いますが、

一番大変なのは移転が一番危険な状況になってお

ります。 

 先日、私も行ってきましたけれども、やはり近

所の方が非常に心配しております。当然、本人は

不安に陥っているわけですけれども、冬も当然不

安だけれども、とりわけ夏はこれから非常に大雨

が降ると危険な状況になるということで、業者に

対して地域の人たちは非常に不信感を強めている

状況だというふうに私は思っているのですが、原

課としてはこの間、この地域住民の不安について

どのように思っているのか伺います。 

○立花学都市開発課長 付近住民の方への影響に

ついてでございますけれども、市といたしまして

も現状のまま放置していくことについては、大雨

時、災害時に流れていく危険性が非常に高いとい

う認識はしておりますので、早急な復旧が必要だ

という認識でおります。 

○松浦敏司委員 現場の地質といいますか、それ

も非常に崩れやすい性質のようでもあります。 

 今、御答弁いただきましたけれども、ずっと以

前から当事者は業者とやりとりしているけれども、

なかなか前に進まないと、私も取り上げてから２

年たつけれども、なかなか前に進まないというこ

とで、非常に私も不安に思っているところです。 

 いろいろな手段があって、今、本州などでもゴ

ミ屋敷などでは行政代執行というふうなことも

やっておりますけれども、それに至るにはさまざ

まな手続きを踏んで、そして最終的な行政代執行

という方法もあるということだと思うのですが、

現在の今の状況というのは到達点といいますか、

今現在どんな段階にまでいっているのかわかれば

伺います。 

○立花学都市開発課長 行政指導の段階につい 

てのお話かと思いますけれども、一般的に行政指

導の段階におきましては、是正指導、それから是

正勧告、是正命令を経て行政代執行という段階が

ございます。 

 現段階での行政指導といたしましては、是正指

導の状況ということで、今は指導を行っていると

いう段階でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。いずれにしても、

早急な解決をしていかなければならないというこ

とで、私としてはそういう相手方の出方もあると

は思うのですけれども、最悪そういう行政代執行

ということも含めて考えなければならないのかも

しれないというふうに感じているところです。で

きるだけ速やかな解決を願うところであります。 

 次に移ります。２項目めは住環境改善補助金と

いう、余り聞きなれない名前の補助金であります。

新規事業として1,000万円の予算が計上されてお

りますが、事業の概要についてまず伺います。 

○小原功建築課長 事業の概要でございますが、

この制度は市民が住宅の改修を行う場合に、その

資金の一部を助成することで住環境の向上のため

の整備を促進し、良質な住宅ストックの形成を図

り、さらに子育て世帯に対しては子どもを安心し

て育てられる住環境の創出を図ることを目的とし

た制度でございます。 

○松浦敏司委員 今ある住宅リフォーム貸付制度

というのがありますけれども、これとは違う制度

だとは思うのですが、その違いについて明確にお

答えいただきたいと思います。 

○小原功建築課長 平成14年度から継続しており

ます住宅リフォーム資金につきましては来年度も

事業継続ということで行う予定としております。 

 違いにつきましては、既存のリフォーム融資制

度につきましては、50万円以上の市内の金融機関

で融資を受けられる方が対象ということになって

おりますけれども、今回の新しい制度につきまし

ては、工事対象額を10万円以上ということにいた
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しておりまして、現金でお支払いされる方、ある

いは市内の金融機関ではない金融機関等でローン

組まれる方についても対象ということにいたして

おります。 

○松浦敏司委員 そうすると、他市町村などでも

やっている住宅リフォーム助成制度というのが多

くのところで今やっているのですけれども、それ

とはほぼ似たような制度というふうに捉えていい

のでしょうか。 

○小原功建築課長 似たような制度があることは

承知しておりまして、そのような制度と当市の制

度も似たような制度になります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 今回、この1,000万円ということで、建設関係

のこういった事業をやるというのは経済波及効果

が相当大きいと、こんなふうにも言われておりま

すけれども、原課としては、この事業をやること

によって経済波及効果はどのくらいあるかという

のは試算などはしているのでしょうか、もしして

いるのであれば、伺いたいと思います。 

○小原功建築課長 決算委員会でも同様の御質問

をいただきましたけれども、アンケート等を問う

べく新年度に向けまして、この事業を使った場合

に情報を得たいと考えておりますけれども、現在

のところ、そのデータは把握しておりません。 

 あと、先ほどのほかの市町村と同じような制度

かという部分について補足させていただきますけ

れども、子育て支援世帯につきましての補助率の

かさ上げというものを行っておりますことをつけ

加えさせていただきます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、これまでの融

資制度、プラス今回のこのわかりやすく言えば住

宅リフォーム助成制度と似た制度だというふうに

捉えてよろしいですね。 

○小原功建築課長 補助の対象でございますけれ

ども、住宅リフォーム資金融資制度、既存の制度

につきましては、カーテン等の備品になるような

ものにつきましても更新するということで対象と

しておりますけれども、今回の新たな制度につき

ましては長寿命化を図られるような外壁、屋根の

仕上げ等の改修工事、また省エネ化を図ることと

して窓やサッシの断熱性能の向上、バリアフリー

化としてスロープの設置など、また子育て環境改

善といたしまして、床や壁の防音対策や転倒等の

けがの恐れのある箇所への防護工事等を補助対象

としているところでございます。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

 私ども実は、こういうこともあわせてぜひやる

べきだというふうに言っていた、いわゆる住宅リ

フォーム助成制度のほぼ同様のものだということ

を確認いたしました。  

 非常にいいことだというふうに思います、さら

に住宅リフォームがいわゆる定額の部分で進むと

思いますし、これによって中小零細の建設関連業

者、さまざまな形で仕事ができるということで、

経済波及効果も相当大きくなるだろうというふう

に、これは期待をしたいと思いますし、よくやっ

てくれたなというふうに思います。 

 次に移ります、議案第15号網走市手数料条例の

一部改正にかかわって質問しますが、手数料条例

の一部改正についての概要については、委員会で

伺っておりますので、その具体的な内容について

御説明いただきたいと思います。 

○小原功建築課長 今回、新たに長期優良住宅建

築等計画認定審査手数料の審査を行う事務の中に、

法の改正に基づきまして増築、あるいはまたは改

築を行うものが含まれましたことから、当市の手

数料を改定するものでございます。 

○松浦敏司委員 それで、今回のこの条例改正の

対象となる相手方はどういう人たちになるのか、

伺いたいと思います。 

○小原功建築課長 新たに増築、または改築をで

きるということでありますので、既存、今現在

建っていらっしゃる住宅お持ちの方が対象になり

ます。 

 まず、長期優良住宅ということですので、長期

優良住宅とはどのようなものかということを御説

明させていただきたいのですけれども、長期優良

住宅ということは、長期優良住宅の復旧の促進に

関する法律に基づき認定された住宅のことであり

まして、長期にわたり良好な状態で使用するため

の措置が講じられた住宅、これにつきましては構

造の強度化とか、耐震化だとか、省エネ化も含ま

れておりますけれども、こうした住宅を長期優良

住宅と位置づけておりまして、これの普及を促進

することで環境負荷の低減を図り、良質な住宅ス

トックを将来世代に継承することで、より豊かで

優しい暮らしへの転換を図るものとなっておりま

す。 

○松浦敏司委員 そうすると、この中身も読んで
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みて感じたのは、個人の住宅も該当になるところ

もあるかもしれないけれども、多くはアパートと

かマンションとか、そういったところが対象とな

るのかなというふうに私は印象として思ったので

すが、その辺、御説明いただきたいと思います。 

○小原功建築課長 共同住宅等につきましても今

回、長期優良住宅の該当になることになります。 

 個人住宅とあわせて共同住宅もということです。 

○松浦敏司委員 わかりました。両方とも対象に

なると。 

 それで、これは中には相当高額な手数料という

のも書いてありましたけれども、これは審査をす

ることになるのだろうと思うのですが、この審査

はどこがやるのでしょうか。 

○小原功建築課長 登録住宅性能評価機関という、

指定された機関が行うこととなっております。 

○松浦敏司委員 そこは網走にはそういうところ

はあるのですか。ないのであればどこにあるのか

伺います。 

○小原功建築課長 網走を含め管内にはございま

せんで、民間の確認申請機関がこれらの審査業務

を行っておりますので、道内でいきますと札幌市

に数社あることでございます。 

○松浦敏司委員 そうしますと、今回のこの手数

料というのは、当然そこから手数料は市に入るも

のだというふうに思うのですが、その業者、審査

する業者については支払いというのはどんなふう

になるのですか。 

○小原功建築課長 当市で認定を行う場合に、こ

の先ほどお話ししました登録住宅性能機関による

技術審査を受けて、確認申請書とこちらの認定申

請書をあわせて市のほうに提出していただきます

ので、所有者等につきまして、住宅を建てられる

方等につきましては、あらかじめ性能評価機関へ

申請を行って、技術審査を受けていただき、それ

を市に添付していただくということで、そのとき

には市のほうに手数料としてお支払いいただくも

のとなります。 

○松浦敏司委員 そうすると、その個人なり、共

同住宅を持っている人は、市の手数料のほかに事

前に審査機関に対して申請をし、そのときにそこ

にはそこで別に支払いが発生すると、こういうふ

うに捉えてよろしいですか。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 それで、これは多分、任意性のものではないか

というふうに思うのですが、任意性ということで

考えてよろしいでしょうか、確認したいと思いま

す。 

○小原功建築課長 委員がおっしゃるとおりでご

ざいます。任意性のものでございます。 

○松浦敏司委員 それは理解いたしました。そう

そう、たくさんはあるものではないとは思います

が、それは理解いたしました、わかりました。 

 では、次に行きます。教育費の関係であります。 

 以前も取り上げたことはあるのですが、小中学

校のトイレについてであります。現在の小中学校

の和式と洋式の割合はどのようなっているか伺い

ます。 

○林幸一管理課長 小中学校にへおけます和式と

洋式の割合につきましては、前年度の洋式の割合

が42.6％でありましたけれども、今年度、大規模

校を中心に洋式化を進めたこともあり、和式の割

合が49.2％、洋式が50.8％となっております。 

○松浦敏司委員 ほぼ、半々に近いような状況だ

というふうに思うのですが、ただ、今、問題に

なっているのは、私などもそうですけれども、私

の世代などは和式が当たり前だった世代ですから、

そんなに抵抗はないけれども、実は今の若い子供

たちは、実は和式というのは余り経験がない、例

えばどこか田舎のおじいちゃん、おばあちゃんが

いれば、そこがたまたま和式ということはあるか

もしれないけれども、今はもう農村地域でも合併

浄化層でいわゆる水洗化の状況になっているとい

うことで、実は市内校の中でも小学生、中学生は

和式を使いたくないということがあったり、使お

うと思ってもいわゆるしゃがむことができない、

和式で。という子も結構いるというふうにも教員

の人に聞いたことがございます。 

 そういう意味では、和式トイレのあり方という

のは、今、ほぼ半々で、若干洋式のほうがふえて

きているというふうにお話がありましたけれども、

これについても今後、やはり行って考え直してい

かなければ、洋式をもっとふやす、和式は最小限

にとどめるというふうにする必要があるのではな

いかというふうに思うのですが、その辺でのお考

えを伺います。 

○林幸一管理課長 学校におきまして、トイレ利

用についての指導をしていることと思いますが、

和式で用が足せない子どもがいるとのお話は聞い
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ていないところでございます。 

実態を把握していないところでございますが、

学校におけるトイレ利用に関する指導におきまし

て、和式に関する指導も実施しているところでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 和式のトイレを全部なくせとは

全く思っておりませんが、我々の世代でも非常に

和式は使いにくいので、どうしても洋式を使うよ

うに私自身もなっていますから、そういう意味で

は比率を今後、洋式をふやしていくというのは考

えるべきだし、そして衛生面からもそのことが求

められているのではないかと、いろいろな何とか

ウイルスとかあったりしますので、ノロウイルス

だとか、いろいろな関係からいっても洋式を今後、

進めていくというのが望ましいと思いますので、

これはぜひ今後の課題にしていってほしいと思い

ます。 

 次に、市民健康プールについてであります。 

 この市民健康プールについては長年の念願が

叶って、やっと昨年の４月から通年通して使える

プールとなって、非常に市民も喜んでいることだ

と思いますし、オープンしてから間もなく１年が

たとうとしております。同時に、利用してみて幾

つかの問題点も出てきているというふうに聞いて

おります。 

 そこでまず１点目に、昨年の４月にオープンし

てから直近までの利用状況について伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 市民健康プールの利用

者数でありますが、昨年４月29日のオープンから

２月末までの利用者はプール利用４万692人、多

目的ルーム3,140人、計４万3,832人の御利用をい

ただいたところでございます。 

○松浦敏司委員 これは当初の目標からすると、

どんなふうになりますか。 

○岩本博隆スポーツ課長 プールの利用につきま

しては今回であれば11カ月間で、３万3,000人を

見込んでおりましたので、既にそれを7,000名ほ

ど超える利用でございます。 

 また、多目的ルームにつきましては、5,600人

を見込んでおりましたが、それを下回る数値に

なっております。 

○松浦敏司委員 多目的スペースについては若干

下回っているということでありました。 

 それで、利用者からいろいろ声を聞いています。

例えば、競技用プール、あるいは多目的プール、

幼児用のプールの滑りどめが非常に強くてすり傷

が絶えないというふうにも聞いておりますけれど

も、この点についてどのような認識を持っている

か伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 プールの滑りどめ加工

についてありますが、競泳プールではターンする

壁面、多目的プール、児童プールの床面、さらに

各水槽の周りには滑りどめを加工しております。 

 滑りどめの目の粗さにつきましては基準があり

まして、その基準により設置をいたしました。 

 しかし、その目が粗いという御指摘がありまし

て、今回、改善をしようと思っております。 

 先日、水泳協会の代表の方に、その加工のサン

プルを見ていただきまして、そのざらざら感とい

うのを実際に触っていただきまして、この番手で

いいということの確認もいただいておりますので、

その番手で改修をしようと考えております。 

○松浦敏司委員 私も先日、行ってまいりました

けれども、多目的プールでいいますと指導員の先

生方は足の裏がすり減って出血するということで、

それ用の足袋のような保護するものをはきながら

やらなければだめだということで、とりわけ子供

たちについては肌が非常に柔らかいということも

あって、ある程度やるとほとんどの子供が出血す

るというようなことでありましたし、それから多

目的プールや幼児用のプールのサイドのところの

滑りどめがきついために、そこに触れることに

よってすり傷ができるとか、水泳用の水着が破れ

るというようなこともあったということでありま

して、市民健康プールという名前もついているの

に、こういった形でけがをするというようなこと

であれば、早急な改善が本来であればなされなけ

ればならなかったのではないかと、オープン当初

からそういった声が上がっていたのではないかと

思うのですが、その辺はどのように認識している

でしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 オープン当初から、今、

御指摘のことというのことは利用者から聞いてお

りました。 

 プールサイドの滑りどめ以外につきましては、

水を抜かなければできない工事になっておりまし

て、年１回、水を抜く際、今、水泳協会と協議を

いたしておりまして、目的としている大会等の前

に水を抜いて休館にするというのは避けたいと

思っておりますので、その時期については今、調
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整中であります。 

 今回、水を抜く際に、今、御指摘のありました

滑りどめの加工につきましては、それが軽減され

るような改修をしてまいりたいと考えております。 

○松浦敏司委員 本来であれば、そういった声が

上がった当初、やはり早急に私は改善すべきだっ

たというふうに思うのです。 

 その辺がきょうまでやられてこなかったと非常

に残念であります。 

 あと、多目的プールに手すりがつくというよう

な予算が出されておりますけれども、これはどこ

にどんなふうにつくのか伺います。 

○岩本博隆スポーツ課長 来年度、設置いたしま

す手すりにつきましては、多目的プールのスロー

プの水槽側と申しますか、そちらのほうにつける

予定をしております。 

○松浦敏司委員 先日、私は体験をしてきました。

生まれて初めてプールというところに入ってみま

した。ということは、私は泳げないということな

のですが、女性たちのサークルで運動していると

ころに参加させていだいたのですが、実は水圧と

いうのは物すごいものだということを実感しまし

た。 

 そういう意味では、大雨洪水のときに用水路で

簡単に人間が流されるという、そのこと、このよ

うにしてなるのだなというのを実感したのですが、

そのときに水になれていない私は簡単に水圧に影

響されて転びそうになるのです。転び掛けたので

す。ところが、実はつかまるところがない、それ

が実感したのです。 

 たまたま先生が手を差し伸べてくれて、松浦さ

んおぼれそうだということで引き上げて何事もな

かったのですが、つまり本来、多目的プールとい

うのは、そういった水になれていない人たちが、

いざというときにつかめる、そういった手すりの

ようなものがあるべきなのだと思うのですが、そ

れがないということで、今回、そのスロープのと

ころにつけると、１カ所しかつかないということ

になるということなのでしょうか、ほか３面はつ

かないということでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 今、手すりの件につき

ましては、水泳協会の方とよく協議をいたしまし

た。 

 手すりのところにつけると先ほど申し上げまし

たが、ほかの３面については腰掛けキックといい

まして、そこに腰を掛けてももから下を水に入れ

てバタ足をする練習をしたいと、そこに手すりが

あると、その手すりが邪魔になって、その練習が

できないと。 

 したがって、本来であれば全部ついていたほう

がいいのだけれども、そのバタ足をやらないス

ロープのところだけつけていただきたいという結

果となりました。 

○松浦敏司委員 そうはいっても本来、多目的

プールというところには、確かに出っ張った手す

りはあると邪魔になると思います。 

 でも、出っ張らない形で本来はついていなけれ

ばならないものではないかと、いわゆる本来の

出っ張った手すりではなく、壁のところにといい

ますか、そういうものだと、そういうものがつく

べきだというふうに私は思うのですけれども、今

回、それがついていないと。ついていないことが

私は問題だというふうに思うのですが、その辺は

どのように考えたらいいのでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 手すりにつきましては、

今、御指摘のとおり三方なり、四方なりというこ

とでつくことが理想でありましたが、私どもの認

識不足によりまして設置がされなかったというこ

とでありますので、その辺はおわび申し上げたい

と思います。 

○松浦敏司委員 私にわびられてもどうしようも

ないことなのですけれども、つまり、本当に利用

者がやはり困るのですよね、なれた利用者は、水

になれていますから、これは初心者というのは決

定的に水に影響されますから、水流に影響される

ので、つかむところがないというとは大変な不安

になります。 

 水になれていないがために恐怖感にもさらされ

るということがありますので、これは今となって

はこれ以上、工事ができないのかもしれませんけ

れども、非常に残念だと思います。 

 そういう意味では、ここを利用する上では指導

する人たちに対しては、いわゆる初心者が利用す

るきは、やはりそれなりの指導者を初心者に、側

近につく形でやらないと、先ほど言った私のよう

な、おぼれかけるというようなことになってしま

うので、スポーツ課としても今後、利用者につい

てはその辺、配慮をしていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○岩本博隆スポーツ課長 プールの監視につきま
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しては、必ず２名、混んでいるときは３名という

形で、必ずプール室内に職員がいることとなって

おります。 

 今後も、安全に気をつけていくよう指定管理の

ほうに依頼をしたいというふうに考えています。 

○松浦敏司委員 同時に利用する人たちの指導者

についてもその辺、初心者が来たときにはしっか

り対応できるようにしていただきたいというふう

に思います。 

 それで、まだ問題があるのですが、実は幼児用

のプールがフラットになっていない、水面が低い

のです。指導者に聞くと、幼児用のプールこそフ

ラットでなければ、床面に手をついてバタ足をす

るときに今の状態だと背中が反っくり返るような

形で、それができないということで、何でこんな

設計になってしまったのだということで、これも

非常に改善をしてほしいという声が出ております。 

 この辺について、なぜこんなふうになってし

まったのか、伺いたいと思います。 

○小原功建築課長 このことにつきましては、建

築課では、今回、委員からの御指摘をお聞きした

ところですので、早急に現地調査を行いまして、

状況を把握させていただきたいと考えております。 

○松浦敏司委員 ここを直すのも相当、難しい課

題もあるのだろうと思いますが、ぜひその辺、よ

ろしくお願いします。 

 あと、これも大きな問題だと思うのですが、

プールにはプールサイドに排水溝があります。そ

のほかに側面といいますか、壁際に側溝がありま

す。 

 それは、プールに一定の人たちが入ることに

よって水が溢れると、それは最初はプールサイド

の側溝である程度、飲むけれども、飲みきれない

のが壁際まで行って、そしてその壁際の排水溝か

ら流れていく。これが本来なのだと思うのですが、

実はここが非常に問題でありまして、これも私、

見て驚いたのですが、まず水着に取りかえてプー

ルに行く直前にシャワーが三つほどあります。そ

こがシャワーの水が落ちて、そして体を清潔にす

ると。そして中に入るのですが、もう既にそこで

排水溝が流れずにたまってしまうという、こうい

う状況がありました。 

 なぜなのだろうということでふたをはぐってみ

ると、実は、その排水溝と言われる溝と思われる

ものがありましたけれども、５ミリぐらいしかな

い溝です。そして傾斜がないために流れていかな

いということが起きていました。 

 これについて、建築サイドではこの状況を知っ

ていたでしょうか。 

○小原功建築課長 実際に施設を使用している段

階で流れにくい状況になっていることは確認をし

ております。 

 設計では、排水処理が必要な部分につきまして

は、排水溝を設置し、水処理に必要な溝の深さだ

とか、勾配をとりましたけれども、排水溝の上に

乗せる排水ふた、溝の切っているグレーキングと

呼ばれるものですけれども、それの形状により流

下断面が小さくなり、先ほど委員おっしゃいまし

た、その下の流れる部分が少なくなっているとい

うご指摘の部分ですけれども、そういうことがあ

り、あとはシャワーの水量だとか、先ほどおっ

しゃられたプールのオーバーフロー、それらの水

量が多いことなどで流れにくい状況となったもの

と考えております。 

 これらにつきましては、平成28年度、先ほどス

ポーツ課の答弁にもございましたけれども、ほか

の部分で若干の改修を行うこととしておりますの

で、これらにあわせまして、この排水溝につきま

しても改善策がとれないかどうかということを検

討したいと考えております。 

○松浦敏司委員 具体例で言いますと、どうなる

かというと、大量の人が入って溢れた水がプール

サイドでの排水溝をある程度飲んで、それを飲み

きれないのが端までいって、端にある排水溝で、

本来は流れるけれども、流れずに戻ってきてまた

プールに入るという、こういう状況もあるのです。

現実に。 

 それは今、しっかりプールで循環して殺菌もし

ているから大丈夫だと、確かに大丈夫なのかもし

れませんが、非常に不愉快ですよね。そういう一

旦、外に流れていったものが、またプールの中に

入ってくるというのは非常によくないし、やはり

私は設計上の問題なのではないかと本来、こんな

ことはあり得ないと思うのです。 

 一旦、出たものが最終的に飲み込むはずの排水

溝が、溝が浅くて、そして傾斜もなくて、流れな

い。少量の水でも流れない。これは明らかに設計

ミスだというふうに、私は素人なりに思うのです

が、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○小原功建築課長 先ほどの繰り返しになります
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けれども、先ほど申し上げたとおり設計当時の想

定より流れにくい状況があるということなど確認

しておりますけれども、一概に設計ミスというこ

とでは考えておりません。 

○松浦敏司委員 では、ミスがなければ私は水が

流れるのだと思うのです。そういったミスがある

から水が流れないと。そしてわずかな水だって

プールの入り口にあるシャワーを浴びただけで、

その水がたまって職員が水を掃いているという、

そういうのも見ましたけれども、これは明らかに、

本来の姿ではないのははっきりしていますし、私

はミスだというふうに思います。 

 それで、これはどこかの業者に外注して、そし

て設計をつくったのだろうというふうに思います

が、それはどこの業者に設計を依頼したのか、そ

れからそれに対して市はどんなふうな関与をして

いるのか伺います。 

○小原功建築課長 設計を行っている設計事務所

に外注し、設計をしていただきました。 

 市のかかわりといたしましては、市の監督員も

つきまして、また別に管理委託のコンサルもつけ

ておりまして、業務完了には検査も行っていると

ころでございます。 

○松浦敏司委員 よく建築関係なんかもそうです

けれども、瑕疵担保責任というのがあります。こ

れは、受け取った、工事が完了して受け取って、

そして受け取った側が何らかの欠陥ないし、そう

いったふぐあいがあった場合には、１年以内にそ

れを訴えれば相手側がそれを改善しなければなら

ないと、こういうようなことがあるのだと思うの

ですが、まさにことしは、今回のこの事例という

のは、ここに値するのではないかと思うのですが。

それはまさに３月ですから、まだ。時期がまだ瑕

疵に気がついて１年以内ですから、その辺はそう

いう方法をとる考えはないのでしょうか。 

○石川裕将建設部長 排水不良ということでござ

いますけれども、先ほど、課長のほうから申し上

げましたけれども、例えば大きな外の河川敷とい

うか、そういう構造物でありますと、例えばどの

ぐらいの水量が来るので、どのぐらいの断面にす

るということでございますけれども、こういう建

築の中の簡易なといいますか、排水溝等につきま

しては、そういう例えば水の量の計算とか、そこ

まで詳しくはやらないので、経験則的に通常は設

置しているのが通常でございます。 

 それとあわせまして、人が歩くところですから、

これは大きな勾配もとれないということもござい

まして、今の形状になったということでございま

すけれども、ただ、先ほど建築課長申し上げまし

たけれども、ふたの形状によりちょっと断面が小

さくなったということもございますけれども、こ

れは私どもとしましては設計ミスというふうに捉

えてございませんし、また施行不良というふうに

も捉えてございませんので、仮に施行不良とあれ

ば瑕疵担保責任というのが存在しますけれども、

今回のケースについては私どもの判断としてはそ

れに当たらないという判断をしているところでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 ちょっと誤解しているのかなと

思うのですけれども、私は床面のことを言ってい

る、床面は一定程度、平でなければならないのだ

けれども、私が言っているのは壁に近い、一番外

側にある排水溝が浅すぎる、スマホぐらいしか溝

がないのですよ。そこにもって傾斜がないから流

れないのが当たり前ですよ。 

 だから、その溝が、私に言わせれば溝にもなら

ないと、くぼみみたいな感じですよ。これが少な

くても３倍ないし４倍ぐらいの深さがあれば、水

が飲み込めるし、そして勾配があれば、水はス

ムーズに排水されるはずなのです。それがされて

いないということであれば、これは根本的な設計

上のミスだと私は思うのです。床面のことを言っ

ているのではないのです。 

 排水溝そのものが溝になっていないというふう

に私は思うのです。何センチ以上が溝なのかとい

うのは私は素人なのでわかりませんけれども、到

底、見ていただければわかりますけれども、溝と

言えないような凹です。この程度のものだから、

これでは本来の排水溝の役割は果たさないという

ふうに思うので、だから設計ミス、瑕疵があるの

ではないかというのは、そういう意味からなので

す。 

 その辺、部長、現場見たのでしょうか。その辺

伺います。 

○石川裕将建設部長 申しわけございません、私

は現場をはっきり確認していませんけれども、先

ほど課長が申し上げましたけれども、勾配がない

ということではなくて、一定程度の勾配もとって

いますし、断面も当初考えた、断面も当初流れる

というふうに判断をし、考えたのですけれども、



 

－ 199 － 

たまたまといいますか、グレーチングが断面をふ

さぐような形状のものを使用してしまったという

ことで、そこで断面が小さくなってしまったとい

うことも原因の一つとしては考えられるというこ

とで考えています。 

 決して、勾配がないということではなくて、一

定程度の勾配をとっていますし、途中から抜くよ

うな造作もしておりますので、当初は十分だろう

というふうに想定をしましたけれども、結果的に

断面不足になったというふうなことで考えており

ますので、先ほど課長申し上げましたけれども、

今回のほかの改修にあわせまして何とか改善でき

ないかということは検討させていただきたいと思

います。 

○松浦敏司委員 なかなか私の言っていることが

理解されていないのかなと。傾斜がないとは言っ

ていない、傾斜が足りない、排水溝の傾斜が足り

ないためにスムーズに流れない、ぜひ部長見てほ

しいのですけれども、ふたをはがしたらわかると

思うのですが、いわゆるシャワーを浴びてプール

に入るところというのは、水が溝もどきにたまっ

ていますから、流した寸前というのは。これはや

はり排水溝とは言わないと言わざるを得ない。水

たまりができるような排水溝のようなものという

ぐらいなものですね。非常に問題があるというこ

とでありまして、これは直すということですから、

しかしこれは今、直すということは市がお金をか

けて直すということになるでしょう、今のままで

いくと。 

 だけど、瑕疵があって、もしそのまま責任が問

えるのであれば、それは業者の責任としてやって、

市の税金を使わなくていいわけですから、ぜひそ

の辺、もう一度瑕疵があるか、ないかについて内

部で検討すべきと思うのですが、その辺いかがで

すか。 

○石川裕将建設部長 すぐに私も直接、現地確認

させていただきまして、そこら辺も含めて考えさ

せて、検討させていただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 ぜひ現場をしっかり見ていただ

いて、利用者の声もぜひ聞いていただいて、せっ

かくできたプールですから、みんな気持ちよく使

えるようになるのがいいことですし、より多くの

市民が使えるようになればいいなというふうに

思っております。 

 私も今回、生まれて初めて水に入って、運動し

て１時間ほどやりましたけれども、その結果、足

の裏がすり減って、出血寸前にはなりましたけれ

ども、やはり水中運動の大切さというのを実感し

ておりますので、時間があるときには引き続き機

会があれば参加していきたいなというふうには思

いますけれども、ぜひ改善のほうをよろしくお願

いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○平賀貴幸委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午後４時16分休憩 

───────────────────────── 

午後４時24分再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私のほうからも幾つ

かお伺いをさせていただきます。 

 まず、都市計画マスタープラン策定事業につい

てであります。代表質問でも質問させていただい

ているところでありますけれども、いわゆるコン

パクトシティー化を試行していくということと、

また、その街の中に幾つか拠点をつくり、それを

公共交通のネットワークに結んでいくという発想

でのコンパクトシティー化であるという部分は代

表質問でも認識をともにさせていただいたところ

でありますけれども、人口減少局面での都市計画

ということであります。 

 非常にさまざまな課題を解決するため、一つの

重要な取り組みになっていくというふうに考えて

おりますけれども、まず一つは今、網走の各エリ

アの人口の集積状況からすると、町の背骨が一体

どこに置かれるべきなのだろうかという課題がご

ざいます。 

 まさにこれからマスタープラン作成する中で検

討されていくことだと思うのですけれども、この

網走市内の各エリアの人口集積の状況をどう捉え

ているのか、まずお話を伺わせていただきたいと

思います。 

○立花学都市開発課長 都市計画マスタープラン

についての御質問でございますけれども、都市計

画マスタープラン、通称都市マスと呼んでおりま

す。都市マスの見直しにつきまして今年度、27年

から取り組んでいるところでございます。 

 都市マスは、平成14年度に20年後を見据えた将

来の町のあるべき姿を示す基本方針を策定されて
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いるものでございます。  

 策定から10年余り経過した現在、さらなる人口

減少、少子高齢化、今、委員がおっしゃるように

人口の集積されている駒場地区であるとか、大方

の店舗が建っているゾーンであるとか、そういう

町を取り巻く環境の変化が進んでいるという状況

から、まちづくりの基本と言える土地利用や都市

基盤整備などの方向性について、いま一度検証を

行い、より効果的な都市づくり政策を進めていく

ために見直しを行うものでございます。 

 現在、進めております見直しの状況でございま

すけれども、これまで学識経験者、市内の関連団

体、また一般の公募市民の方々から構成される策

定委員会を２回、これまで開催をしているところ

でございます。 

 また、市民のアンケート調査を実施いたしまし

て、多くの方々から御意見をいただいている状況

でございます。 

 委員からお話のあった、どういう人口の集積が

なされているかという御質問でございますけれど

も、調査の中ではやはり駒場・潮見地区に人口が

集中するという状況で、将来の人口ビジョンを見

据えた中では、人口の減少比率としては潮見、駒

場、その地区につきましてはほかの地区に比べて

人口減少は進まないという地区になってございま

す。 

○近藤憲治委員 人口ビジョンを読むと潮見と駒

場は人口としては減るスピードは遅いのだけれど

も、高齢化というのは非常に進みやすい地域だと

いうのも読み取ることができます。 

 そういった、各地域の特性を見据えながらこれ

からマスタープランつくられていくのだと思うの

ですけれども、そこでもう１点、気になることが、

これまで網走の都市計画というのは過去を見てみ

るとやはり郊外に拡大をしていく形で計画をつく

られてきました。この先というのは、人口減少を

見据えると全体の流れはコンパクトシティー化で

すので、まず一つはこれ以上、拡大はされないと

いう前提を確認させていただきたいと思いますけ

れども、その方向でよろしいでしょうか。 

○立花学都市開発課長 今後の都市計画の土地利

用の拡大についての御質問でございますけれども、

今、委員からお話のあったとおり、今後コンパク

ト化に向けて、土地の利用の拡大については、土

地の建物を建てる制限だとか、そういうような形

をとるエリアというのは拡大させないという方向

で今回の見直しについては進めている状況でござ

います。 

○近藤憲治委員 そこは認識が共にできるところ

だと思います。  

 そしてもう一つ、潮見やつくしにあります公営

住宅がやはり町の機能を全体見渡すと非常に郊外

エリアに、中心部からちょっと遠い地域の機能が

集積しているところからやや離れたエリアにあり

ます。 

 これも状況を考えると、やはりこの先、車運転

できる方減っていく、お年寄りがふえていくとい

う場合に、このつくしや潮見の公営住宅の位置関

係というのをどう捉えていくのかというのも考え

なればならないと思うますけれども、現段階の認

識をお伺いいたします。 

○立花学都市開発課長 つくしヶ丘・潮見の公営

住宅に住まわれる高齢者が今後の生活の利便性が

心配される件の御質問かと思いますけれども、現

在、今回の見直しに向けていろいろな課題を検討

している中で、現在のバスの利用状況について調

査をしております。 

 その中では潮見から駒場のアルサキット   

あたりに、かなりの方がバスを利用されていると

いう実態がわかっておりまして、そういう実態も

踏まえて、今後は潮見、つくしから全体の市内を

ネットワーク化するバスとあわせて、集積ゾーン

だけでの周遊できるネットワークづくりというの

を強化していきたいというふうに検討していると

ころてす、 

○近藤憲治委員 このマスタープランの見直し、

これからまた28年度も行う事業ですので、折触れ

て議論させていただきたいと思います。 

 次に、天都山公園整備事業でございます。こち

らもさきに質疑ございました、事業内容等は理解

をさせていただいておりますけれども、整備費と

しては6,000万円計上されていますけれども、実

際、整備した後のランニングコストがどの程度見

込まれているのかお示しいただきたいと思います。 

○立花学都市開発課長 現在、天都山公園整備に

ついてでございますれども、先ほど川原田委員さ

んのほうにも御説明したのですけれども、整備の

内容といたしましては旧流氷館跡地を起点といた

しまして、現在、流氷館が新規に新設された流氷

館の前後に道路がございます。 
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 そこの部分含めて、今回、整備をしていくと、

背後には、インターロッキングの園路が既に整備

されているのですけれども、現在、バリアフリー

としての勾配が確保されていないということもご

ざいまして、そこの部分についても今回、大きな

範囲の中で整備を行っていくと。 

 また、旧流氷館跡地からのロケーションといい

ますか、それが非常に景観的にも旧流氷館を利用

されていくという状況の中でも、知床連山を見ら

れて、そこで写真撮影するであるとか、そういう

非常に景観にもすぐれた場所ということもあるの

ですけれども、現在の高さが若干、その景観を望

む上では少し盛り土が必要だということで、２

メーター程度の盛り土を考えてございます。 

 また、園路の中には植栽であるとか、公園の芝

であるとか、憩いの場所での自然を生かした整備

として、整備については全体の事業費としては金

額としては大きなものになるのですけれども、そ

ういった整備を考えてございます。 

 今年度、整備に向けてこれから工事を行うわけ

ですけれども、現在、昨年からリニューアルオー

プンしてから、そういう維持管理につきましては、

従来から観光部から聞き取りをしている状況でご

ざいますけれども、網走観光公社が主体となって

維持管理を受託されているということで聞いてお

りまして、維持管理費用につきましては、基本的

にはそういった整備の中では草刈りがメーンに

なってくるのかなということで捉えているのです

けれども、現在、整備するエリアの面積はわかっ

ているのですが、実際に公園整備後の整備費とい

うのがどのぐらいになるかというのは、実際に出

来上がってみないと正確な金額は出ないかなと

思っているのですけれども、現段階では、大体全

体の現在の流氷館の周辺も含めた維持管理費用と

して360万円程度をかかるのではないかというこ

とで試算している状況でございます。 

○近藤憲治委員 わかりました。 

 いずれにせよ、多額の資本を使って整備して完

了するということになりそうですので、やはり多

くの方に使っていただく工夫が必要で、その際に

は観光部が取り組んでいるような、天都山エリア

の魅力構築事業、天都山エリアの各事業者や各施

設が連携して、天都山全体の魅力を高めようとい

う取り組みをされていますので、その中からどう

いう公園が必要なのだろうかみたいな話も吸い上

げながらいい施設にしていっていただきたいとい

うふうに思います。 

 次に、空き家バンク事業、これも質疑なされて

いますので、内容としては理解をさせていただき

ました。どからかというと、今回のこの空き家バ

ンク事業は、情報を集積して整理をするというと

ころに重きを置かれているのかなということを、

過去の質疑を聞きながら感じております。 

 最終的に整理をした後、また別の形で先ほどの

御答弁、やりとり聞かせていただくと市民のニー

ズに答えられるような形だとか、移住者ニーズに

答えられるような形での事業に転用できるといい

ですねというよな御答弁だったと思うのですけれ

ども、そのような内容でよろしいか確認させてい

ただきたいと思います。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

○近藤憲治委員 それでは、まずはしっかりと進

めていっていただきいと思います。それでは次に

進みます。社会教育についてお伺いいたします。

それでは社会教育全般なのですけれども、当市の

社会教育の方向性について、いま一度お伺いした

いと思います。当市の目指す社会教育のあり方、

また社会教育を通じてどのような市民をふやして

いきたいのか、人づくりを進めていただきたいの

かという大きな話を今一度、お示しいただきたい

というふうに思います。 

○吉村学社会教育課長  

網走市の社会教育の方向性についての御質問でご

ざいますが、当市の社会教育につきましては、平

成21年３月に策定されました、第３次網走市社会

教育長期計画により、平成30年度までの10年間の

方向性が示され、また、平成27年度に設置されま

した網走市総合教育会議におきましても、網走市

教育大綱が示されているところでございますが、

社会教育が市民の生きる、働く、学ぶの質を高め

るために、寄り添い励ますこと。学びが暮らしを

問い、暮らしが学びをまた問い直す関係をつなぐ

ことを社会教育の基本目標として施策を取り進め

ているところでございます。 

○近藤憲治委員 今、お話がありましたように、

社会教育というのは、つまるところ人づくりなの

だというふうに思います。そして人づくりを通じ

てまちづくりを進めていくというところに大事な

意味があるのかなというふうに承らせていただき

ました。 
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 ことしの予算書を見させていただいても非常に

多種多様な対象も多様な世代も含めて、非常に幅

路広い事業、施策に取り組んでおられますけれど

も、この全ての事業が今、御答弁いただいたよう

な大局的な目標に向かって取り組んでおられると

いうことでよろしいのかどうかお示しいただきた

いということと、また、この予算書に並んでいる

幾つかの施策を例に今、答弁されたような方向感

から進んでいる、例えばこの事業は、こういう切

り口だからこの着地に向かっているのですよとい

うような例があればお示しいただきたいと思いま

す。 

○吉村学社会教育課長 社会教育の各事業につき

ましては、委員のおっしゃられたとおり対局的な

方向で、同じ方向で進めているという認識でござ

います。 

 社会教育につきましては、先ほども言いました

けれども第３次社会教育計画を基本といたしまし

て、３年ごとの網走社会教育推進計画を策定して

目標に向け事業を進めているところでございます

が、生涯学習におきましては、大人が楽しく学び、

活動する姿を通して、子供が地域の人を知り、地

域やさまざまな物事について学ぶ大切さを感じて

いくものと考えております。 

 事業の中で、子ども科学フェスティバルや宇宙

の学校では大人が子供と同じ目線で科学やものづ

くりの他の楽しさを学ぶ機会を持っております。 

 このことで、大人自身が体験した楽しさを子供

に伝えることができているかと思っています。 

また、大人と子供が互いに学び合うという体験

から、豊かな心と協働の意識が育まれているもの

と期待しているところでございます。 

また、あばしり学におきましては、多様な世代

がともに楽しみながら体験活動を行うということ

が、町づくりや人づくりのきっかけとなっていて

いると考えています。 

網走の魅力を体感し、網走に住んでいることの

楽しさ、すばらしさと将来に向けて守っていかな

ければいけないことを世代を問わず共有している

ことが、結果としてまちづくりにおいてそれぞれ

の各世代での役割を担う人材が育まれることにつ

ながっているのではないかというようなことを考

えているところでございます。 

○近藤憲治委員 ぜひ、今、御答弁いただいたよ

うな方向性や理念を多くの市民の皆さんと共感で

きるようにしていただきたいなというふうに思い

ます。 

いろいろな施策がうたれていますけれども、一

部市民の皆さんの中にはどこがどうなって、何が

社会教育なのかわからないという御指摘もありま

すので、やはり全体としてこういう方向に向かっ

ている中から導き出された施策がこれなのです、

私もそういう話をするようにしていますけれども、

ぜひ原課としてもそういった、大きく目指すとこ

ろはここなのですというのを市民の皆さんと共有

できるような取り組みも進めていっていただきた

いというふうに思います。 

それでは次に、学校給食についてお伺いをいた

します。 

学校給食は、地産地消の拡充を積極的に進めて

いっていただきたいという質問でございます。こ

れまでも、さまざまな形で学校給食の場で地域の

食材を使う、またはその地域独自のメニューを出

すというような工夫をされてきたということは承

知していますけれども、網走の特性からするとま

だまだできるというふうに感じております。ぜひ、

積極的な取り組みを望みたいと思うのですけれど

も、現状と展望をお伺いいたします。 

○林幸一管理課長 地元の食材を活用した学校給

食の献立の取り組みといたしましては、行者菜  

給食、ふるさと給食、くじら給食、網走和牛ハン

バーグ給食、網走ちゃんぽんによる給食など、地

元の食材を活用した給食献立を子供たちに提供し

ているところでございます。 

 また、健康管理課で進めておりますベジラブル

運動の推進を受け、野菜の自給食をＪＡさんの協

力のもと実施しております。 

 このほか、給食用パンには網走産の野菜ペース

トを混ぜ込んだもの、パンの製造業者と協力して

開発し使用しており、28年度からは学校給食で提

供するパンは全て網走産小麦粉を使用することと

しているところでございます。 

○近藤憲治委員 現状をお話いただきました。 

 現場にも非常に意欲的な管理栄養士さんや先生

方がたくさんいらっしゃいました。 

ぜひとも、現場とコミュニケーションを密に

とっていただいて、網走ならではの地産地消の取

り組みをさらに広げていっていただきたいと思い

ます。 

特に生産者、これだけあらゆる業界で近くにい
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て、生産地も近接しているという、この環境を考

えれば、やはり食材として使っていますよだけで

はなくて、生産者との触れ合いや生産地の見学も

ひっくるめた地産地消の取り組みを給食から広げ

ていくことは可能だというふうに考えていますけ

れども、そのあたりの認識をお伺いしたいと思い

ます。 

○林幸一管理課長 毎月、各学校の栄養教諭、調

理員などが集まり、おいしい給食を児童生徒に提

供する献立の作成に当たっていただいているとこ

ろでございます。 

 こういった場を活用しながら、その可能性の拡

大について意見交換していただき、網走ならでは

の地産地消を考えてまいりたいと思います。 

○近藤憲治委員 ぜひ、積極的な取り組みを望み

たいと思います。 

 最後です、網走寺子屋開催事業でございます。

これも、ここに２人の委員が質問しておりますの

で、事業内容等は理解をしておりますので割愛し

ていただいて結構でございます。二つだけお伺い

します。 

 東京農業大学の学生ボランティアさんに地域の

子供たちに勉強教えていただくという視点は、や

はり非常にすばらしい取り組みであるというふう

に思っています。大いに期待しているところであ

りますけれども、一方で、やはり子供さんたちに

勉強を教えるというのは、これは一定の責任感も

必要であります。ちょっと実家に帰るからきょう

は行けませんでありますとか、そういった軽はず

みな状況はなるべくつくらないようにしなければ

ならない。 

 やはり、かかわる上では責任感を持ってしっか

り取り組んでいただきたいというふうに学生さん

たちにも働きかけていただきたいというふうに思

いますけれども、そのあたりの認識はいかがで

しょうか。 

○林幸一管理課長 農大学生ボランティアにつき

ましては、教育課程専攻の学生が中心となり、サ

ポートしていただくこととしておりますが、教育

課程の教員が窓口となり、対応していただくこと

で勧めていっているところございます。 

 寺子屋の取り組みは教職員の協力をいただきな

がら勧めることで考えておりますので、責任感を

持った中で取り組んでいただけるものと思ってお

ります。 

○近藤憲治委員 それとあともう一つお伺いした

いと思います。 

 これは当然、勉強を教えてもらう小学生たちに

とっても非常に年齢の近い若いお兄さん、お姉さ

んたちから勉強を教えてもらえるということで、

いい学びの時間になるかなというふうに期待する

のですけども、一方で、やはり地域の子供たちに

教える側である東京農大の学生さんたちにとって

も非常に貴重な学びと成長の機会になるのかなと

いうふうに思っておりますのますので、ぜひボラ

ンティアで参加をしてくれる学生さんたちにとっ

ても、成長の実感が得られるような工夫もしてい

ただきたいなというふうに思いますけれども、そ

ういうような方向で考えおられるということでよ

ろしいでしょうか。 

○林幸一管理課長 教育課程を専攻している学生

が中心のボランティアとなりますけれども、授業

の進め方としまして全体での講義型ではなく、子

どもたちが自分で取り組みたい教科の学習サポー

トを実施してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

 子供と身近に接する中で、将来、一人でも大く

の教職員を目指す方がふえていただければとい

思っております。終わります。 

○平賀貴幸委員長 栗田委員。 

○栗田政男委員 時間も押しています。もう少し

辛抱していただきたいと思います。 

 私のほうからは２点、重なる部分もございます

ので、そこは割愛をさせていただきます。 

 ＬＥＤ化事業街灯が先ほど２人の委員のほうか

らお話がありました。田島委員が御指摘をしてい

た点滅の事件については、業者の速やかなクレー

ム処理によって解決されたので、大変よかったか

なというふうに感じております。 

 また、立崎委員がおっしゃっていた虫も明るく

なったおかげで来てくれるといいということなの

ですが、僕もいろいろ調べてみたのですがＬＥＤ

というのは特質上、紫外線が発生しない光らしく

て、虫がよりつきにくいという特性を持っている

そうです。それが一つ街灯としてのメリットであ

るのですけれども、残念ながらそこにカブトムシ

とかクワガタがたくさん来るというのは、網走の

昆虫はまた別の試行で寄ってくれるのかなという

気持ちはしますので、それについては夏が非常に

楽しみだなという状況になってくるものです。  
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 その害虫もやはり今までの街灯については非常

に汚したり、レンズ自体を曇らせたり、中に入っ

てショートしたりとかといろいろな問題が多数出

ていました。そういう意味からも、今回のＬＥＤ

化というのは非常にメリットがあるのかなという

ふうに思うのです。 

 昨年ここで、その部分についてお願いをいたし

ました。各町内会を誠心誠意、原課のほうで歩い

ていただいて、各防犯灯と呼ばれる道路に地域の

小さなところになっておりますけれども、それを

中心にして１月に向けて冬になってしまうという

ことなのでしょうけれども、いつの間にか本当に

町中の色がえをしたということが今、現状であり

ます。 

 私、本当に嬉しく思って、夜な夜な、今、徘徊

をしながら確認をしたりして、本当にきれいにな

りました。街並み全体がきれいになって、網走の

街ってこんなにきれいだったのかなと思えるほど

成果のあったことではないかなというふうに思い

ます。 

 そういう中で、昨年お願いをした確固たる個体

数、防犯灯と呼ばれるもの、現状、道路について

いる道路灯というのですか。我々、一般に街灯と

言うのですが、そういうものと確実に区別された

ような気がしますので、その個体数というのは今

回のこの取りかえの事業に当たって原課としては

完全に把握したというふうに考えてよろしいです

か。 

○高橋勉土木管理課長 ＬＥＤの関係、あるいは

道路照明の関係の御質問だと思いますが、まず、

防犯灯につきましては委員からお話がありました

とおり、ことしの１月末をもってＬＥＤ化に更新

を完了しております。約2,020基程度の更新を全

て終了したということになっております。 

 それで、そのうちその2,020基余りのうち、把

握できていなかった町内会所有のものがございま

すが、これが町内会さんで独自調査をお願いして

作成していただいたのと、それと事業実施前の調

査事業の部分で実施した部分で、全ての網走市内

にある市、あるいは町内会所有の防犯灯について

は再確認をさせていただいたところです。 

○栗田政男委員 長年の懸案で、なかなかその全

部を確認するといっても、その設置の歴史が過去

からずっと長い間にかかって、新興住宅地にはそ

れぞれタイムリーにつけたにしても切れた、壊れ

た、いろいろな部分で今まで正直な個体数という

はつかみきれなかったというのが現状だと思いま

す。 

 今回のそういう設置によって全てが把握できた

ということで、これは非常にこれからの大切な資

料になろうかと思います。 

 そこで、ＬＥＤの特性上、非常に明るくなって

きれいにはなったのですが、やはりその前から言

われているように直線的に光が出てしまう関係で、

ややもすると暗い部分もできているのが事実なの

です。 

 今まで、いろいろな水銀灯をぼやっとした感じ、

どちらかというガス灯に近いようなイメージがあ

るのですが、そういう柔らかい光だったのですが、

今回の青白いＬＥＤの光というのは直接的に出る

ことによって、すごくきれいなのですが、明暗が

はっきりわかれたように感じます。 

 その中で、いろいろ夜見て歩いていますと、今

まで気づかなかったことがやはりあちこち未設置

の場所が出てきたのです。ここ、何もついてなく

て真っ暗ではないかということが明るくなり過ぎ

たというか、明るくなったことによって見えてき

たという部分で、今後はその部分に対してきちっ

と対応していかなくてはいけないのかなと思って

います。  

 もちろん、先ほどいろいろな話が出ていました

けれども、住宅事情というのはまだまだ僕は進ん

でいくと思います。郊外地域まだまだ発展してい

くと思うので、そういう中でそういうところに設

置することもタイムリーにやらなくてはいけない

ですし、そういったときに、やはり予算で、リー

ス契約ですから追加することも可能だと思うので

すけれども、いろいろな部分でこれから整備でき

た段階で、なお今度、もう一度その明るさの市内

全域の明るさのチェックをしながら未設置の場所、

特に市街地地域、昔から４条通商店街地域という

のは昔からある地域なのですが、逆にそこの部分

が一本中に入ると真っ暗で、全然見えないような

場所も多々あります。 

 そういう部分もしっかりと精査、勘案、調査を

しながら設置に向けた動きというのは、予算上は

柔軟に対応できるのでしょうか。 

○高橋勉土木管理課長 ＬＥＤの事業が一段落し

て、28年度も新年度からはリース料金の支払いが

主なものということになりますが、それとは別に
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委員御指摘のとおり、一通り新しいＬＥＤになっ

たけれどもという部分が今後、各町内会等からの

要望を寄せられると思います。 

 そういった部分の対応についても柔軟に対応で

きるように、一定の予算措置は28年度においても

しております。 

○栗田政男委員 ぜひとも、１回に全部というこ

とではなくて、時間をかけながら、何年か、数年

にかけてしっかりと整備をしていただいて、ＬＥ

Ｄの場合、長寿命なものですから１回設置すると

球切れ等の事案というのはなかなか少なくなると

思います。 

 そういう中でしっかりと、せっかく明るくなっ

た、明るくするということはやはり防犯上もすご

いメリットがありますし、犯罪抑止力というのは

すごい効果があるというふうに聞いております。  

 特にいろいろな性犯罪も今、多発していますの

で、そういう部分からもやはり最低限度の光とい

うのは担保しなくちゃいけないのかなというふう

に思いますので、ぜひとも、我々も気がついたと

ころはそれぞれお声かけしながら、そういうふう

に一緒に取り組んでいきたいなというふうに思い

ます。 

 もう１点、パークゴルフ場、これも毎年聞いて

いますけれども、今年度予算が増加しています。

その理由をまず聞かせてください。 

○高橋勉土木管理課長 地域パークゴルフ場管理

事業の予算の拡充の関係でございますが、28年度

予算、27年度比較し、百数十万円ほど増額してお

ります。 

 この内訳といたしましては、主な要因ですが、

嘉多山地区のパークゴルフ場、こちらついて増設

を28年度に予定しておりまして、それに伴います

種子、または肥料などの原材料費、それからス

タート台、あるいはピンフラックなどの消耗品の

費用について拡充し、予算計上させていただいて

います。 

○栗田政男委員 僕は、この件に関しては地域と

して非常に皆さんボランティアでしっかり管理を

していただいて、今、その地域、パークゴルフ場

がある地域というのは本当に、特に年配の方々の

健康増進という面では、非常に効果があるし、昨

今、課長もゴルフされると思いますけれども、ゴ

ルフをやめて、リタイヤして、パークゴルフに入

られたという人は非常に多い、そういう現実であ

ります。 

 まして、ゴルフをやったりする方はやはりパー

クやっても上手なわけですから、そういう意味か

らもますます大事な施設なのかなと思います。 

 今の進めの中では、多分、後の工事とかは地元

の人たちが手弁当でしっかりやっていただくとい

うことだと思うのです。 

 まさしく、これがこのまちづくりの原点だと私

は思っています。 

 ですから、できるだけの協力、ただ限られた予

算ですから次々というわけにはいかないでしょう

けれども、最低限度、草刈り機だとか高額なもの

に対するちょっとした補助をするだとか、そうい

う部分というのはぜひともこれから先にも細やか

にいろいろな要望を聞きながら、各所ありますか

ら、１回にというふうに、先ほどのお話と同じよ

うにいきませんけれども、しっかりと対応してい

ただいて、この事業をよりよいものにしていただ

くということをお願い申し上げて、質問を終わり

ます。 

○平賀貴幸委員長 以上で、本日の日程でありま

す一般会計の歳出のうち土木費、教育費及びその

特定財源に関する歳入並びに関連議案１件の細部

質疑を終了いたしました。 

 本日は、これで散会といたします。 

 再開は、あす午前10時としますから、御参集願

います。お疲れさまでした。 

午後４時57分散会 

───────────────────────── 


